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o HAART登 場以降、1997年 1月 1日以降の肝移植症例

o retrospective study.

O HiV(+)137名、HiV(―)30520名を対象
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‖V(+)HCV(―)患者の予後は比較的良好

‖!V(+)HCV(+)患 者予後はHiV(― )HCV(十 )患者に比較して若干低下

□

わが国のHiV感染側に対する生体肝移植

2005年 3月 の時点で、HⅣ・HCV重複感染側に対する肝移植は、
東京大学6側、広島大学101J:

2011年頭でも日本で約10例程度の報告のみ

東京大学で肝移植を受けた6例

HIV‐RNA
FCOples/mり

16.000

(年齢守はプライバシー保護のため省いた)

(小池班報告書より)
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HIV← )/HCVl+)

FJ作屋にて中止

…49-



当該患者のベースにあるもの

1.免 疫不全 (HIV感染 )

2.肝 炎ウイルスによる肝障害 (HCV感染)

3. 先天性凝固異常 (血友病 )

4. 血管炎、門脈圧克進症、(HⅣ関連サイトカイン、
HARRT治療 )

5。 薬剤性肝障害 (HARRT治療 )

6.代 謝異常 (脂肪肝、NASH、 糖尿病 )

移植成績の向上のためには

多方面よりの研究が必要 !

HⅣ・ HCV重複感染 ―HⅣがHCVに与える影響‐

・ 10年後の肝硬変率  HCV単独       2.6%
H!V/HCV重複      14.9%J Hepau 199■ 2● 1‐ユ

・ 血友病患者を対象
肝硬変への進行速い     Br,Haematd 199Q94746‐ 52

Hepatol●gy 1990,3011054-8

J A10S 1993:6:602-10

非代慣性肝硬変まで中央値15年で、HCV単独より、21倍nsk高い。
BrJ Haemato1 1994,87:555-61

肝硬変での累積死亡4倍。   Lancet 199乙 3501425

肝疾患死亡率 7倍。     Jhた d as199助 17,1254‐8

肝癌もより早期に発症。    AmJ Ga“Юenterd 200■ 90179‐83

HⅣの進行と肝生検所見に関連なし。
 w釜 彗筆L調べ



HⅣ・ HCV重複 感染  ―HCVの HIVに与 える影 響‐

・ AIDS関連疾患死亡率 HiV/HCVでは HⅣ単 独 に 比 較 し 1.7倍.Lancet 200Q3501800 5

:型予後不良 Haemoph‖ ia 2002,8:534

(SWiSSl

予後変わらない (usA) 
」hた D゙に 199■ 175:164‐8

JAMA 2002,288:199-206

Swissl yOung′ R whte vs usノ :ヽaged,Afncan Ame“ ca n

・ PEGイ ン タ ー フ ェ ロ ンーRib   CD4陽 性 T500/ul以上 、 Hiv RNA 104以下

CIn lnfect Dis 1996,23:585-91

SVR率 44-65%    川DS 200■ 16813-28

世界でのHIV感業者に対する肝移植の報告 (1)

報告年、移植施設
(報告誌) 備考n    生存

2003P置

“

urn    HⅣ     24    3年 728%       患者死亡のリスクファクターはHcv+,
(J:nf Dis21)         H、 、HCV  15       3年 569%           cDべ200/μ L HAART開始不可,

HⅣ virall●ad〉 400 cOpies/ml。

21X13 Ptsbutt     Hlv+   16    14/16生 存      2例 が肝障害にてHAART中止。MLmi      HⅣ +Hcv ll                13/16が
移植前に HⅣ検出感度以下。

(日ver Transpr') CD4■K200/μ :(6/16),く 100/μ l(2/16),

急性拒絶 (6/16),FKレ ベル上昇 (0/16)。

2004 Reuew     全世界   51    80%生 存      6896が HCV重複感染。
(brer Transpl● 5)

Phsburr 29    20/29生 存      261が 血友病.

侶脱驚鳳!っ  ‖χ謬 ;  甥童霧  暉詳警堤ぼ覆驚
鰤症で死亡。

2005 MadHd     HⅣ +HcV 4    3/4生 存
(L"er Transp141)

1例 17ヶ月でFCHにて死亡。
CD4K100/夕 l(2/16)。

急性拒絶(1/4),日和見感染なし。

20C15 Essen      HⅣ +HCV 5    2/5生 存       2生 存例 はHAARTあ り。
(Liver int42)

HⅣ:human immunodeflciency virus,HCV hepattts C virus,HBV:hepatus B И剛s,HAAtt high!y acuve anuretrov「 al
therapy, -51-



世界でのHIV感染者に対する肝移植の報告 (2)

報告年、施設名            n     生存率

(報告誌)

備考

2007 Barcdona      HIV+HCV  RevLw   l年 50-5"(OLTなして) 移植適応 :CD4→ 100ノロ.HⅣ検出感庄 以下。

(」 HⅣ The´)    ●>2al)                SVtt 15‐ 2‐。

2007 MLmi        HlVt    15     3年 733■        感染性含俳症 267“ v80.■ い 、006)。

CransPhnta■ on20)    Hlv    857    3年 794%        適応 :CD4→ 1∞ /″ L HVOIXlcopbs/mmg。

2008 VLnna        HiV‖ CV   31(移 植後} SV眸 28%        免疫抑制剤はHCVウイルス量を増やす。

(Eur」 C‖ n inv● )     HⅣ ―HCV  20{移 植前)SVR率 50%        CD4● が保たれていれ inFN効果的。

HCVのみ  25(移植前) SVR率 5"

2008 UNOS        HⅣ+    :37     5年 6096         HCV+で は予後悪い

lTransphntat o→       HⅣ-     30520    5年 70%

200B Franco(THい ac stu″ 中 up)

(Hepato o″30D       HⅣ―HCV  35     2年 フ3"5年 51■      多壼量解析にて術前MFi nスコァが生存に最も寄与.

HCVのみ  44     2年 91%5年 81“      HⅣ 重複でF2以上への進展早い。

移植適応:CD4→1∞ ′′L HIV検 出感度以下.

2009 France       HIV+HCV  t4     2年 9391        移植適応:H!v検 出感度以下。A DSなし。

(J Hepatd。
■)                                FK、 HAARFとも術後2Wより再開。FKの過剰投与

5/1406り。
FCHで 1例死亡。1年でF22、 F31、 日

『

CH)2例。

2009B‖bao.Spttn     HIV HCV  12     3年 6a         患者生存、HCV再発、FCHの頻度など変わらない。

Cransphnt Pro●
58)    Hcvのみ  59      3年 84Xp l109)
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エイズ予防指針作業班「第二 医療の提供」検討会

HIV/AIDS患 者の長期療養と在宅療養における課題について

独)国立国際医療研究センター エィズ治療・研究開発センター (ACC)

看護支援調整職 島田 恵

0前提

。「療養」とは、治療 (医療)と養生 (生活)を行いながら暮らすことであ り、HIVハ lDS

患者の療養期間は長期化している。

・「在宅療養」とは、自宅や施設など病院以外の生活の場で治療と生活を両立させなが

ら暮らすことである。

○現状と課題

1 長期療養が課題となる点

1)外来受診の長期化 →在宅療養でいかに外来受診を継続するか

例 :・ 脳梗塞後の ADL低下のため自宅で介護サービスを利用
。進行性多巣性白質脳症 (PML)治療後の内服確認、健康管理のため施設で介

護サービスと訪問看護を利用

・外来における療養支援の再考

受診中断の予防と継続の支援、副作用のモニタリングと対処 など
2)急性期病院における入院期間の長期化 →病院からいかに退院し在宅療養するか

2 入院期間長期化の理由

1)治療に長期間を要する

日和見感染症 (悪性腫瘍、播種性リト定型抗酸菌症など)によっては、治療期間が長

期化する。

2)急性期病院において医学的に退院可能となったが、他の理由で退院が難しい

(1)医療ニーズが高 く慢性期病院への「転院」が望ましい場合

①転院を要する主な目的
Ⅲ併存・合併疾患の治療が必要 例 :がん治療、依存症治療
・入院によるリハビリテーションが必要

例 :P‖ L、 HlV l出症等の中枢神経疾患発症後のADL低下に対し在宅療養まで

のリハビリテーション

②転院困難の主な理由

i)急性期病院側の理由 ・転院の見通しをたてるのが難しい
。転院先を開拓するのが難しい

li)慢性期病院側の理由 ・受け入れの経験や感染管理などの知識がない

-53-



・受け入れ後の入院期間の長期化は困る

・ 医療区分の低さによる入院費用の採算性が低い

。抗 HIV療法のマルメによる医療費の問題

lil)患者側の理由    ・転院に対する不安

。キーパーソンの不在

(2)介護ニーズが高 く病院ではない「自宅・施設への退院」が望ま しい場合

① 自宅・施設への退院を検討する理由

・ 高齢化に伴う障害 例 :転任1骨折後の認知障害

脳梗塞後の ADL障害

・ 若年者のエイズ発症に伴う障害 例 :エ イズ脳症による高次機能障害

PML後の ADL障害

② 自宅・施設への退院困難の理由

1)急性期病院側の理由 ・在宅への退院の見通しを立てるのが難 しい

。施設を開拓するなど療養環境を整えるのが難 しい

‖)在宅側の理由 ・受け入れの経験や感染管理などの知識がない

。一般的に高齢者、若年障害者に対する社会資源が不足

ili)患者側の理由 ・入院継続の希望と在宅療養への不安感

‐キー′く―ソンの不在

3_HIV/AIDS患者の背景的要因

転院または在宅療養に関する支援をすすめていく際、患者本人だけでなく、両親、同

胞、配偶者や子供など患者の私的な関係者が支援者として鍵となる。しか し、支援者の

方が年上 (高齢)で ある場合が多く、また患者が家族等に対 し病名を伝えることを望ま

ない場合には、適切な支援を得られに くい事例がある。このような場合、その役害1を医

療チームと して補う必要があるが、医療現場のマンパワー不足と医療者の支援経験・ス

キル不足が あり、支援を十分提供できていない可能性がある。

○提言

HIV/AIDS患者が抗 HIV療法によつて免疫コントロール良好となった後も、治療経過

や状態に適 した療養の場を選択できることが重要である。

・広く保イ建・医療・福祉職に対 しHIV/AIDS患者の長期療養に関する啓発・教育を行う。

・長期療養支援を行う医療チームに対 して支援に必要な技術の研修を行う。

・急性期病院の後方支援病院として、慢性期病院の採算性を踏まえた適切な技術評価

をする。
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研究分担者 廣常秀人

研究協力者 吉田哲彦

安尾利彦

藤本恵里

(大阪医療センター 精神科)

梅本愛子 (大阪医療センター 精神科)

大谷ありさ 倉谷昂志 森田量子
宮本哲雄 仲倉高広 (臨床心理室)

HIV感染症と精神疾患
口HIV感染症患者の17.5%に抑うつ傾向、24.3%に高しヽ不
安、13.0%に認知機能の低下が認められた(国立大阪
精神科 越智ら,2006)

日精神科診断名としては、うつ病(25%)、 適応障害
(12.5%)、 人格障害(10.7%)、 HIV脳症(7.1%)が高頻度で
認められる(国立大阪精神科 廣常ら,2007)

日国内6施設での新規患者462名の中で精神科を受診
した患者は44名 (9.5%)であった(廣常ら,2008)

・海外の文献では、精神障害と抗HIV療法の月風薬アドヒ
アランスとの関連性が多く指摘されている
(Whёtten,et al,2008:Penge,et al,2007な ど)-55-



感染症内科を初診のHⅣ感染症患者に心理検査を診療の一環で実施(2008年6月 より)

GHQ30(精神健康調査票 )

6因子 (各 5項目)30項目中、7項目以上で陽性(中川・大坊ら,1996)

(A)一般的疾患傾向:疲れ、主観的な病気の感覚など

(B)身体的症状 :頭痛、頭重感、発汗など

(c)睡眠障害 :早朝覚醒、入眠困難など

(D)社会的活動障害 :仕事、日常生活がうまくいつているかなど

(E)不安と気分変調 :怖き、重荷、自信のなさ

(F)希死念慮・うつ傾向 :望みの喪失、消えたい、

死んだ方がまし、など

SAMISS(Substance Abuse and Mental口 iness Symptoms Screener:日 本語版 )

アルコール摂取・薬物使用状況

・アルコール摂取 :13点中5点以上で陽性

・薬物使用 :8点 中3点以上で陽性

・アルコール摂取・薬物使用の依存・統制 :8点 中1点以上で陽性

精神症状

・過去 1年間の精神症状 (興奮、抗うつ薬服用、抑うつ気分、興味減退、

不安、不安発作、心拍の異常、心的外傷体験、フラッシュパックの継続、

心理的動揺による日常生活の障害)の有無:1つでも有であれば陽性

20%

(o8年 6月 ～09年8月 、 n=146)

6o%   8o%   loo%

無回答総合判定

GHQ30(精神健康評価票

SAMISS(酒・ドラツク等)

WSttSS(精神障害 )

SAMISS(依存・統制 )

SAIIISS(興 奮 )

SAIIISS(抑うつ気分 )

SAMISS(不安 )

-56-



初診の1年後調査

調査期間:2010年 1月 ～6月

対象 :初診より1年を経過し上記の期間中に受診し同意を得られた50
名。(平均年齢 :39,0歳 )

追加の調査項目:1年間の生活での経験
口治療状況、服薬状況
・精神科受診、カウンセリング利用状況
口医療スタッフとの関係性に関する主観的評価
・配偶者、パートナー、友人、家族への告知や

相談の状況と、関係性の変化の有無に関する主観的評価
・他のHIV感染症患者との接角虫の有無
・1生に関する体験 (性欲、性行動、主観的満足度 )・・・など

GHQ30 診 時

GHQ30の 平均値は、初診時は10_9点で32名 (64%)が陽性と判定されたが、
1年後の平均点は8.08点となり、陽性と判定された人は21名 (42%)に減少した。

14丁~可
憂 玉

「

~

124-―――――――――――――― ―

1      1°
9

10 -

8

6

4

初診時 1年後

2 -

0+―

初診時 1年後

全得点 109=L7.43 8.08=L6.95*

一般的疾患傾向 2.42=ヒ 1.68 180=Ll.56*

身体的症状 1.76=ヒ 1 35 140± 1.46

睡眠障害 244=L183 1.90± 191

社会的活動障害 124=L145 0.64=Ll.08*

不安と気分変調 176=Ll.83 1.66=L172

希死念慮とうつ傾向 1241184 0_84± 142

:pく 0・05

1年後に、全得点、一般的疾患傾向、社会的活動障害で有意に改善



(n=50)
① 飲酒・物質使用・物質に対する依存・統制 各項目の得点および陽性判定数

初診時 1年後

飲酒 455± 3.34(23名 ) 4.43± 327(23名 )

物質使用 0.41± 0.71(0名 ) 037± 125(1名 )

依存・統制 0.59± 049(15名 ) 0_88± 1.41(21名 )

☆有意な差は見られなかった。

③ 飲酒・物質使用状況陽性・陰性のクロス集計

1年後

陽1生 陰性

初
診
時

易

生 20(400/o) 7(14%)

陰
性

11(220/o) 12(24%)

② 精神症状 全体および各因子における陽性割合の比較

☆初診時は陰性
であつたが、1年後
に陽性となる人が
11名 (22%)認めら
れた。

① 精神症状
陽性者の割合

80%

60%

40%

20%

0%

瑯
雌

ｕ

　

ロ

不安発41(心 檜 呼吸)

☆興奮は1年後に陽性判定割合が有意に減少しているが、意欲
低下や不安発作は1年後に陽性判定割合が有意に増えていた。
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精神症状 (n=50)

初診時 1年後

¬otal

興雷

抗うつ薬

抑うつ気分

意欲低下

不安

外傷体験の有権

フラッシュバックの経続



SAMIS

①精神症状陽性の割合
100% _

精神症状 (n=50)

濫
=饉

竪進I

2‖

主量置寝三
初診時 1年後

③カウンセリングの有無
による1年度の陽性割合

剛^鶏一罐一̈t欲低下

不安

不安発作

不安発作 (心拍・呼吸)

フラッシュパックの経続

日常に影響の出る出来事 里 コ  p=246{、 1

二初診時

●1年後

し

り

　

し

り

　

し

り

な

あ

　

な

あ

　

な

あ

在季軍栞瑯 峰程覆馴駐朝是罰彗暴箸讐啓暫撃さ荒、
■臨噺嚢雷努課蹴 愴こ転電ヽ 観だ£。

考察
・

"%X潮

房動機裏曇手な管島織 。
1雑においてメ
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課題提起
口HⅣ感染症患者の1割が精神科を受診していた。
・初診時のメンタルヘルススクリーニングでは大半が陽性判

定であり、精神的・心理的介入のニーズは高いと考えられ

た。
・カウンセリングによるメンタルヘルスの改善傾向が観察さ

れた。
・特に、精神疾患を有する例では服薬の自己中断が多く認

められた。月風薬アドヒアランスや定期的な受診行動の維持
などの保健行動の観点からも、心理的介入および精神医

学的介入が必要と考えられた。

・ 診断早期よリメンタルヘルススクリーニングを合
む精神医学的介入を効果的に行うことが、必要で
ある。また、医療従事者に対する、HⅣ感染患者
に対する精神医学的介入に関する講習を実施し、
精神疾患の早期発見し、HⅣ感染症全体の治療効

果を高めることも重要。今後、このような精神疾
患等の克服に関する研究は重要であり、推進され
なければならない。予防指針の見直しも、患者の

目線を常に意識した、現場に即したものであって
lgi L′ レヽ。
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エイズ予防指針作業班

「第六 人権 の尊重」,人権 の擁護 や個人情報保護 な どについて陽性 者 の観 点か ら

日本HIV陽性者ネットワーク 代表 長谷川博史

エイズ対策においてHIV陽 性者の人権の尊重はすべての施策の根幹にかかわる問題であると認識しま

す。国連合同エイズ計画 (UMIDS)が最重点課題 とする HIV予 防・治療・ケア・支援の普遍的アクセス

はHIV/エ イズやHIV陽性者に対する偏見・差別がない状態でこそ実現できるものです。

予防指針においても人権の尊重が謳われ、(1)個人情報保護の徹底  (2)患者等及び個別施策層に

対する偏見、差別の撤廃に関する普及啓発の努力、が明記されているにもかかわらず、政府および地方

自治体において実質的な人権啓発は行われていないのが実情です。

さらに、陽性者が増加する中、予防指針において 「個人を尊重した十分な説明と同意に基づいく保健

医療サービスの提供」の規定があるにもかかわらず、検査時の本人同意が軽視され療養生活の質的低下

を来 している現状が依然として認められる。

そこで今回の予防指針見直しについて以下の4点を提言します。

1、 個人情報保護の再確認

2、 H!V陽性者への差別禁上をより具体的に明記すべきこと

(ア )医療機関全般においてHIV陽 性であることを理由にした診療拒否の禁上、及び実質的診療拒否

が行われないよう徹底指導を行 うこと (歯科、産科、外科、透析科、耳鼻咽喉科、等)。 特に術前検

査、妊婦健診などにおいてHIv陽 性が判明した患者への対応は検査を行つた医療機関が人道的立

場から患者の人権に十分な配慮を行い、責任を持って治療を行 うべきこと。

(イ )拠′卓病院において全科対応を徹底指導すること。 (不 当理由による転院などの実質的診療拒否の禁

止 )

(ウ )HIV陽 性であることを理由とした実質的就労拒否 (正当な理由なき配転、出向、転籍、等)

3、 行政が行うべき人権啓発の具体的対象と内容として明確化された事項を連守すべきこと

(ア)文部省、労働省、法務省等の関連省庁や地方公共団体と連携 して、患者等や個別施策層に対する

偏見や差別の撤廃のための正しい知識の普及啓発を行うとともに、偏見や差別の撤廃に向けての具

体的資料を作成する

(イ )医療機関および医療者を対象とした啓発

(ウ )患者等及び個別施策層に対する偏見、差別の撤廃

(工 )学校や職場における偏見や差別の発生を未然に防止するためには、学校や企業に対 して、事例研

究や相談窓口等に関する情報を提供する

4、 検査時指針として「十分な説明と同意に基づいた個人を尊重した保健医療サービスの提供」の徹底

HIV感 染の特性にかんがみ、検査、診療、相談、調査等の保健医療サービスのすべてにおいて、

検査受診者及び患者等に説明と同意に基づいた保健医療サービスが提供されることが重要であり、

そのためにも、希望する者に対 しては容易に相談の機会が得 られるようにしていくことが重要であ

る。
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平成 23年 2月 16日

後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針への意見

「人権の尊重」について

エイズ予防指針作業IJl 班長 木村哲 様

班構成員 大平勝美

一、人権の擁護及び個人情報の保護

人権の擁護  本来国民ではあるが 1人の人として弱い立場にある個人の人権を保護

するのために、人権の擁護が謳われているが、HIV/AIDSに ついて国が一疾患を特定

しての法律を作り特別な感染症 としての位置づけをしたことで、偏見差男」の定着化が

起きて しまつたことは、当該lFm見や差別の大きな原因でもある。この反省 の下に単独

の予防法は廃止され、新感染症法に統合 された。 しかし、20年以上の定着化された、

偏見差別の感情を起 こさせる人への亥1みつけは未だに深く辛きみ込んでいる。これ を解

消 させるには国の強い責任感 と指導力の発揮が必要だが、人権の擁護についての指導

力の発揮は実感に乏 しい。特に、一番に解消が求められる医療関係者・医療機関での

偏見差別が今もつて一番強い。就労についても感染者の医療関係者・学生への人権侵

害が強 く、それも陰湿な形で横行 している。

現在は、当事者の勇気 と支える人たちの熱情で、社会参加の突破 口を拡げている。

2.

1

3

4

5

6

感染を確認す るための検査機関への検査・相談について、差別的対応 などが起き

ないよう、当事者べの人権の擁護及び情報の取 り扱いについては、検査機関・保

健所、医療機関等々でその保護を徹底するとともに、窓口等々の関係者について

の研修の徹底が求められる。

HIV感染症患者の医療環境の改善に伴い、患者が社会参加 し日常生活者としての

活動が大きなウエイ トを占めてきた。そのため、生活基盤の就労、そ してサポー

トする医療機関、医療保険事務担当部門、ハローワークや就労斡旋 。相談窓口、

企業について、人権侵害が起きないよう徹底 した保護を保持するとともに個人情

報の保護に努めることを責務 とする。

また、人権侵害や保護についての不安や実際の問題が惹起 された場合の苦情相

談・侵害是正のための相談窓口を確立し、適正な措置を講 じられるよ うにす る。

相談の保護

報道についての配慮

歯科での医療偏見差別は 20数年来の未解決事項。いいかげんに、国の責任をもっ

て解決 し、日常診療の中で歯科診療が確保することが大切
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二、偏見や差別の撤廃への国の責務

1 薬害 Ⅲ V感染被害者と国との協議で、偏見差別の解消への取り組みは、国の責務

となっている。しかし、薬害 HIV裁判和解から 15年になろうとしている現在も、

患者の生活を支える就労について、HIV/AIDSへ の偏見差別、また患者らへのい

われのない偏見差別が、社会参加に大きな壁を作 り、病名を告げて安心 して仕事

に励める環境に程遠い。4年前から企業や経団連、厚労省の担当部局、就労斡旋業

者、医療者、支援団体、当事者 らが協働で就労環境の改善のための積極的な活動

を始めた。ただし、更に国が企業等を後押しする積極的な人権擁護策 としてこの

活動を牽引する必要がある。国のリーダーシップの欠如が就労を代表するように

社会生活上での偏見差別解消の進まない点でもある。

2 HIVノAIDSについての、人権教育と健康教育との―体化が必要

命が大切 とパー トナー等の健康の大切さ、感染すると生涯治療の必要性 と持続的

自己管理を保持する努力、社会には多様且つ個性豊かな人たちがいることのやわ

らかい心の育みが必要。HIV/エイズ教育の反省と転換期。

3 医療者医療機関等々の保護を重視 した検査姿勢から、個人の健康や利害を考慮 し

た検査視点をより大切に

最近、医療機関の汚染を考慮 しての無断検査 。強引検査が横行していることがマ

スコミで取 り上げられている。特に医療者 。医療機関の保護が盛んに言われてい

て、HIVノШDSの背景を下に人権感覚を特に強めてある指針等々への遵守が忘れ

られている。患者の置かれてきた道程を考えれば、医療者・医療機関の傲慢さを

早急に改善させることが必要。

特に、インフォーム ドコンセン トが 日本において盛んに言われているが、形式的、

本当に患者に分かりやす く説明しているのか、その後の苦情処理システムができ

ているのかが疑わしいところでの HIV/_AIDSの検査のや り方は、患者不在で容認

できない。

4 偏見差別の解消は、国の貢務。

感染者・患者が不安なくくらせる生活環境の確保が要。

患者が希望を持つて療養を目指せ、安心して生活の粗を得る就労環境の確保。

医療機関での偏見差別がまかり通っている現状を早急に改善する。

ありがとうございます。よろしくお願いします。
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エイズ患者の人権とその環境

第4回エイズ予防指針作業班 (2011.3.15。 )

町野朔

(上智大学法学研究科、上智大学生命倫理究所 )

エイズ予防指針 (改正案)

「第6人権の尊重」

一。人権の擁護及び個人情報の保護
― 個人情報の保護以外の人権とは?

二.偏見や差別の撤廃への努力

一 「偏見」「差別」の内容は?

三 .1固人を尊重した十分な説明と同意に基づぐ

保健医療サービスの提供

一 インフォームドロコンセント

ー 治療を受ける権利



Ffm~見」F差別Jの内容

_ TThlぶ奮鷹甕t言
われるとき、その内容を明らかにして議論じ

0 感染の可能性に関する偏見
― 患者に行動の自由を認めることに対する反対に結びつく
― この偏見の除去には医学的知識の普及が必要

・ 感染経緯に由来するスティグマ
ー 性風俗 (Csw)、 同性性行為 (MsM)、 薬物乱用~讐

縫同輯亦舅躍屎「瘍縫
0感染した血友病患者への「13~見」の中身は?

― この「偏見」の問題は医学的認識とは別の次元
。

 メ凩又菱
差月1の撤回0努力」はこの2点を区男1して、行われること

医療を受け饂権利

・ エイズ予防法 (予防)|      ;咲
芦

症の予
防及び感染症の患者

・ カミングアウト、医療を阻むF偏見」
一実際上の社会生活の制約

.O AIDS/HIV医療 について特 に考 慮すべ きこと
一医療の長期化

―薬害被害者への支援

・ エイズ予防事旨針 :個

塾ξず置覺圭鷲万纂罫蟹
ミ説明と

同意に基づく保健医師

-65-



０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

医療の強制#インフォームド・コンセント

行動の自由

。 STDの防止のためには感染者等の性行動の自由を規制すべきかが問題
― 異性間の性行為
― 同性間の性行為

・ エイズは5類感染症
― 健康診断受診勧告、就業制限、入院勧告の対象ではない。

一 消毒その他の措置もとられない。
― 性行為の規制はない。

・ αエイズ予防,去

― 感染者は、人にエイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為をしてはならない。罰則なし。  ・
― 健康診断受診命令に違反したときには罰金刑。

・
 讐お援尉紺

せたときには故意・過失の傷害罪として処罰されることがあ   
｀

一日iV positiveと「傷害」の概念                        ´

0 医師の指示は規定されていない。
一α エイズ予防法は医師の指示、患者の協力義務を罰則なしで規定。

・ この現行法の態度は維持するという前提で対策を考えるべきである。
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プライバシーの保護とエイズロサーベィランス

・
 ユ晃晏皇興馬肇鍵

「

出一最寄 りの保健所長一都道府県知事一厚生労働

0 届出事項
― 年齢、性別
一 その他、厚生労働省令で定める事項

。「当該者の職業及び住所」「当該者の所在地」は規定されず。
一

肇百念錮
的のためには、届出事項はこれで十分かについての議

O σ エイズ予防法
―I釉嘉名像機亀讐堕磐琴妻令鴨竜端 爺磐辱贋籍撃賢誌諸

。 →都道府県知事による健康診断受診勧告、指示に至る。

・ 個人情報の保護
― 関係者の守秘義務違反の処罰
一 個人情報の保護とエイズ・サーベィランス

エイズと人権 [基本的視点
。 感 染症 に関 する法 的対応の歴史

― 伝染病予防法 (明治30年 )

― 性病予防法(昭和23年 )

― 結核予防法(昭和26年 )

一 らい予防法(昭和28年 )

― 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律 (エイズ予防法)(平成元年)

― 黙上すべてを統合したのが、感染症の予防及び感染症の患者に対する法律(感染症法)(平成lo年 )

。 公 共の利 益 (伝染 の防止 )と患者の権 利 (患者 の医療 と患者 の 自由)の保護とのパランスの問題
― 社会の権利一エイズ蔓延の防止

― AIDS/HiV罹患者の権利

。 感染症法はそれぞれの感染症の種類に応じたバランスをとっている。
― エイズは5類感染症

・ 情報の収集と公開が主要な関心事
。 それ以外についてはエイズは通常の疾病と異ならない。

。 以上の基本的態度を前提としながらの基本指針 (9条 )の 策定
― 正確な知識に基づいた政策決定が必要である。

一 現在の動向

・ 楽観すべき状態ではないこと
・ 感染経路として若年男性の同性性行為によるものが増加していること          ＼
・ しかし、それでも発生率は高〈はないこと

一  AIDS/H IVの
病 態

一 医学的対応方法の存在

― 感染の経路、感染の確率
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平成 23年 3月 15日 第 4回エイズ予防指針作業班提出資料

ネットワーク医療 と人権

理事 森戸克則

「人権 の尊重 」 につい て

「人権」については、HIV感 染の有無に限らず、疾病の如何によつて差異があってはならな

いものである。 しかしながら現在のHIV感 染者およびエイズ患者のおかれた状況は、残念な

がら漠然 としたものではなく歴然とした差別・偏見があると言わぎるを得ない。

今回の後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の見直しの議論にあたり、人権の

尊重に関して以下の 3つ を提言いたします。

1 すべての医療機関において差別・偏見を無 くすこと。

HIVを 診ている診療科以外、外科・産科・精神利・耳鼻咽喉科・皮膚科・ 階科・透析科等

の他診療科で差異があつてはならない。たとえ 1つの診療科であっても医療機関の診療拒否は

他の国民からみれば、偏見・差別を容認 し助長 していくことに繋がっていく。医師に限らず医

療従事者全て形式的・実質的に関係無く診療拒否を禁止する。これは大きな総合病院だけでは

なく、地域の診療所や医院にも当然あてはまる。特に今後は診療所や医院でのHIV診 療につ

いて地方 自治体や地域医師会の更なる強い指導力を期待するとともにバックア ップやフォロー

等の協力・支援体制の速やかな構築を強く要望する。

2 正確な情報の周知徹底。

わか らないことや見えないことは誰でも不安を覚える。その僅かな不安から不正確な情報が

重なって社会の中に差別・偏見が助長されてい く。特に報道機関は常に正確な情報を発信して

いかなければならない。過去、80年代や 90年代のエイズ報道、近年の新型インフルエンザ

報道にみ られるような (1部なのかもしれないものの)、 結果として感染者を追い込めるような

ことがあつてはならない。

個人はもとより社会で偏見差別を解消してい くには、教育現場や地域社会 ‐企業等でのアッ

プデー トされた正確な情報の共有が必須であり、初等～大学教育のみならず社会教育の現場で

の人権教育の徹底について関係する省庁でもある文部科学省との実効ある連携を強く要望する。

3 関連省庁 との更なる連携について。

国務大臣たる厚生労働大臣は内閣の構成員であり、本法律は厚生労働大臣うこの告示であり、

内閣つまり国がその責を負 うことでもある。公示 した厚生労働大臣がその責務を全 うすること

は当然なものの、関連する省庁も同様に貢務がある。2の文部科学省のみならず、法務・外務・

総務・警察等の国の各省庁が一体となってより密接に連携 し、実効ある人権尊重の政策を推 し

進めることが肝要である。具体的には各省庁の担当者が汗をかいて知恵を絞っていくことが重

要なのではないか。尚、これまでに実施 された関係省庁連絡会議、形式的とまでは言わないも

のの会議の回数を含め、内容も更に 1歩 も2歩も踏み込んだ議論になることを切に要望する。
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エイズ普及啓発対策の全体像について

新しい予防戦略の時代                         ′

> 欧米での HIV/STD流 行の再燃に見られるように、HIWSTD予 防は従来の予想よりも

難 しいことが認識されるに至り、2008年から「複合予防 coIIlblnation prevention」

とい う新 しい予防概念が提唱されるに至り、世界的に定着 した。

> 複合予防は、マルチゴール (性経験遅延 本目手の数減少、コンドーム使用 )、 マルチレ
ベルアプローチ (個人、集団、社会)、 マルチスコープ (社会的要因、制度的要因)の、
包括性の高い予防戦略であり、根本要因を踏まえた上での社会的総力戦 とも言える戦

略。

具体的にできることは何か。

> ポピュレーション戦略とハイリスク戦略を組み合わせた系統的な対策が必要である。
> ポピュレーション戦略は、ゲー トウェィ戦略 (学校での対策)と パブリック戦略 (公

共空間での対策)に分けられる。

ゲー トウェイ戦略は学校 という枠組みの中で行 うもの (集団教育、個別指導)であり、

確実で、既存資源(教員)を利用でき、かつ長期効果を期待できる戦略である。
パブ リック戦略には、マスコミ戦略 (マ スコミによる全国的キャンペーン)、 地域戦略

(保健所による地域社会での対策)、 サイバー戦略 (webサイ トやメール等を利用し

たサイバー空間での対策)がある。

マスコミ戦略は強力であるが、極めて高価で一過性という欠点がある。地域戦略と

しては、FIF究エビデンスからは、ポスターを用いる対策の有効性が示されている (注 :

人口 1万対 30枚以上のポスター配布で知識・検査増。医療機関貼付がテレビに匹敵す
る曝露率)。 サイバー戦略は、広域に短時間でキャンペーンができ、現代社会の対策と

して開発・推進が必要。研究エビデンスから、予防 URL情報普及を、広 く、深く、

波及的に促進する条件が明らかになりつつある (保健所配布、ピア配布が有効)。

ハイ リスク戦略には、コミュニティ戦略、検査戦略、医療機関戦略がある。コミュニ

ティ戦略は、我が国でもMSMを中心に推進 されているが、でコミュニテ ィの構築・

維持に多大の労力・時間・費用がかか り持続′性の担保が必要。検査戦略は、HIV/STD
検査に訪れた人々を対象 とするもので、非常に効率の高い戦略である。ただし、保健

所の枠を超えたプログラム展開が必要 となってい る。医療機関戦略は、受診する

HIV/STD患者に対する啓発普及で、医療機関の理解・協力が必要である。
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マルチゴール

マルチレベル

マルチスコー プ

ゲートウェイ戦略

パブリックrll略

ハイリスタ戦略

図 エイズ普及啓発対策の全体構造について
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エイズ予防指針 「第七 普及啓発及び教育」

患者等及び個別施策層に対する普及啓発の強イヒ (lvSM)

専門委員 日高庸晴

MSM対象の全国インターネ ット調査の調査結果

学齢期における同性愛についての情報提供とエイズ予防教育 (図 1～ 2)

1999年以降に実施 した全国MSMイ ンターネット調査 (累積 2万人)では、全体の 90%
を超える者が学齢期の教育現場で、セクシュアリティに関する適切な情報提供がされて

おらず、男性同性間のHIV/AIDS予防について学校で情報提供を受けた割合は全国平均

で 127%に留り、現在の感染拡大状況に適した教育が実施されていない可能性がある。

また、性的指向に特化した思春期のライフイベントは中学校・高校の学齢期に集中して

発生していることが示唆されている。これらのことから、思春期のMSMの 自己肯定感

を育む機会や自尊心を傷つけている教育現場や社会環境があることを否定出来ない。多

様なセクシュアリティヘの理解や少なくとも中立的な情報提供が不可欠であり、関連す

る機関と情報を共用すると共に適切な対策が急務である。

抑 うつ害」合の高さ (抑 うつスクリーニング項 目CES Dに よる判別)

全体の 42%(2008年 調査)が抑 うつ傾向であり、この害」合は他集団のおよそ 2倍であ

ると推定されている。数多 くの欧米の先行研究においても、異性愛ではない性的指向ヘ

の差別や偏見、生きづらさなどが精神健康に影響を与え、そのことが HIV感染の脆弱

性を高めると指摘 されてお り、メンタルヘルス対策をも含んだHIV対策が必要である。

HIV抗体検査生ri_受検経験害1合 (表 1～ 3)

2005年、2007年および 2008年 に実施 した全国MSMイ ンターネット調査では、HⅣ
抗体検査生涯受検経験害」合は全国平均 417～ 449%で あり、東京都在住者 (2005年
534%、 2007年 521%、 2008年 534%)、 大阪府在住者 (2005年 451%、 2007年 483%、

2008年 496%)と いった都市部における害」合が高い一方、それ以外の地域在住者での

受検割合は比較的低いことが示された。

過去 1年間の HIV抗体検査受検経験害J合 (表 1～ 3)

過去 1年間の受検経験害1合 においても生涯受検経験割合 とほぼ同様の傾向であり、全国

平均で 226～241%で あった。東京都在住者であれば 30%近 くの受検経験害」合だが、

生涯経験害1合同様に地方都市のそれは低いことが分かった。
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過去 1年間のHIV抗体検査受検者における受検場所 (表 4～ 6)

都市部 では病院・医院での受検が最多 (2008年調査によれば東京都在住者で過去 1年間

の受検者の うち 379%、 表 6)であるのに対して、地方都市では保健所の利用割合が最

も高か つた。このことか ら HIV抗体検査の受検環境について俯嗽すれば、都市部にお

いて VISMに とつて個々人のニーズに応 じた選択肢が増力日している一方、地方都市にお

いては保健所に集中してお り検査環境の選択肢が少ないと言える。大都市以外の地域に

おいて保健所の果たす役割やその期待は大きいと考えられる。医師や保健師など検査に

従事す る者は、性的指向への正 しい認識を持つことやMSMの 特徴を理解 した面接技法

や健康教育手法を身につけることが重要であり、その研修機会を積極的に整備すること

も急務 であると考えられ る。

自己中告の HIV陽性割合 (表 7～ 9)

インターネ ット調査の参加者によれば、都市部だけではなく地方都市でも感染が拡大し

ていることが示されている。このことからも、保健所を中心としたより良い検査環境の

整備が必要である。その際には地方都市においては地方独特の地縁・血縁等の人間関係

があることや、プライバシーや人権尊重に配慮 した環境整伽 1食査機会の提供が必要で

あると考えられる。

-72-



同
性
愛
に
関
す
る
情
報
提
供
の
圧
倒
的
不
足

教
育
現
場
で
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
教
育
や

―切習っていない

異常なもの

否定的情報

肯定的情報

その他

年代別では

10

1昧
叫 ,

20代
(2.488人 ,

30代
(a237人 ,

40R
0318メ0

50ft以上

(300人 ,

60  70  80  1o  loo(%)

33

「:キ :ヽ

1999年調査 n=1′o25
2005年調査 n=5′ 731

42701

ユ喜:

7275

[:`3.

80    1oo(96)

肯定的情報 翻その他

`… "′
ザあた。

２
　
年
齢
（歳
）

回

(虚)思春期におけるライフイベント平均年齢 (研究参加者数 1,025人 )

ゲ
イ
の
恋
人
が
初
め
て
出
来
た

グ
イ
の
友
選
が
初
め
て
出
来
た

性
的
指
向
を
主
な
理
由
と
し
た

自
殺
未
迅

男
性
と
初
め
て
セ
ツ
ク
ス
し
た

ゲ
イ
男
性
に
初
め
て
出
会

っ
た

4.596

76.5哺

|

(

138諧噸摺燿脇
6.8% インターネット調査と

まったく同様の傾向

2.0%

200     20 0    202

中学校・高校の学齢期に相当

-73-



表12005年 全国MSMインターネット調査(過去1年のHiV抗 体検査受検割合)有効回答数5,731人

北海道・東北    関東    東京  信越・北陸    東海    愛知

n=221        n=280n=1.479 n‐ 173

近畿

n=513

大阪  中国・四国  九州1・ ,中 縄

n=541 n=285        n=251

福岡

n=217

無回答 全体

n=86      n・ 5731n=374

これまでにHiV抗 体検査を受検した pく 001

108(28.9) 505(38.5) 7901(53.4).  66(38.2) 83(37.6) 127(45.4) 189
過去1年間にHiV抗 体検査を受検した pく 001

60 (16.0)   264 (201)  421 (285)    26 (150)    46 (203)    70 (250)   104

(368)

(203)

(45.1)

(266)

(32.3)

(22.1)

(33,1)

(195)

(37.3)

(18.9)

４４

　

　

４４

(24.4)2:390

(1101.298

(4117)

(22.6)

表2.2007年 全国MSMインターネット調査 (過去1年のHIV抗 体検査受検割合)有効回答数6,282人

北海道。東北

n=479

関東

n=1.298

東京都  信越・北陸

n=1,468 n=186

東海

n=241

愛知県

n=343

近畿

n=523

71B岡 県

nこ316

無回答 釜日本

n=6232

大阪府  中国。四国  九州・沖縄

n=592       n=378       n・ 376 n‐82

これまでにHⅣ抗体検査を受検した pく .001

137 (286)   519 (40:0)   76, (52:1)    70 (376)    94 (390)   174 (507)   211

過去1年間にHIV抗 体検査を受検した pく .001

76 (159)   274 (21 1)  399 (272)    38 (204)    52 (216)   102 (297)   106

(40.3)

(203)

(483)

(248)

(431)

(198)

(391)

(184)

(392)

(20.9)

(329) 2,717 (43.3)

(171) 1,418 (22.6)

Ｉ
Ч
一
Ｉ

表32008年 全国MSMインターネット調査(過去1年のHIV抗体検査受検割合)有効回答数5,525人

北海道。東北    関東   東京都  信越・北陸    東海   愛知県    近畿   大阪府  中国・四国  九州・沖縄   福岡県   無回答    全体

n=154 n=235       n=325 n=497        n=570 n=313 n=247 n=180 n=79      n=5,525n=417      n=1 161      n=1.347

142 (341)  463 (399)  720 (534)

過去1年間にHⅣ抗体検査を受検した pく 001

'73 (175)   267 (23:0)   350 (26.4)

(422)

(22.7)

(41.7)

(19.1)

(458)

(268)

(408)

(227)

(496)

(274)

“

47)

(23.6)

(445)

(255)

(406)

(22.8)

(418) 2,479 (449)

(278) 1,332 (241)



表42005年 全国MSMインターネット調査 過去1年 のHIV抗体検査受検者における受検場所

北海道 東ヽ北

n=60

関東

n=204

東京  信越・北陸

n=421 n=26

東海

46

愛知

n=70

近畿

n=104

大阪  中国・四国  九州・沖縄    福岡   無回答 全体(実数)

n二 144 n=63        n=49 n=41 n=10      n=1.298

保健所 p(001

27 ●50) 102(386)
病院や医院 p=.077

19(31.7) 78(295)
南新宿検査・相談室 pく 001

2  (3.3)    34 (129)

大阪の土曜常設検査 p〈 001

1(17) 4(15)
夜間検査 p=064

4   (6.7)      9   (3.4)

土曜検査 p=187

2   (33)     9   (34)

休 日検査 p=317

2(33) 19(72)
HIV検査イベント pく 001

4   (67)      6   (23)

自宅検査キット p=097

8  (133)    10   (38)

その他 p=041

6  (100)     8   (30)

フ (269) 15(32.6) 27

11 (423)    14 (30.4)    19

1   (38)      1   (22)     0

0  (0)  O  CO)  0

0    (0)     4   (3.7)     0

3  (11 5)      1   (2.2)     0

0    (0)     4   (87)     3

2   (77)      6  (130)     18

2   (77)      1   (22)     0

0  (0)  0  0)  3

98(23.3)

139 (33.0)

143 (34.0)

3 (0.7)

10   (24)

11   (26)

14   (33)

11   (2.6)

20  (48)

8 (19)

(386)

(271)

(0)

(0)

(0)

(0)

(43)

(257)

(0)

(43)

29(27.9)

28(269)

0  (0)

16 (154)

6 (53)

4   (38)

7   (67)

4(38)

6   (58)

1(10)

70 (486)

24 (16.7)

1  (07)

15 (104)

11(76)

2 (14)

8 (56)

34 (54.0)

17 (270)

1 (16)

1(1.6)

2   〈32)

1(16)

3   (4.3)

1 (16)

(531)

(224)

(41)

(20)

(0)

(0)

(0)

(61)

(61)

(20)

26 (63、 4)

10 (24.4)

0  (0)

0  0)

(49)

(0)

(90)

(2.1)

(07)

1 (2.4)

1   (24)

2   (4.9)

2   (49)

1 (100)

O  ⑩)

(357)

(287)

(143)

(32)

(38)

(25)

(48)

(54)

(46)

(2.5)

3 (30.0)   464

2 (200)   372

0  0) 185

0  0)  41

1 (100)

0  (0)

1 (100)

49

33

62

70

60

32

―
劇
一
‥

(79)

(16) 1(10の



表52007年 全国MSMインターネット調査 過去1年のH【V抗体検査受検者における検査場所

nこ 106       n=147         n‐ 75         n=69 n=66         n=14      n=1,418
n・ 76 n=274 n■ 38

―
司
の
ｉ

保健所 pく 001

35 (461)    99 (361)   104 (261)

病院や医院 pく 001

18(237) 77(281) 141(353)
南新宿検査・相談室 pく 001

1  (1 3)    39 (142)   115 (26:3)

大阪の土曜常設検査 (CHARM)pく 001

0     (0)     1   (04)      3   (08)

夜聞検査 pく 001

8  (105)    11   (40)      2   (05)

土曜検査 ら・ 530

2   〈26)     11   (40)      3   (20)

休日検査 p=046

3   (39)    15   (55)     0   (23)

HIV検査イベント pく 001

4   (53)     7   (216)      7   (1'3)

自宅検査キット p=068

1   (1 3)     17   (62)     17   (43)

その他 p=277

1   (13)     4   (1 5)      5   (1 3)

16

10

1

1

1

1

0

2

0

0

14

14

1

0

2

0

3

14

5

0

32

15

0

1

2

1

7

4

7

1

40

8

0

0

0

1

0

2

2

4

41

14

1

0

0

0

0

3

1

0

フ

2

1

0

0

0

1

1

0

0

(42.1)

(26.3)

(26)

(26)

(26)

(2.6)

(0)

(53)

(0)

(0)

48 (453)

26 (245)

0  (0)

8(75)

9   (85)

4   (33)

3(28)

6   (5:7)

2 (19)

1(09)

56〈381) (427)

(200

(0)

(13)

(27)

(13)

(93)

(53)

(93)

(580)

(116)

(0)

(0)

(0)

(14)

(0)

(29)

(29)

(621)

(212)

(1.5)

(0)

(0)

(0)

(0)

(4.5)

(15)

(0)

(50.0)

(143)

(71)

(0)

(0)

(0)

(71)

(7.1)

10)

(0)

(379)

(267)

(106)

(2.5)

(34)

(23)

(316)

(63)

(4.3)

(15)

(26.9)    45 (441)

(26.9)    12  (11 8)

(1 9)      1   (1 0)

(0)     0    (0)

(38)     2   (20)

〈0)      1   (1 0)

(5.8)

(269)

(96)

(0)

4   (39)

42 (286)

0  (0)

21(143)

11 (75)

3  (20)

6(41)

7(48)

4   (27)

2(14)

33(324)

5 (49)

3   (29)

537

379

150

35

48

32

51

90

61

21



表6 2008年 全国MSMインターネット調査 過去1年間のHiV抗 体検査受検者における検査場所

北海道l東飛
~~~  

関東
~東

京都   北陸信越   東海    愛知県    近畿    大阪府   中四国  九州・沖縄  福岡県   無回答
~~全

体爾北海道。東北    関東  東京都   北陸信越   東海    愛知県    近畿    大阪府   中四国  九州・沖縄  福

n=73        n=267        n=356        n=35 n=45 n・ 113       n・ 156       n・ 74 n=63         n二41         n=22 n=1,302

保健所 (平 日の昼間 )

24 (329)    55 (206)    69 〈194)    10 (286)

保健所 (平 日17時 以降 )

8  (110)    10   (37)    10   (28)      1   (29)

保健所(上 日)

4  (55)    22  (32)    25  (70)     5 (143)

病院や医院

8 (110)    75 (231)   135 (379)     7 (20.0)

東京の南新宿検査・相談室

0  (00)    31 (116)    82 (230)     1  (29)

大阪の木曜夜間検査

O 100)   O  ⑩O)   0 (00)   0 (00)
大阪の土曜検査

0   (00)     0   (00)      1   (0.3)     0   (00)

大阪の日曜検査

0   (0.0)     0   (00)     1  (03)     0   (0.0)

夜間検査

3   (41)     4   (1 5)      1   (03)

9 (200)    29 (333)

2   (44)     9  (10.3)

0   (00)     4   (46)

12 (267)    18 (207)

0 (00)   1 (11)

0 00)  。 (00)

0   (00)     0   (00)

。   (00)     。   (0.0)

1   (2.2)     4   (4.6)

0   (0.0)      2   (23)

3   (67)      2   (23)
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表72005年 全国MSMインターネット調査 (自 己申告のHIV陽 性割合 )

北海道・東北

n=374

関東

n=1311

東

n=1,479

東海

n=221

愛知

n=280 n=513 n=251 n=217

中国・四 九州・

n=285 n・ 86      n・ 5,731

HⅣ感染症 p(001

12  (32)    50  (3.8)   127  (8.6)     4  (23)    12  (54) 19 (68) 19 (37) 29  (54) 11(39) 3 (12) 13  (60) 7  (8.1)  306  〈53)

表82007年 全国MSMインターネット調査 (自 己申告のHIV陽 性割合 )

北海道・東北    関東   東京都  信越・北陸

n=479      n・ 1,298      n二 1,463 n‐ 186

東海

n・ 241

愛知県

n‐343

近畿

n=523

福岡県

n=316

無回答

n=82

全体

n=6,282

大阪府  中国・四国  九州。沖縄

n‐ 592 n=378 n二376

HⅣ感染症 pく 001

:10  (21)    32  (25)    66  (4:5)     0    (0)     5  (2:1) 15   (44) 12 (23) 33(56) 8(21) 9   (24) 7(22) 2  (24) 199(32)

表92008年 全国MSMインターネット調査 (自 己申告のHIV陽 性割合 )
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n=417      n'1.161
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n=325
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n・497

福岡県

n=180

無回答

n=79

全体

n=5.525

大阪府  中国・四国  九州・,中 縄

n=570       n=313 n・ 247

HⅣ感染症 p〈 001

10  〈24)    43  (37)    93  (69) 2 (13) 4 (17) 11   (34) 42  (74) 13   (42) 6   (24) 5(28) 6   (76)13  (26) 248  (45)
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□ 青少年対策

1.青少年対策の重要性と有効性

個別施策層 として、MSM対策の重要性 と同時に、大人社会の入 り口にいる青少年に対す
る「ゲートウェイ戦略」は、極めて重要であると思われる。青少年には大きな多様性があり、
当然のことながらリスクの高い層も含まれ、学校での予防教育が確実に実施されれば、
費用もかか らず一度に多くの対象に確実に情報が提供でき、差別/偏見の撤廃の観点から
も重要であ り、有効で効率的な予防対策の基礎になると考えられる。

2.青少年の現状

近年、青少年の性行動は二極化傾向にある。筆者が毎年実施 している全国中高生生活
意識調査 1～ 7)に よると、過去 5年間の高校生の性交経験率は減少傾向を示 し (男子 6%
減、女子 7%減 )、 コンドーム使用率は上昇し (男子 19%増 、女子 25%増 )、 より安全
な状況になっていることが示されている。一方、早期性交開始群 (中 学生の経験者 )

は、過去 5年間、減少はしておらず、同じ割合を保ち、しかもパー トナー数は多数化
し、コン ドーム使用率も減少しており、よリリスクの高い状況になっていることから、
青少年ハイリスク群への対処が不可欠であると考えられる。

また、上記同調査結果によると、中学 3年生時点での性教育実施前のエイズ基礎知識
レベルは、年々低下しており、エイズ基礎教育の普及方法の再検討が必要 と思われる。

3 青少年対策の現状と課題

①学外における啓発事業 (地方自治体 )

2007年度実施の全国保健所調査 5)の
結果によると、地方自治体による青少年エイズ

予防対策は実施 されているが、予算 と人員と時間の制約のため、ポスター・パンフ類
の配布活動を含む予防啓発活動全般が低迷化傾向にあると思われる。また、学校での

予防啓発活動の占める割合は高いが、教育機関との連携は十分とは言いがたい。保健

所による学校の側面支援 として、保健所の保健師と学校の養護教諭のチームティーチ
ングによる連携促進のための研修会開催等が必要であると考えられる。また、最近の

調査結果 υによると、予防支援ニーズが高いにもかかわらず、アプローチが困難な学
外および高卒後の青少年に対して、効果的で経済的な啓発方法としてケータィ webサ
イ ト、青少年 (ピア)ネ ットワークを用いた方法「サイバー戦略」が情報普及に効果的で

ある可能性が示唆され始めていることから、今後の一層の科学的エビデンスの蓄積を

急ぐ必要がある。

②学内における啓発活動 (中学校・高校学校教育)

エイズ教育指定校が終了し、教職員のエイズ教育に対する意識は低下し、エイズ教
育単独の授業時間確保が困難になったが、文部科学省や各都道府県教育委員会主催の

性教育研修会は毎年開催されており、中でも、エイズ予防指針にも記載されガイ ドラ

インにも掲載されている「ゲートウェィ戦略」としての WYSH教 育が主要な教育として

実施されている。参加校は年々増加 し、参加都道府県も 2010年度には 43都道府県、
参加生徒累積数も 18万人に及んだ。参加校における生徒のエイズ関連知識の大幅増加、
予防行動 の促進が繰 り返 し観察されている。しかしながら、参加は各都道府県教育委
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員会および各校の判断に委ねられているため、教育の地域差、学校差が大きい。近年、

研修会予算・授業時間の制約が大きくなりつつあるが、この状況に即した実施可能性

のある全国的なエイズ基礎教育普及体制の構築が喫緊の課題であると考えられる。

サイバー戦略

図 ⅥⅣSHプロジェクトのプログラム構成

参考文献

1

7

8

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業  「HIV感染症の動行 と予防モデル

の開発 と普及に関する社会疫学的研究」班報告書 (平成 15年度 )

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業  「HIV感染症の動行 と予防モデル

の開発 と普及に関する社会疫学的研究」IJI報告書 (平成 16年度)

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業  「HIV感染症の動行 と予防モデル

の開発 と普及に関する社会疫学的研究」班報告書 (平成 17年度)

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業  「若年者におけるHIV感 染症の性

感染予防に関する学際的研究」班報告書 (平成 18年 )

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業  「若年者におけるHIV感 染症の性

感染予防に関する学際的研究」班報告書 (平成 19年 )

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業  「若年者におけるHIV感 染症の性

感染予防に関する学際的研究」lJI報告書 (平成 20年度)

文部科学省 「性に関する教育」普及推進事業実践研究報告書 (平成 21年度)

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業  「ポピュレーション戦略及びハイリ

スク戦略による若者に対する HIV予防啓発手法の開発と普及に関する社会疫学的研

究」IJI報 告書 (平成 21年度)

ソーシャルネットワーク

ゲートウェイ戦略 専門学校・

大学・

職域の若者

低ニーズの生徒

集団教育プログラム ピアグループ

所等・医療機

支持・支援       支持・支援

若者を取り巻く人々 (セカンドオーディエンス)

養証教諭、エイズ・性教育担当教員、生徒指導担当教員、学校の管理職、教育委員会、省庁関係者、PTA、 保健師、学1支保lt医 、医師、各種市民団体など

学校プログラ
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エイズ予防指針「第七 普及啓発及び教育」

患者等及び個別施策層に対する普及啓発の強化 (外国人)

仲尾唯治 (山梨学院大学経営情報学部教授)

(厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業 「個別施策層に対する HIV感染予防対策と

その介入効果の評価に関する研究」平成 21年度総括・分担研究報告書より)

わが国におけるHIV/AIDSの累積患者・感染者数のほぼ 1/5が外国籍となっている。多くの外国

人は医療へのアクセスから遠ざかり、HIV/AIDSに対する根強いスティグマの中、結果として受検

なしに状態を増悪させる結果となっている。

これら外国籍HIV陽性者の特徴として、①重症化してからの受診が多い、②受診中断率が高い、

③死亡率が高い、④特定エリア出身者である、という点をあげることができる。そして、このことは

当事者の健康問題だけではなく、わが国の医療システムに対しても未払い医療費の増加など、診

療体制への負荷の問題を惹起する。

と課題を踏まえた提

これらも、日本での外国人の早期医療アクセスや緊急医療が実現していれば避けられた可能性

がある。医療へのユニバーサル・アクセスを希求する世界的な潮流の下、ブラジルやタイなど

ARV治療が開始された途上国が存在する。だが、わが国に在住する外国人はこれら出身国の状

況の変化について情報が届かず、結果として劣悪な医療環境の下での生活を余儀なくされている

事例が少なくない。 これらの状況に対応するには、母国語による啓発に加え、通訳体制の整備、

医療ケースワークの充実、NGOとの連携、緊急医療後の出身国医療との積極的連携が期待され

る。
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エイズ予防指針「第七 普及啓発及び教育」

患者等及び個別施策層に対する普及啓発の強化 (性風俗に係る人々 :セックスワーカー)

東優子 (大阪府立大学人間社会学部准教授)

(厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「個別施策層 (とくに性風俗に係る人 ・々移住

労働者 )の 団Ⅳ感染予防対策とその介入効果の評価に関する研究」平成 21年度総括・分担研究

報告書より)

性風俗に従事する人々(セックスワーカー:SW)は 、エイズ対策における接近困難な個別施策層

であり、安全と人権に配慮した特別な施策を要するとされながらも、法的問題等を理由として、当

事者ニーズに対応する具体的かつ有効な施策が取られていない。当該集団への具体的かつ有

効な予防対策・支援については、歴史的に HIV対策の谷間となつてきたと言える。諸外国では、

政府主導による「100%コ ンドーム使用政策」がこの層への有効な予防介入として知られているが、

実施方法・法執行機関の対応いかんでは、当事者の不安全と人権の侵害につながることも指摘

されている。たとえばコンドームの所持が売春の意思の証拠となつて SW逮捕に利用される、ステ

ィグマを強化するなどの報告があるが、日本でも、売春防止法で禁止されている性交 (ホンバン)

を奨励することとなるので、現実にホンバンが行われる蓋然性が高いと想定されていたとしても、

風俗店舗倶1はコンドームを準備することができない。当事者にしても、いつでも手の届くようなとこ

ろに準備しておくことができない。また、マイノリティ層 (外 国人・MSM・ トランスジェンダーなど)の

コミュニティ内においてもカムアウトできない「複合差別」に直面しているのが SWであって、このこ

とは SW自 身の自己主張力・交渉力を弱めるばかりでなく、量的な現状把握をいつそう困難にして

いる。

状と課題を踏まえた提

接近困難な当該集団に対する予防介入では、その効果はもちろんのこと、安全と人権を守りか

う持続可能な実施方法が重要であるが、その際重要になってくるのは「当事者参加型」および「当

事者主導型」のアプローチである。この知見にのつとって、以下を具体的に提言する。

(1)当事者主導によるアウトリーチ・プログラムの開発と長期的実施

(2)当事者主導による当事者のためになる(安全と人権を守る)調査 (とくに質的調査)の実施

(3)上記(1)お よび(2)を 当事者調査関係者にとつて過度の負担なく実現するための、ファンドなど

経済支援の実施

(4)性風俗産業の一層のアンダーグラウンド化と SWの一層の社会的排除を避け、かつ搾取と

暴力を低減するため、SWがステークホルダーとして参加するよう諮ったうえで関連法政策を

改善すること。また、このことへの支持をエイズ対策事業が明示し、長期的視野にたつ制度

整備へのイニシアティヴをとること                   ,

(5)個別施策層であるSWへのエイズ対策を可視化するために、厚生労働省や保健所が当事者

と協働して展開する性産業へのコンドーム無料配布キヤンペーンの実施

(6)(現在は SWによる利用率が低いと指摘される)保健所でのHⅣ抗体検査の受検率を引き上

げるための広報活動

(7)および対応する職員の意識と態度に関する専門家研修の実施
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厚生労働科学研究費補助金

エイズ対策研究事業

・HIV感染予防対策の効果に関する研究

行政と NGOの連携を促進するための検討報告書

主任研究者 池上千寿子

平成 18(2006)年  3月
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はじめに

本報告書は、後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針見直し検討会による報

告書 (2005)の うち以下、Ⅲ― (2)を うけて設置された検討会による 6回の討議を

まとめたものである。

Ⅲ 施策の評価等

(2)NPO,NGO等 との連携及び財団法人エイズ予防財団の機能の見直し

個男U施策層を対象とする施策を実施する際には、感染者・患者団体を含むN
PO,NGO等 の民間団体と連携することが有効である。エイズ対策を今後も

長期にわたつて展lilし ていく必要性にかんがみれば、こうした団体等における

人材確保が重要であり、財団法人エイズ予防財団は、人材育成、活動支援等に

おいて、こうした団体等を支援する核となって機能すべきである。また、どの

都道府県地域で、どのような団体等がどのような活動を行つているのかという

情報を、地方公共団体に提供できる体制を確保することが望まれるとともに、

支援す るに相応しい団体等を評価するための手法の確立がZ、要である (後天性

免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針見直し

検討会による報告書、 2005年 )

本検討会は、以下を主な目的とした。

「エイズ予防財団がNGOの 活動を支援 し、行政との連携を促進するためにNGOの プロ

グラム評価 をするための手法及び指標を検討 し、その考え方を整理すること」

検討会の構成委員

エイズ予防財団事務局長、専務理事 他担当者

厚生労働省健康局疾病対策課担当者

市り|1誠一 (名 古屋市立大学)

長谷川博史 (JaNP+)

生島嗣、池上千寿子 (特定非営利活動法人ぷれいす東京)

講師として山岡義典氏 (日 本NPOセ ンター副代表理事)を招聘 した。

検討会は 2005年 7月 から12月 まで以下の日程で毎月 1回開催 した。

2005年 7月 13日 、8月 12日 、9月 30日 、10月 21日 、11月 14日 、12月 19日
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総論

1 予防指針見直しによる今後 5年間の課題

エイズ予 防指針見直し検討会は、施行以来 5年を経過 したエイズ予防指針をうけて 5年

間の施策を見直し、問題点や課題を整理 し、今後 5年間の指針を構築することを目的とし

て開催された。その報告書 (2005)「 Ⅲ― (2)NPO,NGO等 との連携及び財団法人エ

イズ予防財
‐
団の機能の見直し」が今回の検討会の課題となるテーマである。

この課題 で示された理念のイメージを構造的に図示すると以下のように示 される。いい

かえると、以下のような連携や機能が具体的かつ有効に果たされることが今後 5年間の目

オ票であるといえる。

図 1 エイズ予防財団の機能に関するイメージ

厚生労働省

エイ ズ予防財 団

人材育成

活動支援

NGOの

情報提供

NGO(地域活動 ) 地方 自治体

まず、図 1で示すNGOと はなにか整理 しておきたい。直訳すれば「非政府組織」であ     ´

り、特定チF営利活動法人という法人格を有する組織と任意の団体として法人格を有しない

組織とが含 まれる。広義には財団法人エイズ予防財団もNGOで あるが、ここではェィズ     し

に関する予防やケア等の具体的な活動を地域に密着 して継続的に運営 している組織に限定

する。       
｀
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ただし地域密着といっても市町村等に限られている場合もあれば、対象者のニーズにあ

わせて行政の管轄枠を超えてより広域にサー ビスを提供 している場合も含まれる。具体的

活動 といっても週に 1回ボランティアで電話本目談を実施しているだけという活動もあれば、

専従職員がいて予防とケアに関する複数のプログラムをフルタイムで運営 している組織も

ある。サービス対象者をゲイ、外国人等特定の集団に限る組織もあれば対象者の属性を問

わない組織もある。一口にNGOと いっても実際にはじつに多様である。

2 5年 間の課題に対する現状

では、上記課題に対して現状はどのようになっているのだろうか。現状をわかりやす く

認識するために以下に図示 してみる。

図 2 NGO支援と連携の現状

厚生労働省

エイズ予防財 団

ボランティ 導者研修会

エイズ ップ基金

「
―
―
■

ASO情 報ネットワーク

委託事業

電話相談、検査、イベント

エイズ予防財団によるNGOの人材育成プログラムとして「ボランティア指導者研修会」
が毎年実施されている。NGO活動支援としては「ストップェイズ基金」がある。

NGOに 関する情報提供としては、エイズNGOの傘組織といえるエイズ&ソ サェティ
ー研究会議 (NGO)が発行した「ASO情報ネットヮーク」等がある。

また、NGOは地方自治体の委託事業 として電話本目談事業や検査事業を実施 したりして

いる。これらは継続的な委託事業であるが、単発的な事業としてはエィズデー関連で自治
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体が企画 したイベン トにNGOが 参加 したり、保健所による啓発事業でNGOス タッフが

地域の学校や研修会等に派遣 されることもあり、参加の仕方は多様である。

3 現状の分析と改善点及び課題の整理

さて、上記のような現状からいかにして目標を達成 したらよいのだろうか。まずはエイ

ズ予防財団による既存のプログラムが実際どのような役割を果たし効果をあげているのか

を分析する (プ ログラム評価)必要がある。つぎに、プログラム評価を中心にNGO活 動

の評価とはいかなることかについて整理 し、さらにNGOと 自治体とが有効に連携すると

い うことはどういうことなのかを検討 し、そのために財団が果たすべき調整及び評価機能

について具体的に考察する必要がある。これ らの項については各論でくわしくふれる。

4 目標を達成するために NGO連 携委員会の設置

現状を把握 し課題を整理したうえで、予防指針の見直しで指摘された目標を達成するた

めの具体的な方策を提言する。結論からいえば、NGO連 携委員会をエイズ予防財団に設

置することを提言する。この委員会は日標を達成するための活動母体である。

6回の検討会で議論 されたことから言えるのは、改善のための実行母体がなければ指針

の見直しによる課題の達成は有名無実に終わりかねない、とい うことである。予防指金十の

見直 し検討会でも、「指針自体はよくできているが実行 されていない、指針にもられた施策

のモニタリングがされていない」と多くの委員から何度も指摘 された。今後はこのような

指摘をうけないようにすることこそ、今次見直しによる成果をあげることに他ならない。
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各論

l NGOの 役害1と NGO活動支援の必要性と重要性について

エイズ予防財団によるNGO活 動支援、人材育成の現状分析をする前に、エイズ対策に
おけるNGOの 役割及びNGOの活動支援がなぜ必要で重要なのかを整理しておきたい。

1)エイズ対策におけるNGOの役害1について

1988年 、WHOは エイズNGOの 国際的ネットワーク IcASO(InterttatiOnal
COuILCi1 0f AIDS Service Organizatlons)及 び感染者の国際的ネ ッ トヮー クGNP+
(Global Network for PeOple L市 ing with HIV/AIDS)の 設立を経済的に支援|し た。ICASO

及びGNP+は 各地域 (ア ジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ、北アメリカ、ヨーロ

ッパ、カリブ地域)に支部ネットワークを持ち、それぞれの地域ネットヮークは各国のN
GO,感 染者団体の傘組織として機能するだけでなく国際エイズ会議、地域エイズ会議の

共催団体としてエイズ対策の最前線で活動している。 このことはNGO:感 染者活動がエ

イズ対策において必要かつ重要なパー トナーであるという国際的認識を示す。エィズは、
単なる一疾患として医学的に対応するだけでは解決できない社会的、経済的、倫理的、文

化的課題を提起するものであり、社会をうつす鏡であるともいえる。

社会を活性化し、市民にとってよりよい社会を形成 していくためには、行政による公助、
地域市民による互助、個人の自助のいわゆる三助がそれぞれに有機的に機能 し合 うことが

不可欠であるが、エイズにあてはめれば、公助 とは国家的政策の構築、医療、福祉などの

整備であり、互助とはNGO活動、自助 とは感染者・患者活動であるといえよう。

予防においては、個別施策層それぞれの真のニーズを把握するためには当事者 コミュニ

ティーと研究者や行政の協働が不可欠であり、ケアにおいてもサービスの消費者たる感染
者・患者を無視 しては有効な対策を講じることは困難であろう。

2)NGO活 動支援の必要性と重要性について

日本ではNGQす なわちボランティアとぃう固定観念が強いために、NGOが安定した

経済基盤を確保することはきわめて困難である。しかし安定した経済基盤なくしては事務
所の確保も専従スタッフの維持も難しい。そこで、NGOは事業助成や寄付を可能な団体
や個人に申請するが、事業助成はプログラム事業に係る経費は認めてもNGO運 営に係る
経費は認めない。 したがって、NGO活 動は狭い事務所に無償労働がつきものになってし
まっている。NGOの 脆弱な経済基盤という問題については厚生労働科研による調査によ
つてもすでに指摘されている (我妻 2002)

とりわけエイズNGOについては社会的偏見が経済的困難さを強化してしまう。企業に
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よる助成金提供プログラムを含む社会貢献活動においては、「環境」「人権」「女性」「子ど

も」などのテーマは歓迎されるが、「エイズ」は「企業イメージが悪くなる」と敬遠されて

しまう。寄付においても同様である。日本社会は残念ながら、エイズを「だれにでも関係     .
する基本的かつ社会的な課題」として捉えていないのが現状である。               ´

このような社会的意識の喚起は国家的対策としてきわめて重要であるが、コミュニティ     バ

ーや地域での意識喚起はNGOの 重要な活動のひとつであり、このことからも行政による

NGO活 動支援は必要かつ重要である。
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各論

2.エイズ予防財団によるNGO支 援について一現状と課題

エイズ予防財団がNGO支 援を目的として継続 して実施 してきた事業(プログラム)に は、
「日本エイズス トップ基金」及び 「ボランティア指導者研修会」がある。各論 1で述べた

視′点から現状のプログラムが十分に成果を挙げているのか否かを検討する。

1)日 本エイズス トップ基金について

これは民間から集められた寄付金を直接NGOに 配分するものであり、直接的な経済的

支援であるといえる。 しかし、検討会では、以下のような問題点が指摘された。

① 寄付収入が減少傾向を示 し続けている。

② 寄付収入の減少にも関わらず配分対象のNGOが 多いために個別の配分金額が減

少 している。

③ 基金配分の基準や配分をうけるNGOの選定基準が不明瞭である。

④ 酉己分された助成金がどのように活用されたかに関するモニタリングや評価がない。

寄付収入の減少は社会的意識の希薄さもさることながら、寄付者に対して酉己分先のNG
Oの名称 しか広報されないために寄付の成果がわかりづらい。NGOに とっては申請書を

提出しても選定 。配分基準が不明瞭で小額づつばら蒔かれる、 とい う印象をぬぐえない。

したがつて、寄付者 (支援者)に とっても成果 (コ ストパフォーマンス)がわか りにくく、

受益者であるはずのNGOに とってもメリット感が希薄であるというのが実情である。こ

のままでは寄付金はさらに減少 し、助成はさらに小額になりかねない。

ここで必要なのは、日本エイズス トップ基金プログラムについてのプログラム評価であ

る(評価については次項を参照のこと)。

日本エイズス トップ基金は、そもそもNGO活 動へのファン ドレイジングという役割を

もつが、さらには社会的意識を喚起するという波及効果も期待 されており、受益者 (NG
O)、 支援者(寄付者)、 市民という3つの立場の評価が必要であろう。評価の目的は、基金

の委員会の構成もふくめたプログラム全体に関する改善点の提示である。

2)ボ ランティア指導者研修会

これはNGOの 人材育成を目的とした支援事業であるが、研修会の企画・運営をNGO
に委託することにより、受託 ヒ/た NGOに とっては事業運営のスキルスビルディングにも

なると考えられる。

この委託方式はNGOと の連携事業のモデルのひとつになりうる。なぜならば、この方
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①

②

③

式は事業の立案及び実施において当事者参加 レベルがきわめて高いことを示している (事

業の連携 レベルについては後にふれる)か らである。具体的には以下の 3点にまとめられ

る。

NGOで 活動するためにどのような人材が求められ、そのためにはどのような研修が必、

要であるかは受益者たるNGO自 身がより正確に把握 していると考えられる。

当事者であるNGOが人材育成の立案から参加し運営、評価まで実施し、財団は育成の

場と資金を提供している。

プログラム及び参加者による評価結果も情報として開示されており、次にこのプログラ

ムを受託するNGOは過去のプログラム情報を次なる研修企画への貴重な資料として

活用することができる。

このような方式で継続されている委託事業を指導者養成研修だけでなく新人研修等にも

発展 させることが求められる。

3)エイズ対策研究事業に関連 した支援 :リ サーチレジデン トについて

個別施策層への啓発におけるNGO、 コミュニティー支援

厚生労働省によるエイズ対策研究事業では法人格を有するNPOが 主任あるいは分担研

究者 として採用されてきた。この結果、主任あるいは分担研究者であるNGOが 、研究事

業の一環としてエイズ予防財団によるリサーチレジデン ト制度を利用 して人材(若手研究

者)を確保 した り、研究成果物を広く市民やコミュニティーに配布するための経費等の支援

をうけることができた。

しかしながら、これらの支援はあくまでも研究の一環 として実施されるもので研究期間

が終了すれ ば継続不可能になる。また、あくまでも研究という枠組みにしばられるとい う

制約がある。 このためNGOや コミュニティーのニーズにあわせて継続する支援にはなり

にくい。       1
とはいえ、ブロック拠点病院には、エイズ予防財団の リサーチレジデン トとして「情報

官」を継続的に配置しているとい う実績がすでにある。そのような人材をコミュニティー

あるいはNGOに おいても確保 しネットワークを作ることは、コミュニティーの自助能力

を高め、NGOの 人材を育成するという点で有効であろう。

個別施策層への対策について、たとえば「対象となるMSMが 地域にいかに存在するの

かわからない」、「対象へのアクセスが困難で、アクセスできたとしてもアプローチの手法

がわからない」、「したがって対策を講 じられない」と説明する自治体が少なくない。 しか

しMSMは 日本のほとんどの地域にいるし、コミュニティーとはいわないまでも、情報伝
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達窓口にな りうるキーパーソンは存在するのである。広域のMSMFミ ュニティーあるい

はNGOと つながることによってキーパー ソンとっながることができる。その意味からも
NGOや コミュニティーでの 「情報官」的な人材ネットワークをエイズ予防財団が育成し

支援することは、地域行政とコミュニティーとの重要な調整機能をはたすことにつながる

だろう。
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各論

3.NGO活 動およびプログラム評価について 考え方の整理

1)「評価」 とはなにか

歴史的には 1960年 代アメリカで、貧困撲滅のために莫大な予算を投じて福祉政策を

実施 したが問題は解決 されず、政策に優先順位 をつけるために 「評佃i」 が導入 されたこと

から始まるとされる。その後、事業成果の説明責任、事業の改善を目的としても評価が実

施されるよ うになつた。 日本では、行政評価、政策評価という言葉が広く使用 されている

が、evaluation(評価)と は価値判断そのものをさすのではなく「客観的な数1直 のものさし

で測定 し、客観的な結論を提示するものである。政策の良し悪 しの議論ではなく、良し悪

しの判断の材料を提供する」(山谷 1997)も のとされる。しかし、数値だけで測定できるも

のには限界がある。とくに社会事業においては地域社会のなんらかの変容をめざすもので

あり、コミュニティーのイニシアティブという側面を重視し、可能な限り客観的なデータ

に翻訳するとい う作業が必要になる。

では、評価で得た材料を判断するのはだれか。「日本では評価者に最終判断まで委ねる依

頼主が多いが、これはコンサルタン ト会社に自社の方針を決めてもらうのと同じことであ

る」(田 中 2005)。 評価の最終判断はサービス提供者自身である。

つまり、評価 とはまず、対象となる事業やプログラムの良否、改善点を判断するための

客観的デー タの1又集と分析 (評価者が行 う)で あり、データに基づ く判断行為 (事業主が

行 う)である。なぜなら「評価依頼主や事業実施者が評価結果を有効に利用 しなければ評

価の意味は無い (Patton1997)」 からだといえる。

2)組織評価 とプログラム評価

そこで、NGOを 客観的に測定するものさしのひとつが組織評価である。

① 組織言平価

組織評価とはたとえば、設立年(継続年数の把握)、 法人格の有無 (格付け)、 有給職員の

有無、活動スタッフの数、賛助会員(法人)の数、運営資金 (寄付金、助成金内訳等を含

む)、 活動報告書や会報の有無、連絡先 (ホ ームページア ドレス、メールア ドレス、電

話、ファックス番号等)、 活動内容 (事業項 目、事業毎の活動時間、サービス利用者数

等)な ど組織のパフォーマンスを可能な限 り数値データで示すものである。

日本ではこれ らのNGOデ ータを収集 した「ASO情 報ネットワーク」(2001)「 エイズ啓

発活動におけるNGO活 用マニュアル」(2003)があるが、いずれもNGOへ のアンケー ト

調査による自記式回答をまとめたものである。 したがつて内部評価をしているだけであり
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表

外部評価 とい う視点ははいってこない。そもそも調査対象にもれているNGOが あるかも
しれず、なんらかの理由で回答しなかったNGOも あろう。

さらには, これ らの数値は年度ごとに更新されないと意味がない。過去のパフォーマン

スが現在にひきつがれるとは限らず、活動が糸区続され るとは限らないからである。

また、組織評価はNGOの 規模を多方面から測定 したものであるが、たとぇばA団体の

寄付収入が B団体の 2倍であったとしても、それはA団体の社会的評価がB団体の 2倍で

あるとは限らない。組織評価は、それぞれの事業(プ ログラム)の具体的内容と成果について

はデータを提供 してはいない。それについてはプログラム評価が必要になる。

② プログラム評価

一方で、プログラム評価は、プログラムの成果を評価するためのものである。プログラ
ムは各プロジェク トによって構成されるシステムである。これは、だれが (評価の立場)、

いつ (評価の段階)、 何のために(評価の目的)するかにより整理できる。

評価の立場 自己 (内部評価)(た とえばNGOが 自身の活動成果を評価 )

受益者 (サービス消費者がいかに満足しているか)

支援者 (ドナーからみた成果 :コ ス トパフォーマンス)

社会 (社会的な波及効果など)

評価の段階 事前評価 (予想される成果、アセスメント)

途中評価(予想した成果があがりつつあるのか、フィー ドバック)

事後評価 (終了後の成果 直後の成果と中長期的成果)

評価の目的 プログラムを実施するか否かを判断するため

軌道修正して実施するため (改善策の提示)

社会的な広報や認知を得るため (成果の確認)

たとえば、自治体が実施する検査事業を考えてみよう。事前評価で受検者数の増加を予

測 し事後評価において受検者数の増加が確認されると、自己評価としては目的を達成した
ことになるだろう。しかし、このような評価だけでは受検者の立場が考慮されていないこ

とになる。検査事業の目的は、受検者の増加だけでなく、まずは陽性者をすみやかに医療
機関につなげることであろうし、検査行動を予防行動につなげることであったり、検査を

通 して社会的な意識喚起も促したいということでもあるだろう。となれば受益者の立場か

らの評価こそ重要であり、社会の立場からの評価 (検査事業はエイズに対する誤解や偏見
を解消するのに成果があるだろうか等)も無視はできないだろう。

受検者はふえたけれども陽性者に対するカウンセリングやケアといぅ体制が不備であっ

たために、陽性者が検査 。医療不信を抱き医療機関につながりにくかったとぃぅ事例はす
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でに指摘 されている。陰性の結果を告知するだけでは予防行動につながらないだけでなく

「自分は今後も大丈夫」とい う誤解を与えかねないこともすでに指摘 されている。つまり

検査を受 ける人は増えても、検査の結果被害を受ける人もありうるのである。数値 目的だ

けが重視 されると、受益者の立場 (じつは受損者もいるかもしれない)、 社会の立場 (偏見

を助長す るかもしれない)は無視される。その時点に限定したコス トパフォーマンスのみ

が問題になると、安くあげるためにNGO等 に委託 (下請け)したりする。その結果、フ

ォロー体制がないとい うことになり、中長期的には受検者が減つてしまいかねない。陰性

であった受検者が後に予防できずに感染することも防げないだろう。

3)評価のコス ト

以上のよ う:に 、組織評価もプログラム評価も本格的に行うにはコス トがかることがわか

る。とくにプログラム評価においてはプログラム 。オフィサー(21ページ参照)な どの専門

的スキル をもつた人材が必要になるだろう。どの程度のコス トをかけ、そのコス トをだれ

が負担す るのかによって評価の方法は変わつてくる。 もしコス トをかけないのならば、目

に見える数値という成果だけしか入手できない。その結果、プログラム自体の総合的な成

果をつかむことはできないため、プログラムの改善もできなくなる。
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各論

4.自 治体 とNGOの 連携について―現状と課題

1)NGOと 自治体の連携事業一現状の問題 占

既に述べたように地方自治体とNGOが 連携 して実施しているプログラムには継続的委

託事業と単発的なプログラムに対するNGOの 参加協力とがある。この現状における問題

点は次の 2つに要約されるだろう。

①NGOが 安価な労働力として使われる

自治体が本来やるべきプログラムであるにもかかわらず予算や人材不足からNGOに 下

請けすることで安くあげようとすること。たとえば週 日の勤務時間には自治体職員が行っ

ている電話相談を夜間や休 日に行 うと人件費や庁舎の経費がかかりすぎるという理由です

でに電話相談を実施 しているNGOに 下請けするような場合である。このような場合、電

言舌相談員の トレーニングから電話相談スペースの維持等、電話相談事業に係る運営費はす

がてNGOの 負担となり、そのための経費は助成 されない。 したがって相談員の トレーニ

ングやら相談事業の質の維持について保障することは難しい。 自治体とNGOは 電話相談

に関する必要情報を共有し、相談に対する回答が自治体職員とNGOス タッフによってち

がつてしま うというような事態を避けるために緊密な情報交換や連絡会をもつ必要がある

が下請け関係ではこのような活動経費も無く協働関係を構築するのは難しい。このことは

電話相談のみならず検査事業をふくむ下請け的委託契約事業一般にいえることである。

② 調整機能がない

自治体とNGOの 連携を成功させるためには関係者間の調整機能が重要である。一般的

に自治体の担当者は数年で入れ替わるのが常である。その結果、たとえNGOと の連携が

うまくいっても次の担当者にひきつがれるとは限らないないだけでなく、NGOが NGO
の役割や連携の重要性 という基礎的なことから次の担当者に説明し納得してもらわなけれ

ば事が進まないという事態に陥りがちである。関係者が増えるにつれて調整機能はより重

要になる。調整機能がないということは関係者間での責任の主体が曖味になる、とい うこ

とでもある。

以上の 2点の問題点からいえることは、現在のところプログラムをモニターし、受益者

による評価をフィー ドバックし、ょりよいプログラムに向けて改善してゆくというプロセ

スがなく、その責任の主体が不明である、ということである。その結果、プログラムを継

続するか否かということについてもコス トパフォーマンスだけで判断されがちとなる。こ

うなると、「だれのために、なにをしているのか」というプログラムについての根本的な問
いが問われないままとなる。
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2)有効な連携 とはなにか

では、なんのために連携するのか。 自治体 とNGOが 連携することによって、エイズ

対策事業が、受益者にとってより満足できるものになり、そのために受益者が増えて事業

の成果がさらにあが り、受益者 との信頼関係ができて彼らからたしかなフィー ドバ ックを

得 ることができ、その結果をふまえて事業をさらに改善しながら継続できること、そ して

このプロセスが経済的にも人材育成の意味でもNGO支 援にもなる、このようであれば連

携は有効であるといえる。受益者がふえ、NGO支 援になり、社会的な波及効果もあり、

自治体にとつては対策の成果をあげるとい う目的を果たせたことになる。

しかし、現実にはいくつかの課題がある。まず、連携にはいくつかのレベルがある。こ

こでは連携 レベルについて、事業の立案における当事者の参加 レベルと事業の実施におけ

る民間資源ネットワークレベルで整理しておく。

3)連携のレベル

① 当事者の立案参加 レベル

行政とNGOの i■_携の重要性は国際的に広く認識されてお り、とくに事業の対象である

当事者がいかに事業に参カロしたか (参加度レベル)力 問`われる。国家的エイズ対策でいえ

ばGIPA(Greater lnvolvement of PHA 対策の立案、計画、実施ミ評価に感染者・患

者が積極的に参力日すること)が、1996年のパ リエイズサ ミット宣言以来、国家的対策を構

築するうえでのひとつの指標になつている。

連携の事例として、たとえば地域の若者への普及啓発事業を取り上げる。以下、表 2は、

受益者である若者がどの程度、事業立案にかかわるのかの程度を指標化したものである (厚

生労働省エイズ対策研究事業 池上班研究報告 2005)。

表 2 事業参加度段階

若者の立案参加度

1段階 行政の担当者だけで事業案を決める

2段階 行政の担当者が、事業内容について医師などの「専門家」の意見を聞

き、立案に反映させる。

3段階 行政の担当者が地域で若者 と活動 している養護教諭やNGOと 話 し合

い、立案に反映させる。

4段階 行政の担当者が直接地域の若者たちの意見を聞き、立案に反映させる。

5段階 行政の担当者が若者たちに「自分たちで話し合い事業を考える」場所

を提供 し、若者自身が立案する

② 実施における民間資源とのネットワークレベル

“98-



表 3は、ネットワークの程度をレベルごとに整理したものである。事業の実施において、
地域の社会資源がどれくらい関与したかは社会的波及効果が期待され社会的立場からの評
価につながりうる。

4)連携の課題 :継続性と実現可能性―事例研究をとおしての整理

次に、事業の立案・実施において高い連携レベルを示した保健所による若者への啓発事
業に関する具体的な事例を紹介する。

図 3 S保 健所の事例

高校生によるエイズに関するラジオ番組の制作

階
　
　
　
　
　
　
　
　
階

穀
　
　
　
　
　
　
　
　
搬

ニユ
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表 3

ネットワーク度

1段階 行政の担当者だけで実施する。

2段階 行政が医師などの専門家、学校関係者、NGO,女 性センター、若者グ

ループ、企業など地域の資源のどれか一つとともに実施する

行政が複数の地域資源 (個 人や組織)と ともに実施する3段階

当事者参加

地域の資源ネ ットヮーク

感染者

会場の責任者メディアの専門家
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事業の立案段階での試み :

● 保健所の担当者が地域の養護教諭をとおして複数の高校に呼びかけた。

● 自発的 に立案に参加する高校生を集めた。

● 保健所で高校生に立案する場を何回も提供した。

● 地域のNGOに連絡をとり若者たちが感染者の生の声に接する機会を提供した。

● 若者たちはエイズデー事業としてエイズに関するラジオ番組の制作を立案 した。

事業の実施段階での試み :

● 若者の立案に基づき、担当者は地元のラジオ局及び」也元のデパー トと話し合った。

● メディア専門家の協力と放送会場の提供をとりつけた。

S市の事業は大いに盛 り上がったが残念ながら継続 されていない。担当者は自己達成感

は大いに得たものの関係者間の調整に疲れきつてしまった。次の担当者には前任者のよう

な情熱は無 く継続する意志はない。立案に参加 した若者たちの満足度は高かつたが、地域

の若者への効果についての事後評価はない。今回は地域の資源の無料の提供があったが、

一般的にはネットワークが広がるほど調整の時間と実施 コス トが増加する。 当事者による

立案参加レベルについても、一般的には 1段階から5段階にいくほど時間とコス トが増え

てゆく。

○ どのレベルの連携を考えるか :継続性と実現可能性

当事者による事業立案参加度、実施におけるネットワーク度は高い方が望ましいとはい

えるが、f/m実 問題 としては高ければよいとはいえない。エイズ対策事業においては予防に

しろケアに しろ地道だが良質なプログラムの 「継続性」が問われる。単発のプログラム評

価はたとえば 「イベン ト参力日者○○名 !」 という数値にとどまらざるをえないし、担当者

は 自己満足を得やすいが、それ以外の成果は疑間である。

継続性を確保するためには、どのレベルでの連携なら維持できるか調整できるかを考慮

すべきだろ う。あるいは高度な連携で立案実施 した事業の評価をきちんと行い、継統でき

る予算と人材を確保すべきである。さもなければエイズ対策事業は「やる気のある担当者

がいたときだけできる連携できる」とい うことにしかならない。

5)連携によるデメリットを生 じさせないために

以下に行政 とNGOの連携の試みによるデメリットの可能性を整理 しておきたい。

① あやまつた連携相手による失敗

事業の対象 となるコミュニティーをもつとも適切に代表するNGOは どれなのかの判

断は難 しい。組織評価だけでは半」断できない。NGOに よる対象者に対する事業のサー
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②

ビスについての受益者評価がいかに実施 されているかは大事なポイントである。これは

自己評価 では捉えきれない。なぜなら対象者には受損者もありうるわけで、その声はプ

ログラム改善のための評価に役立つ。専門家による評価が必要になる。

連携ではなく下請け関係

すでに述べたが、予算や人材上の制限から安いNGOに 事業を任せるとい うことを「連

携」とはいわない。事業の種類や内容によって事業主体は自ずと定められよう。たとえ

ば、HIV抗 体検査と告知はまずもって保健所あるいは医療機関の役割|で あろう。それ

に付随す る相談体制を無料でNGOに おしつけるのはNGO支 援ではなくNGO酷 使

でしかないが、相談体制の重要さを認識するならば検査事業の一環 として相談事業を位

置づけ予算化し連携事業にすべきであろう。NGOを 行政の下請け化することは、公助

と互助の健全な関係とは言えず、NGO支援ではなく、支援の必要の無い下請け可能な

NGOの み存続させるという本末転倒になりかねない。

調整で失敗、不信感が残る

連携における関係者間の調整機能の必要性と重要性については説明を要 しないと考え

るが、これをだれが責任をもつて果たすのかを明確にせず曖味に始まる連携事業が少な

くない。 日本社会の特徴かもしれないが、責任の所在が曖味である。このため事業の立

案や実施 において関係者間で 「そんなはずではない」がおこりやすい:その結果、関係

者間で不信や しこりが残つた りする。これはまさにマイナス効果である。調整機能の必

要性と重要性を十分に認識 し、評価すべきである。

③
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各論

5.NGOの 活動に関するリソース・ガイ ドについて

日本各地でエイズのNCOが 活動 しているが、その規模や活動内容はじつに多様である。

地域や近隣で活動するNGOあ るいは広域にサービスを提供しているNGOも ある。普及

啓発のための電話相談だけをしているNGOも あれば、予防だけでなくケアのプログラム

をもつもの もある。有給の専従職員がいないので週に数回 しか活
~OJし

ないNGOも あれば、

専従職員を中心にフルタイムで活動 しているNGOも ある。サービスをうける主な対象者

がMSM,外 国人、 SW,若者、感染者等に限定されるNGOも あれば、さまざまな対象

にむけてプ ログラムを展開しているNGOも ある。他の社会資源 との idl携 を進めているN

GOも あればそ うでないNGOも ある。

組織形態 も規模も活動内容も多様であるのがNGOだ といえる。このように多様なNG

Oのそれぞれの実態を適格に把握することは難しい。

ここで、 リソースとしてのNGO紹 介の手法をいくつか提案 してお く。

1)エイズNGOの ネ ットワークを利用する :「ASO情 報ネッ トワーク」の更新

エイズ&ソ サエテイー研究会議は自身がNGOで あるが、国内のNGO,研 究者、医療

従事者、行政、メディア、企業等なんらかの形でエイズに関わつている組織及び個人のネ

ッ トワークである。主な活動はエイズの今日的話題や課題をテーマにしたフォーラムの開

催 (隔月)である。エイズ&ソ サエティー研究会議は『 ASO情 報ネ ットワーク』 とい う

全国NGOリ ス トを発行 した。組織評価で述べたような項目に関する質問紙への自記式回

答による1情報集であるが、資金難から更新されていない。

このネ ッ トワークによるNGOリ ソース集の更新を支援することもできる。印刷媒体だ

けでなく webに よる情報提供も行い、内容の改定、更新をすみやかに行えるようにするこ

とが望ましい。

2)日 本エイズス トップ基金を利用する :基金提供先の情報集

現在は、 日本エイズス トップ基金の提供を受けた団体について名前 と提供 された金額の

みが情報公 開されている。具体的にどのようなプログラムが実施されているのか不明であ

る。基金を受けたNGOは 申請書および報告書を提出しているので、その概要を公開する

ことは、それぞれのNGOの 活動実態の一端を広く広郭する上で重要であろう。同時に基

金の提供 (あ るいは打ち切り)基準、基金の提供理由も明らかにすることが望ましい。

3)NGOホ ームページを利用する

質問紙への自記式回答集では、組織評価としての情報の一剖
`は

入手できるが、それ以外

の1青報は得 られない。現在では多 くのNGOが ホームページを開設 しているが、これ らホ
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―ムペ_ジをみればある程度NGOの顔がみえてくる。ホームページー覧を地域別のマ ッ
プにすることなども考えられる。

NGO評 価については、NGO自 身が行 う内部評価 と外部の機関が行う外吉口評価とい う

視点 もある。ホームページはいわば内音F評価のメニューといえる。 リソースガィ ドは組織

評価 の一つである。ス トップ基金は外部評価の一つの指標だと考えられる。ス トップ基金

以外 の助成団体によるエイズ関連のNGOへ の助成記録も外部評価の一つになる。

地域行政がNGOと の連携や活動支援を考えるときには、あくまでも、どのような事業
で連携 したいのか、どのような支援の形があ りうるのか (冊子作成の経費の提供なのか、

事業委託なのかなど)に よってふ さわしい相手を決める必要がある。この意味からも、エ

イズ予防財団が必要に応 じて調整あるいはコンサルティングの機能を果たすことが求めら

れるが、そこで必要になるのがエイズ予防財団に専門的なプログラム・オフィサーが存在
し活動すること、適切な構成委員によるNGO連 携委員会が存在 し機能することである。
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各論

6 NGOプ ログラム評価のための人材育成について :プログラム・オフィサー

1)プログラム・オフィサーとは何をするのか

たとえば、行政が特定の事業を設定し予算を決め、連携するNGOを 探す とする。一般

的には、ここで情報を公開し公募することになろう。するとNGOが 申請書を提出する。

申請書で半」断 して決定 して実施す る。終了後に成果を数値で報告する (冊子配布数、イベ

ン ト参加者数など)。

しかしここで注意しなければならないのは以下の点である。

① 申請書 どお りに実施できるのか否か

申請書だけでは、申請書類の出来具合いかんで判断され実際になにがどのようにできる

のかについて不明なままである。より具体的な事前評価が必要ではないか。それをふま

えて複数の候補のなかから決定することが望ましい。

② 特に、糸陛続する事業の場合には予想 された成果に対する途中評価が必要ではないか。必

要に応 じて改善をくわえなければならないからである。

③ 事後評価について、数値指標だけでは事業実施者の立場による評fl lで しかない。受益者

の立場からの評価、社会への波及効果なども必要ではないか。

以上のような点について行政とNGOの 間に入つて、専門的視点からア ドバイスをし、

行政に対 してはよりよい事業展開 と成果の達成を手伝い、NGOに とつてはキャパシティ

ー ビルデイングの手助けにな りNGO支 援にもなるのがプログラム・オフィサーの役割で

あり機能である。

2)評価手法 とプログラム・オフィサーの役害J

添付資料 2は、笹川平和記念財団が自主企画事業 「NPOの ための評価」の一環として

MDRC(Manpower Demonstl・ atlon Research Corporatlon フォー ド財団がアメリカ政

府 6省の事業評価専門に設立 したNPO アメリカでは政府による評価とNPOに よる評

価を区別せず、地域イニシアティブという視点で市民サービスプログラムの事業評価をし

ている)に調査を委託 した結果を表にまとめたものである (2000)。

この表か らは、以下、対象事業によって評価において注目すべき面が異な り、それに応

じて評価の手法 と評価を実施する母体が異なることがわかる。

○青少年への トレーニング事業であれば、事業をいかに形成するかの評価、および当事者(受     ・

益者)で ある青少年の評価参加が重視され、手法 としては面接調査が実施されている。

○ヘルパーの労4動環境改善事業であれば、労働環境だけでなくヘルパーの生活がどう変わ
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つたかが評価 として重視され、手法 としてはヘルパーヘの質問紙調査、聞き取 り調査と

なる。

〇 保育園が保育サービス政策への提言をするための事業では、事業の成果 と効果に着 目し、

過去 lo年間の比較をする手法を用いる。

添付資料 3は、国際協力事業団国際協力総合研究所が作成したもので、評価を事業実施

者 の視点でする場合 と、受益者からの視点 (参加型)でする場合の概念を比較 したもので

ある。

近年、受益者である市民とともに評価を行 うことがょり有効なプログラムヘつながると
い うわけで、参加型評価を促進する傾向にあるが、参加型評価を促進するための課題も指

摘 されている。

① 参加型評価の主観性

バイアスは否めない。そこは、実施者視点評価と組み合わせて対処する。

② 参カロ型評価に参加する対象の選択の問題

受益者 もいるが、損害、被害を受ける人もいるかもしれない。

どのように選ぶか。その妥当性。

つまり、評価手法のそれぞれにはメリット、デメリットがある。評価者がそのことをよ

く認識すること、適切な評価手法を選び、組み合わせることが重要であることが指摘 され

ている。

事業で重視すべき評価の面はなにか、その評価のための適切な手法はなにか、選んだ手

法 の利点と限界はなにか、限界を克服するにはどのような対応が可能なのか、これ らの重

要な課題 について、決定するのではなく、あくまでも適切なア ドバイスをし、実施者や参

カロ者が経験をつみ重ね学習することの手伝いをするのもプログラム・オフィサーである。

3)プログラム・ォフィサーの育成

NGO活 動支援 と行政との連携の促進について、プログラムを評価 しよりよい成果をあ

げるために、エイズ予防財団が、プログラムオフィサーを育成する必要がある。

日本でも、「市民社会創造ファン ド」など、企業からの金を集めて企業にかわってNG0
か らの事業申請についての事前評価を行い助成事業を決定しNGOを 支援する民間組織が

活動 している。そこでは何人ものプログラム・オフィサーーが活動している。
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各論

7 NGO連 携委員会の設置と活動について

イメージ図に示 したとお り、エイズ予防財団は独 自でNGO支 援、人材育成等を実施す

る一方で、 自治体に対してNGOと の連携を促すパイプ役を期待されている。そのパイプ

としての具体的な機能が、NGOの 情報提供、プログラム評価 という手法の紹介やそれを

実践できる人材の育成、および連携に不可欠な調整機能だといえる。

この重要かつ必要な機能を果たしていくために何が必要なのだろうか。

今回、予防指針の見直しを機にエイズ予防財団、厚生労働省、NGO,感 染者組織、

研究者が一堂に会 して 6回の検討会をもつたが、そこで共有されたポイン トが 2点 ある。

一つは、行政、NGOに かかわらず、事業に対する評価が十分になされているとはいえ

ない現状である。行政による事業についてモニタリングや評価がなされてこなかつたこと

は見直 し検討会でも指摘 された。とりわけ、事業の成果を受益者の立場や社会の立場から

参加型手法 をとりいれて評価することは十分には行われていない。したがって評価に関わ

る専門家(プ ログラム・オフィサー)を育成する必要がある。

二つには、NGO支 援あるいは行政 との連携促進 とはいうが、そ tDそ もエイズ予防財団

とNGOと の間のコミュニケーションが不足してお り、コミュニケーションと議論を保障

する場がないことである。

そこで、本検討会 として、NGO連 携委員会を設置することで情キ「を共有 しあい、支援

のあり方や連携の促進、プログラム評価について検討する場を定却]的 に設置することを提

言する。 この委員会はプログラム・オフィサー と共にエイズ予防財団の中に設置され、自

治体とNGOと のパイプ役をはたすだけでなく、連携の調整及びコンサルティングの機能

を果たす ことを目的とする。

以下は、委員会についての提案である。

委員会の名称 :NGO連携委員会 (仮称)

委員会の 目的 :NGO支 援、行政とNGOの 連携を促進することを目的とする。

委員会の設置 :エイズ予防財団内におく。

委員会の活動 :NGOプ ログラム評価、連携の調整、コンサルティング

支援、連携事業についての政策提言

委員会の構成 :財団、NGO,感 染者組織、研究者(以上エイズ関係)

NPO関 連専門のNGO,プ ログラム・オフィサー等

委員の任期 :別 に定める

委員会の活動資金 :NGO支 援・連携促進事業として位置づけ予算化する。
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ヽ

最後に、今回の検討会は厚生労働省エイズ対策研究事業の一環として研究班が実施 し報
告書を作成 したが、こうした活動は、本来厚生労働省のエイズ対策事業として整備され、

継続されるべ きものであると考える。
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数値 目標

HIV感染者に適切な治療を提供 し、HIV感染の拡大を防ぐために最も効果的な方策は、自らの

HIV感染を知つている感染者の割合 (感染自認率)を高めることです。そのためには、なるべ く

多くの感染 リスクのある人々にHIV検査を受けていただくことが必要です。保健所等における年

間 HIV検査数を今後 5年間で 50%以上増加させることを目標としてしてはいかがでしょうか。

この 目標の実現可能性の根拠としては、

(1)保 健所等での検査数が平成 14年から20年にかけて平均年率 19%で伸びていた

(2) 平成 22年の検査数 130,930件 はピークであつた平成 20年の 177,156件 に比べて 26%

減少 している

(3)検 査数減少の主要な原因の一つが社会的関心の低下、

であると考えられるので、7月 からACの広告が再開されることもあり、行政や保 17tll所等がHIV

検査の大規模な普及啓発活動を実施することでこの程度の検査数なら伸ばすことができると考

えられ る。ただし、検査数が増えても検査陽性者数が増えなければ感染 自認率は高まりません。

一方、現状のままでも感染者の存在率 (prevalence)は 自然と高まるため、検査数が増えなくて

も検査陽性数は 5年後に約 50%増力日すると推定されます。 したがつて、検査陽性者数を 2倍以

上増加 させることも同時に日標にす る必要があると思います。

一方、新規感染者報告数のうち保健所等から報告される割合は 4害 J程度で、医療機関で HIV

感染が診断 される件数のほうが多いのが現状です。医療機関における HIV検査 を促進し、HIV

診断数 も同様に伸ばしていかなければな りません。 したがつて、エイズ動向委員会への新規感染

者幸「告数も 2倍以上増加させることを目標にしてはいかがでしようか。

【検査分野における数値目標】

今後 5年間で、保健所等での年間検査数を50%増加させ 年ヽ間陽性者数を2倍にする。同時に、

エイズ動向委員会の新規感染者報告数を 2倍 にする。
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日本人HⅣ感染者数の推定と

将来予測

慶應義塾大学医学部

微生物学・免疫学教室

加藤真吾

患者・感染者数推定のための
Markovモデル

年間伝播率

年間エイズ発症率

未報告感染者数

(感染非自認者は

自認者の3.5倍 )
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HIV感染後年数に対するエイズ発症の累積確
率密度 (chin and manga[wHOl′ 1991)
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HⅣ感染者及びエイズ患者報告数(日 本国籍)

の年次推移
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1985年から2010年までの報告数と推定数
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新規感染者数を減少傾向にするために
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HiV感染の拡大を抑制するための

具体的数値目標

1 0年 間捕捉率を50%高める

・   ―当面の陽性判明数を50%高める
一感染自認率を毎年約3%ずつ高める

。年間伝播率を22%低下させる

―Recentinた cJonを22%低下させる

・ その結果、新規感染者数と新規エイズ患者
数の増加を食しヽ止めることができる。

ヽ

Ｌ
Ｆ

・
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資 料 2

淵脇蹴 lコ真督褻 糧募濾機 試ゝ彰 雲糧選 誌途装雛七
ている: こうした状況を踏まえ:今般の指針改正に当たつては、以下の重点的に取り組む新たな対策を中心に、社
会全体で総合的なエイズ対策を実施していく方針を示した。                      |

○「検査・相談体制の充実」の位置付けを強化
口「検査・相談体制の充実」は、エイズ対策の重要な施策の1つであるため、新たに単独の章として位置付ける

日
場所や時間帯等、受検者の利便性に配慮した検査を実施し、医療機関受診を促す

○

■

○

日

個別施策層に対し効率的に検査を実施する観点から、重点都道府県等に定量的もしくは定性的な目標設定を求める

・ 中核拠点病院におけるコーディネイト機能を担う看護師等の配置を推進する

・ 肝炎・肝硬変等の併発症・合併症対策は、当該研究及び医療について、診療科間の連携のもと、その取組を強化する

日
精神医学的介入による治療を円滑に行うため、精神科担当医療従事者に対する研修を実施する

日
診療連携を進め、長期療養・在宅療養の患者等を積極的に支える医療体制整備を推進する

○

ロ

各種拠点病院と地域の診療所等の診療連携体制を構築する

個別施策層に対する施策の実施及び普及啓発等において、NGO等と連携し施策を実施する



資 料 3
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き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
様
々
な
支
援
体
制
も
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
発
生
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等

（都

道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
に

関
す
る
情
報
を
収
集
及
び
分
析
し
、
国
民
や
医
師
等
の
医
療
関
係
者
に
対
し
て
情
報
を
公
表

し
て
い
る
調
査
（以
下

「
エ
イ
ズ
発
生
動
向
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
他
の
多
く
の
先

進
諸
国
と
は
異
な
り
、
地
域
的
に
も
、
ま
た
、
年
齢
的
に
も
依
然
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
て

お
り
、
特
に
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
ま
で
の
若
年
層
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
感
染

経
路
別
に
見
た
場
合
、
性
的
接
触
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
が
、
特
に
、
日
本
人
男
性
が

同
性
間
の
性
的
接
触
に
よ
っ
て
国
内
で
感
染
す
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
感
染
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
を
更
に
強
力

に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体

相
互
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
及
び
教
育
並
び
に
保
健
所
等
に

お
け
る
検
査

・
相
談
（カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
体
制
の
充
実
を
中
心
に
、
連
携
し
て
重
点
的
か

つ
計
画
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療

関
係
者
、
患
者
団
体
を
含
む
非
営
利
組
織
又
は
非
政
府
組
織
（以
下
「Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
」
と
い
う
。
）
、

海
外
の
国
際
機
関
等
と
の
連
携
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
既
存
の
施
策
は
全
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
特
定
の
集
団
に
対
す

る
感
染
の
拡
大
の
抑
制
に
必
ず
し
も
結
び
付
い
て
こ
な
か
っ
た
。

，」う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
個
別
施
策
層
（感
染
の
可
能
性
が
疫
学
的
に
懸
念
さ
れ
な
が
ら
も
、

感
染
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
入
手
が
困
難
で
あ
つ
た
り
、
偏
見
や
差
別
が
存
在
し
て
い
る

社
会
的
背
景
等
か
ら
、
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め

に
施
策
の
実
施
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
人
々
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

し
て
、
人
権
や
社
会
的
背
景
に
最
大
限
配
慮
し
た
き
め
細
か
く
効
果
的
な
施
策
を
追
加
的
に

実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
個
別
施
策
層
と
し
て
は
、
現
在
の
情
報
に
か
ん
が
み
れ
ば
、

性
に
関
す
る
意
思
決
定
や
行
動
選
択
に
係
る
能
力
に
つ
い
て
形
成
過
程
に
あ
る
青
少
年
、
言

語
的
障
壁
や
文
化
的
障
壁
の
あ
る
外
国
人
及
び
性
的
指
向
の
側
面
で
配
慮
の
必
要
な
男
性
同

性
愛
者

（Ｍ
ｅ
ｎ
　
ｗ
ｈ
ｏ

ｈ
ａ
ｖ
ｅ

Ｓ

ｅ
ｘ
　
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ

Ｍ
ｅ
ｎ
¨
Ｍ
Ｓ
Ｍ
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
は
、
性
的
接
触
を
介
し
て
感
染
す
る
こ
と
か
ら
、
性
風
俗
産
業
の

従
事
者

（Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

Ｓ
ｅ
ｘ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｅ
ｒ
一
Ｃ
Ｓ
Ｗ
）
及
び
利
用
者
も
個

厚
生
省
告
示
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
改
正
す
る
件

後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
や
無
症
状
病
原
体
保
有
の
状
態
（Ｈ
Ｉ
Ｖ
（ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
）
に
感
染
し
て
い
る
が
、後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
を
発
症
し
て
い
な
い
状
態
を
い
う
。）

は
、
正
し
い
知
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
個
人
個
人
の
注
意
深
い
行
動
に
よ
り
、
多
く
の
場
合
、

予
防
す
る
こ
と
が
可
能
な
疾
患
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
医
学
や
医
療
の
進
歩
に
よ
り
、
感

染
し
て
も
早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
に
よ
つ
て
長
期
間
社
会
の

一
員
と
し
て
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
て
き
て
お
り
、
様
々
な
支
援
体
制
も
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
発
生
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等

（都
道
府

県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
に
関
す

る
情
報
を
収
集
及
び
分
析
し
、
国
民
や
医
師
等
の
医
療
関
係
者
に
対
し
て
情
報
を
公
表
し
て

い
る
調
査
（以
下

「
エ
イ
ズ
発
生
動
向
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
他
の
多
く
の
先
進
諸

国
と
は
異
な
り
、
地
域
的
に
も
、
ま
た
、
年
齢
的
に
も
依
然
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、

特
に
、
二
十
代
か
ら
二
十
代
ま
で
の
若
年
層
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
感
染
経
路
別

に
見
た
場
合
、
性
的
接
触
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
が
、
特
に
、
日
本
人
男
性
が
同
性
間

の
性
的
接
触
に
よ
つ
て
国
内
で
感
染
す
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
今
後
と
も
、
感
染
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
を
更
に
強
力
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
相
互
の
役
割
分
担
を
明
確

に
し
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
及
び
教
育
並
び
に
保
健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
（カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
体
制
の
充
実
を
中
心
に
、
連
携
し
て
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
取
り
組
む
こ

と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
関
係
者
、
患
者
団
体
を
含

む
非
営
利
組
織
又
は
非
政
府
組
織
（以
下

「Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
」
と
い
う
。
）
、
海
外
の
国
際
機
関
等

と
の
連
携
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
既
存
の
施
策
は
全
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
特
定
の
集
団
に
対
す

る
感
染
の
拡
大
の
抑
制
に
必
ず
し
も
結
び
付
い
て
こ
な
か
っ
た
。
テ」う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
個
別
施
策
層
（感
染
の
可
能
性
が
疫
学
的
に
懸
念
さ
れ
な
が
ら
も
、

感
染
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、
偏
見
や
差
別
が
存
在
し
て
い
る

社
会
的
背
景
等
か
ら
、
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め

に
施
策
の
実
施
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
人
々
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

し
て
、
人
権
や
社
会
的
背
景
に
最
大
限
配
慮
し
た
き
め
細
か
く
効
果
的
な
施
策
を
追
加
的
に

実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
個
別
施
策
層
と
し
て
は
、
現
在
の
情
報
に
か
ん
が
み
れ
ば
、

性
に
関
す
る
意
思
決
定
や
行
動
選
択
に
係
る
能
力
の
形
成
過
程
に
あ
る
青
少
年
、
言
語
的
障

壁
や
文
化
的
障
壁
の
あ
る
外
国
人
及
び
性
的
指
向
の
側
面
で
配
慮
の
必
要
な
同
性
愛
者
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
は
、
性
的
接
触
を
介
し
て
感
染
す
る
こ
と
か
ら
、
性
風
俗
産
業

の
従
事
者
及
び
利
用
者
も
個
別
施
策
層
と
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
具
体
的
な

個
別
施
策
層
に
つ
い
て
は
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
適
切
な
見
直
し
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
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別
施
策
層
と
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
薬
物
乱
用
等
も
感
染
の
一
因
と
な
り

細
剌
剰
劇
「
測
馴
剤
劇
劉
倒
「
劃
り
利
Ы
側
別
洲
翻
日
Л
刊
冽
創
翻
州
コ
到
州
到
洲
淵
刻
「
が
お
、

具
体
的
な
個
別
施
策
層
に
つ
い
て
は
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
適
切
な
見
直
し
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
（以
下

「法
」
と
い
う
。
）
の
理
念
で
あ
る
感
染
症
の
予
防
と
医
療
の
提

供
を
車
の
両
輪
の
ご
と
く
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
患
者
等

（患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保

有
者

（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
人
権
を
尊
重
し
、
偏
見
や
差
別
を
解

消
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
常
に
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
関
係
者
が
協
力

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
に
応
じ
た
予
防
の
総

合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
関
係
者
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
連
携
し

て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
及
び
教
育
並
び
に
保

健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
等
に
よ
る
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
、

患
者
等
に
対
す
る
人
権
を
尊
重
し
た
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
等
の
観
点
か
ら
新
た
な

取
組
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

第

一　
原
因
の
究
明

一
　

エ
イ
ズ
発
生
動
向
調
査
の
強
化

エ
イ
ズ
発
生
動
向
調
査
は
、
感
染
の
予
防
及
び
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た

め
の
施
策
の
推
進
に
当
た
り
、
最
も
基
本
的
な
事
項
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
及
び
都

道
府
県
等
は
、
患
者
等
の
人
権
及
び
個
人
の
情
報
保
護
に
十
分
に
配
慮
し
た
上
で
、
国

割

馴

例

割

劉

劉

呵

到

到

ゴ

例

０

制

割

劉

剤

劉

劇

引

到

冽
渕
コ
謝
―
馴
刊
制
糊
Ч
Ｊ
朝
凋
び
ＮＩ
潤
刈
Ⅶ
制
日
副
判
引
Ч
「
法
に
基
づ
く
エ
イ
ズ
発
生
動
向

調
査
の
分
析
を
引
き
続
き
強
化
す
る
と
と
も
に
、
患
者
等
へ
の
説
明
と
同
意
の
上
で
行

わ
れ
る
、病
状
に
変
化
を
生
じ
た
事
項
に
関
す
る
報
告
で
あ
る
任
意
報
告
に

い

て

も

、

副
冽
割
測
樹
釧
引
創
列
利
割
国
引
劇
司
「
冽
劇
圏
鼎
測
¶
矧
州
引
引
き
続
き
強
化
す
べ
き
で

あ
る
。
潤
側
劉

Ｔ
Ｉ
列
引
翻
日
副
割
罰
劉
副
利
綱
Ｊ
∃
耐
ｄ
ｄ
「
副
割
割
―こ―
割
洲
引
劇
引

調
割
「
翻
劉
劉
剰
留
剛
劇
同
細
測
副
劉
網
刻
釧
判
日
Ч
劃
剛
１
エー
剌
刻
コ
Ｊ
劃
訓
馴
酬
創
引
柵

完
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
等
の
施
策
を
主
体
的
か
つ
計
画

的
に
実
施
す
る
た
め
、
患
者
等
の
人
権
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
た
上
で
、
地

域
に
お
け
る
発
生
動
向
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
個
別
施
策
層
に
対
す
る
発
生
動
向
調
査
の
実
施

ス
υ
。さ

ら
に
、
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
（以
下

「法
」
と
い
う
。
）
の
理
念
で
あ
る
感
染
症
の
予
防
と
医
療
の
提

こそ

ちiミ

供
を
車
の
両
輪
の
ご
と
く
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
患
者
等

（患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保

有
者

（Ｈ
Ｉ
ｖ
感
染
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
人
権
を
尊
重
し
、
偏
見
や
差
別
を
解

消
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
常
に
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
関
係
者
が
協
力

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
に
応
じ
た
予
防
の
総

合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
関
係
者
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
連
携
し

て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
及
び
教
育
並
び
に
保

健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
等
に
よ
る
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
、

患
者
等
に
対
す
る
人
権
を
尊
重
し
た
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
等
の
観
点
か
ら
新
た
な

取
組
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

第

一　
原
因
の
究
明

一
　

エ
イ
ズ
発
生
動
向
調
査
の
強
化

エ
イ
ズ
発
生
動
向
調
査
は
、
感
染
の
予
防
及
び
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た

め
の
施
策
の
推
進
に
当
た
り
、
最
も
基
本
的
な
事
項
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
及
び
都

道
府
県
等
は
、
患
者
等
の
人
権
及
び
個
人
の
情
報
保
護
に
配
慮
し
た
上
で
、
法
に
基
づ

く
エ
イ
ズ
発
生
動
向
調
査
の
分
析
を
引
き
続
き
強
化
す
る
と
と
も
に
、
患
者
等

へ
の
説

明
と
同
意
の
上
で
行
わ
れ
る
、
病
状
に
変
化
を
生
じ
た
事
項
に
関
す
る
報
告
で
あ
る
任

意
報
告
に
よ
る
情
報
の
分
析
も
引
き
続
き
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
等
の
施
策
を
主
体
的
か
つ
計
画

的
に
実
施
す
る
た
め
、
患
者
等
の
人
権
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
た
上
で
、
地

域
に
お
け
る
発
生
動
向
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
個
別
施
策
層
に
対
す
る
施
策
の
実
施

国
は
、
個
別
施
策
層
に
対
し
て
は
、
人
権
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
た
上
で
、

剌
刻
ヨ
「
社
会
的
背
景
等
を

て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
調
査
研
究
の
結
果
に
つ
い
て

公
開
等
を
行
つ
て
い
く
と
と
も
に
、
迅
速
に
国
の
施
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
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国
は
、
研
究
班
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
協
力
し
、
人
権
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
た

上
で
、
側
刷
捌
劉
劉
倒
劉
馴
刻
翻
刑
罰
謝
馴
劃
劉
「
詞
細
樹
刊
州
網
引
ｄ
Ｊ
日
洲
劃
到

で
あ
る
。

〓
一　
国
際
的
な
発
生
動
向
の
把
握

国
際
交
流
が
活
発
化
し
、
多
く
の
日
本
人
が
海
外
に
長
期
又
は
短
期
間
滞
在
し
て
い

る
と
と
も
に
、
日
本
国
内
に
多
く
の
外
国
人
が
居
住
す
る
よ
う
に
な

つ
た
状
況
に
か
ん

が
み
、
国
は
、
研
究
班
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
協
力
し
、
一栂
外
に
お
け
る
発
生
動
向
を
把
握
し
、

我
が
国

へ
の
影
響
を
事
前
に
推
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四
　
発
生
動
向
調
査
等

の
結
果
の
公
開
及
び
提
供

国
等
は
、
収
集
さ
れ
た
調
査
の
結
果
や
そ
の
分
析
に
関
す
る
情
報
を
、
多
様
な
媒
体

を
通
じ
て
、
広
く
公
開
及
び
提
供
を
行

っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
二
　
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止

一　

基
本
的
考
え
方

後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
は
、
性
感
染
症
と
同
様
に
、
個
人
個
人
の
注
意
深
い
行
動

に
よ
り
、
そ
の
予
防
が
可
能
な
疾
患
で
あ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
現
在
に
お
け

る
最
大
の
感
染
経
路
が
性
的
接
触
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
①
正
し
い
知
識
の
普
及
啓

発
及
び
②
保
健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
を
中
心
と
し
た
予
防
対
策
を

重
点
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
保
健
所
を
こ
れ
ら

の
対
策
の
中
核
と
し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
所
管
地
域
に
お
け
る
発
生
動
向
を
正

確
に
把
握
で
き
る
よ
う
そ
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
性
感
染
症
対
策
と
の
連
携

現
状
で
は
、
最
大
の
感
染
経
路
が
性
的
接
触
で
あ
る
こ
と
、
性
感
染
症
の
罹
患
と
Ｈ

Ｉ
ｖ
感
染
の
関
係
が
深
い
こ
と
等
か
ら
、
予
防
及
び
医
療
の
両
面
に
お
い
て
、
性
感
染

症
対
策
と
Ｈ
Ｉ
ｖ
感
染
対
策
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、

性
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針

（平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
五
号
）

に
基
づ
き
行
わ
れ
る
施
策
と
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
対
策
と
を
連
携
し
て
、
対
策
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
性
感
染
症
の
感
染
予
防
対
策
と
し
て
、　
コ
ン
ド

ー
ム
の
適
切
な
使
用
を
含
め
た
性
感
染
症
の
予
防

の
た
め
の
正
し
い
知
識
の
普
及
啓

発
．
回
翻
鋼
四
『
口
劇
祠
劉
割
「
刷
刻
硼
Ｕ
劉
割
劇
劇
「
悧
Ｎ
Ｊ
ＨＩ
ＩＩ
ｖｌ
湘
卿
側
り
剰
糊
冽
馴
馴
劉
「

る
体
制
を
充
実
す
る
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

〓
一　
そ
の
他
の
感
染
経
路
対
策

薬
物
乱
用
の
う
ち
静
注
薬
物
の
使
用
、
輸
血
、
母
子
感
染
、
医
療
現
場
に
お
け
る
事

故
に
よ
る
偶
発
的
な
感
染
と
い
っ
た
性
的
接
触
以
外
の
感
染
経
路
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
は
引
き
続
き
、
関
係
機
関

（関
係
省
庁
、
保
健
所
等
、
国
立
国
際
医
療
セ
ン
タ

ー
エ
イ
ズ
治
療

・
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

（以
下

「
Ａ
Ｃ
Ｃ
」
と
い
う
。
）、
地
方
ブ
ロ
ッ

あ

る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
も
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
個
別
施
策
層
に
対
し

劉
例
劇
則
劃
謝
劃
司
り
３
引
劇
Ｊ
漏
劇
罰
創
劉
Ｊ
翻
引
コ

と
が
望
ま
し
い
。

〓
一　
国
際
的
な
発
生
動
向
の
把
握

国
際
交
流
が
活
発
化
し
、
多
く
の
日
本
人
が
海
外
に
長
期
又
は
短
期
間
滞
在
し
て
い

る
と
と
も
に
、
日
本
国
内
に
多
く
の
外
国
人
が
居
住
す
る
よ
う
に
な

つ
た
状
況
に
か
ん

が
み
、
海
外
に
お
け
る
発
生
動
向
も
把
握
し
、
我
が
国

へ
の
影
響
を
事
前
に
推
定
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
二
　
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止

．　
基
本
的
考
え
方
測
劇
列
倒

１
　
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
は
、
性
感
染
症
と
同
様
に
、
個
人
個
人
の
注
意
深
い
行

動
に
よ
り
、
そ
の
予
防
が
可
能
な
疾
患
で
あ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
現
在
に

お
け
る
最
大
の
感
染
経
路
が
性
的
接
触
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
①
正
し
い
知
識
の

普
及
啓
発
及
び
②
保
健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
を
中
心
と
し
た
予

防
対
策
を
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
保
健

所
を
こ
れ
ら
の
対
策
の
中
核
と
し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
所
管
地
域
に
お
け
る

発
生
動
向
を
正
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
そ
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

ｚ
つ

。

２
　
普
及
啓
発
に
お
い
て
は
特
に
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
正
し
い
知
識
に
加
え
、
保

健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談

の
利
用
に
係
る
情
報
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
上
で

必
要
な
情
報
等
を
周
知
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
普
及
啓
発
は
、
近
年
の
発
生
動
向
を
踏
ま
え
、
対
象
者
の
実
情
に
応
じ
て

正
確
な
情
報
と
知
識
を
、
分
か
り
や
す
い
内
容
と
効
果
的
な
媒
体
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
個
人
個
人
の
行
動
が
Ｈ
Ｉ
ｖ
に
感
染
す
る
危
険
性
の
低
い
又
は
無

い
も
の
に
変
化
す
る
こ
と

（以
下

「行
動
変
容
」
と
い
う
。
）
を
側
＝
「
引
コ
劉
団
則

し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

３
　
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
感
染
者
が
早
期
に
検
査
を
受
診
し
、
適

切
な
相
談
及
び
医
療
機
関
へ
の
紹
介
を
受
け
る
こ
と
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
み
な
ら
ず
、
感
染
者
個
々
人
の
発
症
又
は
重
症
化
を
防
止
す
る
観
点
か

ら
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

４
　
こ
の
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
保
健
所
等
に
お
け
る
検
査

。
相
談
体
制
の

充
実
を
基
本
と
し
、
検
査

・
相
談
の
機
会
を
、
個
人
個
人
に
対
し
て
行
動
変
容
を
促
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ク
拠
点
病
院
、
中
核
拠
点
病
院
、　
エ
イ
ズ
治
療
拠
点
病
院
等
）
と
連
携
し
、
正
し
い
知

訓
州
ヨ
刷
翻
馴
劉
刈
酬
剃
割
凋
剰
劃
「
洲
列
到
倒
訓
硼
却
脚
Ⅵ
棚
倒
『
ｑ
予
防
措
置
を
強
化
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
Ｊ
刑
「
制
馴
∃
引
創
Ш
劉
捌
矧
ＮＩ
ＧＩ
劇
割
劇
測
例
Ц
ｌ
召

の‐
剣

創
剰
刷
劃
倒
引
創
利
嘲
倒
訓
割
耐
別
創
目
劉
馴
「
劉
Ｊ
川
測
割
割
ヨ
劃
引
到
１

四
　
個
別
施
策
層
に
対
す
る
施
策

の
実
施

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
引
き
続
き
、
個
別
施
策
層

（特
に
、
青
少
年
及
び
Ｍ
Ｓ
Ｍ
）

に
対
し
て
、
人
権
や
社
会
的
背
景
に
最
大
限
配
慮
し
た
き
め
細
か
く
効
果
的
な
施
策
を
、

Ｎ
（
ス
こ
Ｔ
こ
帯
環
し
追
加
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
都
道
府
県
等
は
、
患
者
等
や
個
別
施
策
層
に
属
す
る
者
に
対
し
て
は
、
対
象

者
の
実
情
に
応
じ
て
、
検
査

・
相
談
の
利
用
の
機
会
に
関
す
る
情
報
提
供
に
努
め
る
な

ど
検
査
を
受
け
や
す
く
す
る
た
め
の
特
段
の
配
慮
が
重
要
で
あ
る
。

劃
劉

謝

翻

馴

劃

司

割

Ｊ

冽

曹

酬

淵

瀾

馴

Ｊ

側

劉

引

ヨ

劉
褐

矧

引

Ч

側

劇

罰

引

劉

剥

当

∃

割

「

す
機
会
と
位
置
付
け
、
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
取
組
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

一
一　
性
感
染
症
対
策
と
の
連
携
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

現
状
で
は
、
最
大
の
感
染
経
路
が
性
的
接
触
で
あ
る
こ
と
、
性
感
染
症
の
罹
患
と
Ｈ

Ｉ
Ｖ
感
染
の
関
係
が
深
い
こ
と
等
か
ら
、
予
防
及
び
医
療
の
両
面
に
お
い
て
、
性
感
染

症
対
策
と
Ｈ
Ｉ
ｖ
感
染
対
策
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

性
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針

（平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
五
号
）

に
基
づ
き
行
わ
れ
る
施
策
と
Ｈ
Ｉ
ｖ
感
染
対
策
と
を
連
携
し
て
、
対
策
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
性
感
染
症
の
感
染
予
防
対
策
Ｌ
し
て
、　
コ
ン
ド

ー
ム
の
適
切
な
使
用
を
含
め
た
性
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

〓
一　
そ
の
他
の
感
染
経
路
対
策

静
注
薬
物
の
使
用
、
輸
血
、
母
子
感
染
、
医
療
現
場
に
お
け
る
事
故
に
よ
る
偶
発
的

な
感
染
と
い
っ
た
性
的
接
触
以
外
の
感
染
経
路
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
は
、
引
き

続
き
、
関
係
機
関

（保
健
所
等
に
加
え
、
国
立
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー
エ
イ
ズ
治
療

・
研

究
開
発
セ
ン
タ
ー

（以
下

「
Ａ
Ｃ
Ｃ
」
と
い
う
。
）、　
エ
イ
ズ
治
療
拠
点
病
院
等
）
と
連

携
し
、
予
防
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四
　
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実

１
　
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
基
本
的
な
考
え
方
を
踏
ま
え
、
保
健
所
に
お
け
る
無
料

の
匿
名
に
よ
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
を
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

２
　
具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
等
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
つ
つ
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
、
利
便
性
の
高
い
場
所
と
時
間
帯
に
配
慮
し
た
検
査
や
迅
速
検
査
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
検
査

・
相
談
を
受
け
ら
れ
る
場
所
と
時
間
帯
等
の
周
知
を
行
う

な
ど
、
利
用
の
機
会
の
拡
大
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
都
道
府
県
等
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
検
査

・
相
談
の
実
施
方
法

に
係
る
指
針
や
手
引
き
等

（以
下

「指
針
等
」
と
い
う
。）
を
作
成
等
す
る
と
と
も

に
、各
種
イ
ベ
ン
ト
等
集
客
が
多
く
見
込
ま
れ
る
機
会
を
利
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

検
査

・
相
談
の
利
用
に
係
る
情
報
の
周
知
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３‐
　
劃
ｄ
‐
検
査
受
診
者
の
う
ち
希
望
す
る
者
に
対
し
て
は
、
検
査
の
前
に
相
談
の
機

会
を
設
け
、
必
要
か
つ
十
分
な
情
報
に
基
づ
く
意
思
決
定
の
上
で
検
査
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
検
査
の
結
果
、
陽
性
で
あ
っ
た
者
に
は
、
適
切
な
相
談
及
び
医
療
機
関

へ
の
紹
介
に
よ
る
早
期
治
療

・
発
症
予
防
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
。　
一
方
、
陰
性
で
あ

っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
行
動
変
容
を
促
す
機
会
と
し
て

積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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第
二
　
並
曰
及
啓
発
及
び
教
育

一　

基
本
的
考
え
方

普
及
啓
発
測
到
剃
司
に
お
い
て
は
特
に
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
正
し
い
知
識
に
加

え
、
保
健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
の
利
用
に
係
る
情
報
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る

上
で
必
要
な
情
報
等
を
周
知
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
普
及
啓
発
及
び
教
育
は
、
近
年
の
発
生
動
向
を
踏
ま
え
、
対
象
者
の
実
情
に

応
じ
て
正
確
な
情
報
と
知
識
を
、
分
か
り
や
す
い
内
容
と
効
果
的
な
媒
体
に
よ
り
提
供

す
る
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
個
人
個
人
の
行
動
が
Ｈ
Ｉ
ｖ
に
感
染
す
る
危
険
性
の

低
い
又
は
無
い
も
の
に
変
化
す
る
こ
と

（以
下

「行
動
変
容
」
と
い
う
。）
を
促
進
す

る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
感
染
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
取
り
巻

く
家
庭
、
地
域
、
学
校
及
び
職
場
等

へ
向
け
た
普
及
啓
発
及
び
教
育
に
つ
い
て
も
効
果

的
に
取
り
組
み
、
行
動
変
容
を
起
こ
し
や
す
く
す
る
よ
う
な
環
境
を
醸
成
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

普
及
啓
発
及
び
教
育
を
行
う
方
法
に
つ
い
て
は
、
国
民

一
般
を
対
象
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
。
エ

イ
ズ
に
係
る
情
報
や
正
し
い
知
識
を
提
供
す
る
も
の
と
、
個
別
施
策
層
等
の
対
象
と
な

五
　
個
別
施
策
層
に
対
す
る
施
策
の
実
施

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
引
き
続
き
、
個
別
施
策
層

（特
に
、
青
少
年
及
び
同
性
愛

者
）
に
対
し
て
、
人
権
や
社
会
的
背
景
に
最
大
限
配
慮
し
た
き
め
細
か
く
効
果
的
な
施

策
を
追
加
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
都
道
府
県
等
は
、
患
者
等
や
個
別
施
策
層
に
属
す
る
者
に
対
し
て
は
、
対
象

者
の
実
情
に
応
じ
て
、
検
査

・
相
談
の
利
用
の
機
会
に
関
す
る
情
報
提
供
に
努
め
る
な

ど
検
査
を
受
け
や
す
く
す
る
た
め
の
特
段
の
配
慮
が
重
要
で
あ
る
。
劇
川
‐
ご
理
的
背

景
や
社
会
的
背
景
に
も
十
分
に
配
慮
し
た
相
談
が
必
要
で
あ
り
、
専
門
の
研
修
を
受
け

た
者
に
よ
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
ピ
ア

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（患
者
等
や
個
別
施
策
層

の
当
事
者
に
よ
る
相
互
相
談
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
〉
を
活
用
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ

Ｚ
り
。

一ハ
　
保
健
医
療
相
談
体
制
の
充
実

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
予
防
や
医
療

の
提
供
に
関
す
る
相
談
窓

口

を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
性
感
染
症
に
関
す
る
相
談
、
妊
娠
時
の
相
談
と
い
っ
た
様
々

な
保
健
医
療
相
談
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
個
別
の
施

策
が
必
要
で
あ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
相
談
窓
口
を
増
設
す
る
こ
Ｌ
が
必
要
で
あ
る
‥

ま
た
、
相
談
の
質
的
な
向
上
等
を
図
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
地
域
の
患
者
等

や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
Ｉ

医
療
の
提
供

総
合
的
な
医
療
提
供
体
制
の
確
保

１
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、患
者
等
に
対
す
る
医
療
及
び
施
策
が
更
に
充
実
す
る
よ
う
、

国
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
治
療
の
中
核
的
医
療
機
関
で
あ
る
Ａ
Ｃ
Ｃ
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
拠
点
病
院

及
び
エ
イ
ズ
治
療
拠
点
病
院
の
機
能
ｄ
引
割
例
剖
強
化
す
る
と
と
も
に
、
別
ｄ
ｌこ―
劇

冽
掘
目
翻
置
即
Ш
引
引
訓
訓
ｕ
ｌ
エー劇
引
調
測
鼎
判
日
周
囲
倒
刺
刑
測
鮒
Ⅶ
側
９
劉
刊
倒
―こ―

劇
酬
翻
副
刊
到
剰
翻
劉
期
判
Ч
潮
測
辮
判
倒
倒
国
引
『
剣
―こ１
１
都
道
府
県
内
に
お
け
る

総
合
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築
を
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で

あ

る
。

具
体
的
に
は
、
Ａ
Ｃ
Ｃ
の
支
援
を
原
則
と
し
て
受
け
る
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
拠
点
病
院

が
中
核
拠
点
病
院
を
、
中
核
拠
点
病
院
が
エ
イ
ズ
治
療
拠
点
病
院
を
支
援
す
る
と
い

う
、
各
種
拠
点
病
院
の
役
割
を
明
確
に
し
、
中
核
拠
点
病
院
等
を
中
心
に
、
地
域
に

お
け
る
医
療
水
準
の
向
上
及
び
そ
の
地
域
格
差
の
是
正
を
図
る
と
と
も
に
、　
一
般
の

医
療
機
関
に
お
い
て
も
診
療
機
能
に
応
じ
た
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
な
基
盤
作
り
が
重
要
で
あ
る
。

２
　
ま
た
、
高
度
化
し
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ
治
療
を
支
え
る
た
め
に
は
、
専
門
医
等
の
医
療
従
事

者
が
連
携
し
て
診
療
に
携
わ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
は
、
外
来
診
療
に
お
け
る

_三
|

‐5/16‐



る
層
を
設
定
し
行
動
変
容
を
促
す
も
の
と
が
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
関
心

創

劉

剛

副

劉

珈

呵

劃

酬

月

コ

馴

劇

司

赳

割

則

刷

囲

劇

に
お
再
祈
ヱ
型
木
に
取
″
昴
軍
∵
■
と
が
董
重
象
±
９
２
１
後
者
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
の
年

齢
、
行
動
段
階
等
の
実
情
に
応
じ
た
内
容
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
に
身

近
な
地
方
公
共
団
体
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
連
携
し
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
感
染
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
者
の
み
な
ら
ず
、

我
が
国
に
在
住
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
感
染
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
普
及

で
き
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
と
の
連
携
を
強
化
し
て
、
対
象
者
に
応
じ

た
効
果
的
な
教
育
資
材
を
開
発
す
る
等
に
よ
り
、
具
体
的
な
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
割
刷
調
馴
習
躙
列
劃
到
司
Ч
利
「
到
到
司
剣
句
列
こ‐
ｄ
Ы
コ

要
不
ニ
ア
ヽ
二
ゞ
り
Ｌ
Ｉ
患
者
等
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
実
施
す
る
性
行
動
等
に
お
け
る
感
染
予

防
の
た
め
の
普
及
啓
発
事
業
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

ｚ
つ

。

一
一　
患
者
等
及
び
個
別
施
策
層
に
対
す
る
普
及
啓
発
及
び
教
育
の
強
化

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
患
者
等
及
び
個
別
施
策
層
に
対
す
る
普
及
啓
発
及
び
教

育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
の
機
会
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
を
低
減
さ
せ
る
た
め

に
、
各
個
別
施
策
層
の
社
会
的
背
景
に
即
し
た
具
体
的
な
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
個
別
施
策
層
に
適
し
た
普
及
啓
発
用
資
材
等
を
患
者
等
と

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
共
同
で
開
発
し
、
普
及
啓
発
事
業
を
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特

に
、
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
の
実
情
に
応
じ
た
受
絡
〓
こ
痣
舞
靴
響
Ｌ
？
な
な
る
効
果

的
な
普
及
啓
発
事
業
の
定
着
を
図
る
日
期
に
、
側
翻
調
「
劇
目
翻
翻
剛
悧
劉
副
棚
円
、
企

業
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
を
側
潤
刊
刻
測
列
剰
割
割
到
創
割
ツ
、
Ｉ
Ｊ
ゴ
引
り
例
測
到
引
可
能

と
す
る
職
員
等
の
育
成
に
つ
い
て
も
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

引
コ

ヨ

嘲

劇

劉

刹

Ｊ

樹

圏

劃

劃

則

ヨ

劇

馴

副

日

劃

調

珊

劃

堀

珊

珈

罰

醐

蠅

猫

可
Ｈ

刊

剰

瓢

司

刻

「

日
ｄ
劇
引
ｄ
司

思
決
‐

定
や
行
動

選
択

に
係
る
能
力

に

つ
い
て
形
成
過
程

に
あ
る
青
少

鋼
ｄ
却
割
刻
紺
ヨ
劉
釧
劉
凋
酬
剃
割
翻
翻
川
コ
劉
劉
川
引
剤
「

チ
ー
ム
医
療
、
ケ
ア
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
指
針
等
を
作
成
し
、
良
質
か
つ
適
切
な

医
療
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
患
者
等
に
対
す
る
歯
科
診
療
の
確
保
に
つ
い
て
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
、
各
種
拠
点
病
院
と
診
療
に
協
力
す
る
歯
科
診
療
所
と
の
連
携
を

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
後
は
、
専
門
的
医
療
と
地
元
地
域
で
の

国

園

劉

１

ョ

測

磐

鼎

刊

劃

到

□

剰

劉

翻

ヨ

釧

「

こ
―

引

刷

創

刷

側

日

劉

１

到

冽

磐

慟

刊

劃

剣

０

日

ヨ

倒

Ｊ

矧

劇

糊

能
」
（
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
を
強
化
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

３
　
十
分
な
説
明
と
同
意
に
基
づ
く
医
療
の
推
進

治
療
効
果
を
高
め
る
と
と
も
に
、
感
染
の
拡
大
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
医
療
従

事
者
は
患
者
等
に
対
し
、
十
分
な
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
従
事
者
は
医
療
を
提
供
す
る
に
当
た
り
、
適

切
な
療
養
指
導
を
含
む
十
分
な
説
明
を
行
い
、
患
者
等
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
継

続
的
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
説
明
の
際
に
は
、
患
者
等
の
理
解
を
助
け
る

た
め
、
分
か
り
や
す
い
説
明
資
料
を
用
意
す
る
こ
と
等
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
患
者

等
が
主
治
医
以
外
の
医
師
の
意
見
を
聞
き
、
自
ら
の
意
思
決
定
に
役
立
て
る
こ
と
も

評
価
さ
れ
る
。

４
　
主
要
な
合
併
症
及
び
併
発
症

へ
の
対
応
の
強
化
　
　
　
し
‐
う

Ｈ
Ｉ
ｖ
治
療
そ
の
も
の
の
進
展
に
伴
い
、
結
核
、
悪
性
腫
瘍
等
の
合
併
症
や
肝
炎

等
の
併
発
症
を
有
す
る
患
者
へ
の
治
療
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
引
き
続

き
こ
れ
ら
の
治
療
に
関
す
る
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
の
公
開
等
を
行

っ
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

５
　
情
報
ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
の
整
備

患
者
等
や
医
療
関
係
者
が
、
治
療
方
法
や
主
要
な
合
併
症
及
び
併
発
症
の
早
期
発

見
方
法
等
の
情
報
を
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
に
よ
り
医
療
情
報
を
提
供
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、
診
療
機
関
の
医
療
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
を

期
し
た
上
で
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
診
療
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（Ａ
Ｉ
Ａ

ｅ
ｔ
）
等
の
情

報
網
の
普
及
や
患
者
等
本
人
の
同
意
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
診
療
の
相
互
支
援
の

促
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
医
療
機
関
や
医
療
従
事
者
が
相
互
に

交
流
す
る
こ
と
は
、
医
療
機
関
、
診
療
科
、
職
種
等
を
超
え
た
連
携
を
図
り
、
ひ
い

て
は
、
患
者
等
の
医
療
上
の
必
要
性
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
等
に
つ
な
が
り
有
効

で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

６
　
在
宅
療
養
支
援
体
制
の
整
備

患
者
等
の
療
養
期
間
洲
長
期
化
ｕ
ｄ
Ｊ
ｄ
劉
患
者
等
の
主
体
的
な
療
養
環
境
の
選

択
を
尊
重
す
る
た
め
、
在
宅
の
患
者
等
を
積
極
的
に
支
え
る
体
制
を
整
備
し
て
い
く

剰

州

青
‐

四

引

釧

劃

ゴ

司

測

創

躙

刷

翻

司

副

ョ

「

刊

嘉

∃

割

コ

月

硼

劉

釧

刊

ｄ

剣

刊

ｄ

ｄ

劃

∃

割

倒

剛

「

司

引

翻

Ｊ

∃

∃

∃

れ

日

副

日

割

引

刷

到

引

劉

厠

翻

割
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た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
教
育
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

〓
一　
医
療
従
事
者
等
に
対
す
る
教
育

国
及
び
都
道
府
県
等
に
あ
っ
て
は
、
研
修
会
等
に
よ
り
、
広
く
医
療
従
事
者
等
に
対

し
て
、
最
新
の
医
学
や
医
療
の
教
育
の
み
な
ら
ず
、
患
者
等
の
心
理
や
特
に
個
別
施
策

目
倒
社
会
的
状
況
割
の‐
理
解
―こ‐
倒
す
る
教
育
、
患
者
等
の
個
人
情
報
保
護
測
酬
情
報
管

理
に
関
す
る
教
育
等
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

四
　
関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化

厚
生
労
働
省
は
、
具
体
的
な
普
及
啓
発
事
業
を
展
開
し
て
い
く
上
で
、
文
部
科
学
省

及
び
法
務
省
と
連
携
し
て
、
教
育
及
び
啓
発
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
報
道
機
関
等
を
通
じ
た
積
極
的
な
広
報
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
保
健
所

等
の
窓
口
に
外
国
語
で
説
明
し
た
冊
子
を
備
え
て
お
く
等
の
取
組
を
行
い
、
旅
行
者
や

外
国
人

へ
の
情
報
提
供
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
具
体
的
な
症
例
に

照
し
し
つ
つ
、
患
者
等
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
配
慮
し
て
い
く
よ
う
努
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

７
　
治
療
薬
剤
の
円
滑
な
供
給
確
保

国
は
、
患
者
等
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
治
療
薬
剤
の

円
滑
な
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
内
に
お
い
て
薬
事

法
（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
で
承
認
さ
れ
て
い
る
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
又
は

そ
の
随
伴
症
状
に
対
す
る
効
能
又
は
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
薬
剤
の
中
で
効
果

が
期
待
さ
れ
る
薬
剤
の
医
療
上
必
要
な
適
応
拡
大
を
行
う
と
と
も
に
、
海
外
で
承
認

さ
れ
た
治
療
薬
剤
が
い
ち
早
く
国
内
に
お
い
て
も
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
措

置
を
講
じ
、
海
外
と
の
格
差
を
是
正
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
人
材
の
育
成
及
び
活
用

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
関
す
る
教
育
及
び
研
修
を

受
け
た
人
材
が
、
効
率
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
材
の
育

成
に
よ
る
治
療
水
準
の
向
上
も
重
要
で
あ
明
１
国
及
び
都
道
府
県
は
、
引
き
続
き
、
医

療
従
事
者
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
中
核
拠
点
病
院
の
エ
イ
ズ
治
療
の

質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
地
方
プ
ロ
ッ
ク
拠
点
病
院
等
に
よ
る
出
張
研
修
等
に
よ
り
支

援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

〓
一　
個
別
施
策
層
に
対
す
る
施
策
の
実
施

個
別
施
策
層
に
対
し
て
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
特
性

を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
医
療
関
係
者

へ
の
研
修
、
対
応
手
引
書
の
作
成
等

の
機
会
に
個
別
的
な
対
応
を
考
え
て
い
く
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
個
別
施
策
層
が
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
感
染
の

拡
大
の
抑
制
に
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

各
種
拠
点
病
院
等
に
お
い
て
検
査
や
Ｈ
Ｉ
Ｖ
治
療
に
関
す
る
相
談

（情
報
提
供
を
含

む
。
）
の
機
会
の
増
加
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
外
国
人
に
対
す
る
医
療

へ
の
対
応

に
あ
た
つ
て
は
通
訳
等
の
確
保
に
よ
る
多
言
語
で
の
対
応
の
充
実
等
が
必
要
で
あ
る
。

四
　
日
常
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
強
化

患
者
等
の
療
養
期
間
の
長
期
化
に
伴
い
、
障
害
を
持
ち
な
が
ら
生
活
す
る
者
が
多
く

な
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
障
害
者
施
策
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
専
門
知
識
に
基
づ
く
医

療
社
会
福
祉
相
談
（医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）割
の‐
劇
洲
１
ピ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
患
者
及
び
そ
の
家
族
等
の
日
常

生
活
を
支
援
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
地
域
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
体
制
、
社
会

資
源
の
活
用
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
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第
四
　
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実

一　
基
本
的
考
え
方

ゴ
　
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
感
染
者
が
早
期
に
検
査
を
受
診
し
、
適

切
な
相
談
及
び
医
療
機
関

へ
の
紹
介
を
受
け
る
こ
と
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
み
な
ら
ず
、
感
染
者
個
々
人
の
発
症
又
は
重
症
化
を
防
止
す
る
観
点
か

ら
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

２‐
　
こ
の
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
保
健
所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
体
制
の

充
実
を
基
本
と
し
、
検
査

・
相
談
の
機
会
を
、
個
人
個
人
に
対
し
て
行
動
変
容
を
促

す
機
会
と
位
置
付
け
、
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
取
組
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
創
剤
Ｊ
劃
ヨ
側
倒
∃
劃
悧
劉
「
翻
∃
劉
判
悧
側
創
到
釧
引
Ч
劇
測
例
刻
倒
訓

測
洲
劇
日
翻
翻
叫
創
り
樹
剣
引
割
翻
刻
Ⅵ
Ⅵ
劇
釧
鉗
引
到
劃
引
ｌ
ＮＩ淵
淵
コ
「
剣
嘲
判
例
日

劃
引
、́―
翻
側
劉
剣
¶
コ
刻
日
劃
つ―＝
劇
卿
刊
Ｊ
鼎
引
ｑ
倒
剣
倒
硼
剰
劇
「
渕
劇
釧
創
咽
川
ｄ

強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
検
査

・
相
談
体
制
の
強
化

１
　
回
及
び
都
道
府
県
等
は
、
基
本
的
考
え
方
を
踏
ま
え
、
保
健
所
に
お
け
る
無
料
の

匿
名
に
よ
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
を
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
等
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
つ
つ
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
、
利
便
性
の
高
い
場
所
と
夜
問
―
休
日
等
―
時
間
帯
に
配
慮
し
た
検
査

や
迅
速
検
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
検
査

・
相
談
を
受
け
ら
れ
る
場
所
と
時
間
帯

等
の
周
知
を
行
う
な
ど
、
利
用
の
機
会

の
拡
大
を
促
進
す
る
取
組
を
強
化
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
都
道
府
県
等
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
検
査

・
相
談
の
実
施
方

法
に
係
る
指
針
や
手
引
き
等

（
以
下

「指
針
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
等
す
る
と
と

も
に
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
等
集
客
が
多
く
見
込
ま
れ
る
機
会
を
利
用
す
る
こ
と
等
に
よ

り
、
検
査

・
相
談
の
利
用
に
係
る
情
報
の
周
知
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２‐
　
創
潤
翻
側
翻
「
『
ョ
副
悧
糊
割
引
樹
糊
例
Ч

検
査
受
診
者
の
う
ち
希
望
す
る
者
に
対

し
て
は
、
検
査
の
前
に
相
談
の
機
会
を
設
け
、
必
要
か
つ
十
分
な
情
報
に
基
づ
く
意

思
決
定
の
上
で
検
査
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
検
査
の
結
果
、
陽
性
で
あ
っ
た
者
に
は
、
剌
劇
湘
測
「
珊
相
釧
調
咽
ｇ
到

事
再
〓
当
雲
】
さ
せ
ス
ー
ｔ
ｉ
や
に
―
適
切
な
相
談
及
び
医
療
機
関
へ
の
紹
介
に
よ
る
早

期
治
療

・
発
症
予
防
の
機
会
を
提
供
ｄ
‐
日
瀾
翻
酬
剛
創
ｑ
倒
劇
引
到
謝
ｄ
側
引
こ
と

が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。　
一
方
、
陰
性
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
行
動
変
容
を
促

す
機
会
と
し
て
積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

劃

「

劇

卿

日

到

刹

可

朝

当

引

馴

引

刊

矧

翻

柳

劃

細

劉

箱

調

刻

剃

５

圏

到

倒

翻

謝

「

鼎

邸

劉

０

日

刷

馴

創

利

割

第
四
　
研
究
開
発
の
推
進

一　
研
究
の
充
実

患
者
等

へ
の
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
等
を
充
実
し
て
い
く
た
め
に
は
、
国
及

び
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
研
究
結
果
が
感
染
の
拡
大
の
抑
制
や
よ
り
良
質
か
つ
適
切

な
医
療
の
提
供
に
つ
な
が
る
よ
う
な
研
究
を
行

っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
各
種

治
療
指
針
等
の
作
成
等
の
た
め
の
研
究
は
、
国
に
お
い
て
優
先
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
当
該
研
究
を
行
う
際
に
は
、
感
染
症
の
医
学
的
側
面
や
自
然
科
学
的
側
面
の

み
な
ら
ず
、
社
会
的
側
面
や
政
策
的
側
面
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

一
一　
特
効
薬
等
の
研
究
開
発

国
は
、
特
効
薬
、
フ
ク
チ
ン
、
診
断
法
及
び
検
査
法
の
開
発
に
向
け
た
研
究
を
強
化

す
る
と
と
も
に
、
研
究
目
標
に
つ
い
て
は
戦
略
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
研
究
の
科
学
的
基
盤
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

も
、
関
係
各
方
面
の
若
手
研
究
者
の
参
入
を
促
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

〓
一　
研
究
結
果
の
評
価
及
び
公
開

国
は
、
研
究
の
充
実
を
図
る
た
め
、
研
究
の
結
果
を
的
確
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、

各
結
婚
４
星
Ｉ
災
〓
聖
「
奪
研
究
め
鷺
堂
ρ
蹟
７
ビ
Ｋ
は
，
研
究
の
性
質
に
応
じ
、
公
開
等

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

コ

倒
別
コ
困
曰
躙
翻
馴
Ш
劉
「
潤
謝
劉
剣
川

団
測
り
朝
日
割
則
副
「

人‐翻
判
刹
劉
酬
剖
剥
ｕ
刷
州
颯
り
側
月
渕
「
副
ｄ
引
割

日
∃
例
月
劇
劇
∃
ヨ
側
「
期
刻
引
留
目
日
州
ｕ
刻
淵
側
湖
剛
創
綱
馴
創
個

進
す
る
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
個
別
施
策
層
に
対
し
効
率
的

ｇ

劉

劉

翻

刻

則

¶

剰

劉

Ｊ

到

硼

割

劃

ヨ

割

劉

∃

劇

判

制

副

測

淵

矧

倒

コ

ｄ

『

瑚

測

ヨ

風

劇

則

劃

罰

剛

劃

日

■

ｄ

ｇ

劉

目

割

リ

ヨ

劃

利

ｄ

別

劇

劇

割

剥

引

ョ

剰

引

創

Ｊ

樹

ｇ

目

剰

Ц

剛

引

到

嘲

司

副

∃

側

到

割

国

∃

謝

倒

創

引

細

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
心
理
的
背
景
や
社
会
的
背
景
に
も
十
分
に
配
慮
し
た
相
談
が
必

要
で
あ
り
、
専
門
の
研
修
を
受
け
た
者
に
よ
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
ビ
ア

・
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
（患
者
等
や
個
別
施
策
層
の
当
事
者
に
よ
る
相
互
相
談
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
活
用
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

四
　
保
健
医
療
相
談
体
制
の
充
実

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
川
釧
の‐
剣
制
―こ―
川
ｕ
ｄ
側
側
口
劇
倒
訓
洲
――
ビー
スー
引
倒
側

引
ｄ
ｄ
湖
＝
耐
洲
潮
ヨ
ヨ
Ｊ
鳳
倒
判
川
翻
例
倒
倒
鰍
引
望
劉
剛
刷
期
割
∃
Щ
到
州
到
洲
洲

る
。
ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
予
防
や
医
療
の
提
供
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
維
持
す
る
と

Ｌ
も
に
、
性
感
染
症
に
関
す
る
相
談
、
妊
娠
時
の
相
談
と
い
っ
た
様
々
な
保
健
医
療
相

談
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
個
別
の
施
策
が
必
要
で
あ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
相
談
窓
口
を
増
設
す
る
と

Ｊ
湖
ｄ
列
引
剤
制
割
＝
術
翻
劉
引
劉
∃
例
ｕ
川
相
談
の
質
的
向
上
等
を
図
る
た
め
、
必
要

に
応
じ
て
、
そ
の
地
域
の
患
者
等
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
連
携
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
工
　
医
療
の
提
供

一　
総
合
的
な
医
療
提
供
体
制
の
確
保

ゴ

国
国
割
倒
罰
糊
剰
到

国
及
び
都
道
府
県
は
、患
者
等
に
対
す
る
医
療
及
び
施
策
が
更
に
充
実
す
る
よ
う

国
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
治
療
の
中
核
的
医
療
機
関
で
あ
る
Ａ
Ｃ
Ｃ
、
地
方
プ
ロ
ッ
ク
拠
点
病

劇
例
刻
劇
刑
劇

及
び

エ
イ
ズ
治
療
拠
点
病
院

の
機
能
倒

強
化
ｄ
期
Ｊ

す

る
と
と
も

に
、
悧
翻
洲
ョ
目
倒
日
制
判
、
Ｊ
馴
翻
創
襴
制
「

エ
ー

冽
刻
湘
測
翻
調
同
開
測
０
川
到

湖
劃
圏
劉
四
割
割
洲
翻
劉
円
矧
倒
ｄ
「
割
馴
ヨ
周
湖
馴
卿
Ⅵ
劉
剌
割
劇
馴
Ш
コ
劉
創
測
副
剛
馴
剛
倒

と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
都
道
府
県
内
に
お
け
る
総
合
的
な
医
療
提
供
体
制

の
整
備
を
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
Ａ
Ｃ
Ｃ
の
支
援
を
原
則
と
し
て
受
け
る
地
方
ブ
ロ
ツ
ク
拠
点
病
院

が
中
核
拠
点
病
院
を
、
中
核
拠
点
病
院
が
エ
イ
ズ
治
療
拠
点
病
院
を
支
援
す
る
と
い

う
、
各
種
拠
点
病
院
の
役
割
を
明
確
に
し
つ‐

つ‐
、
Ａ‐
ｃ‐
ｃ‐
測
洲
瑚
冽
列
ロー
ツー
列
測
劇

_]]

国
際
的
な
連
携

諸
外
国
と
の
情
報
交
換
の
推
進

政
府
間
、
研
究
者
間
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
間
の
情
報
交
換
の
機
会
を
拡
大
し
、
感
染
の
予

防
、
治
療
法
の
開
発
、
患
者
等
の
置
か
れ
た
社
会
的
状
況
等
に
関
す
る
国
際
的
な
情
報

交
流
を
推
進
し
、
我
が
国
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
対
策
に
劇
．か
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
国
際
的
な
感
染
拡
大
の
抑
制

へ
の
貢
献

国
は
、
国
連
合
同
エ
イ
ズ
計
画
（Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
へ
の
支
援
、
我
が
国
独
自
の
二
国

間
保
健
医
療
協
力
分
野
に
お
け
る
取
組
の
強
化
等
の
国
際
貢
献
を
推
進
す
べ
き
で
あ

プ
０

。

〓
一　
国
内
施
策
の
た
め
の
ア
ジ
ア
諸
国
等

へ
の
協
力

厚
生
労
働
省
は
、
有
効
な
国
内
施
策
を
講
ず
る
た
め
に
も
、
諸
外
国
に
お
け
る
情
報

を
、
外
務
省
等
と
連
携
し
つ
つ
収
集
す
る
と
と
も
に
、
諸
外
国
に
お
け
る
感
染
の
拡
大

の
抑
制
や
患
者
等
に
対
す
る
適
切
な
医
療
の
提
供
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
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病
岸
バ
叢
蒼
ｒ
寛
澤
場
の
下
、
中
核
拠
点
病
院
等
を
中
心
に
、
地
域
に
お
け
る
医
療
水

準
の
向
上
及
び
そ
の
地
域
格
差
の
是
正
を
図
る
と
と
も
に
、　
一
般
の
医
療
機
関
に
お

い
て
も
診
療
機
能
に
応
じ
た
患
者
主
体
の
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
が
居
住
地
で
安
心

し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
基
盤
作
り
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク

拠
点
病
院
、
中
核
拠
点
病
院
、　
エ
イ
ズ
治
療
拠
点
病
院
及
び
地
域
の
診
療
所
等
の
連

め
、
相
互
の
研
修
等
に
よ
り
診
療
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

都
道
府
県
等
が
設
置
す
る
推
進
協
議
会
等
に
お
い
て
、
各
種
拠
点
病
院
に
お
け
る
医

劇
相
割
コ
刊
剣
ｑ
割
剌
劇
劇
コ
側
馴
劇
洲
画
翻
劇
鮒
０
周
劃
日
湘
瓢
硼
ｑ
「
倒
幻
副
翻
闘
Ⅵ
引
刻

ら
ず
担
当
診
療
科
を
中
心
と
し
た
各
種
拠
点
病
院
と
し
て
の
医
療
提
供
体
制
の
維
持

『

副

剰

邸

当

州

帽

冽

湘

割

訓

判

割

到

樹

測

罰

劉

到

劃

刊

劉

ヨ

あ
る
。

２
　
医
療
連
携
体
制

の
強
化

高
度
化
し
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ
治
療
を
支
え
る
た
め
に
は
、
医

化
を
進
め
る

べ
く
専
門
医
等
の
医
療
従
事
者
が
連
携
し
て
診
療
に
携
わ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

国
は
、
外
来
診
療
に
お
け
る
チ
ー
ム
医
療
、
ケ
ア
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
指
針
竿
を

作
成
し
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
取
組
の
強
化
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
劉
冽
倒
『
劃
訓
Щ
倒
国
劇
ｄ
皿
∃
翻
翻
剰
洲
潤
翻
割
日
劉
＝
川
「
到
州
り
倒
川

サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
等
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
い
の

「各
種
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及

び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
を
確
保
す
る
た
め
の
機
能
」
（以
下

「
コ
ー
デ
イ
ネ
ー

Ⅵ

到

「

副

「

ゴ

日

コ

劉

国

刃

ｇ

例

嘲

列

響

劉

国

樹

劃

翻

点
病
院

へ
の
配
置
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
都
道
府
県
等
は
、
中
核
拠
点

回

劉

劃

易

ｇ

日

曇

劉

ヨ

測

例

Ｊ

翻

到

歯
‐

創

翻

劉

副

剛

倒

回

馴

割

調

創

剛

ｑ

＝

馴

回

創

劇

ヨ

引

劇

湘

割

国

周

悧

瑚

訓
劇
翻
劉
副
別
製
圏
慟
棚
列
ｑ
羽
剰
引
囲
ぷ
測
列
剰
割
割
到
＝
例
剣
＝
「
日
１
患
者
等
に

対
す
る
歯
科
診
療
の
確
保
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
拠

点
病
院
及
び
中
核
拠
点
病
院
相
互
の
連
携
に
よ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
下
、
各

種
拠
点
病
院
と
診
療
に
協
力
す
る
歯
科
診
療
所
と
の
連
携
体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
点
著
撃
べ
癬
万
ふ
ど
岳
嵐
塾
悟
第
偉
輝
至
■
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３
　
十
分
な
説
明
と
同
意
に
基
づ
く
医
療
の
推
進

治
療
効
果
を
高
め
る
と
と
も
に
、
感
染
の
拡
大
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
医
療
従

事
者
は
患
者
等
に
対
し
、
十
分
な
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
従
事
者
は
医
療
を
提
供
す
る
に
当
た
り
、
適

切
な
療
養
指
導
を
含
む
十
分
な
説
明
を
行
い
、
患
者
等
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
継

続
的
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
説
明
の
際
に
は
、
患
者
等
の
理
解
を
助
け
る

た
め
、
分
か
り
や
す
い
説
明
資
料
を
用
意
す
る
こ
と
等
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
患
者

等
が
主
治
医
以
外
の
医
師
の
意
見
を
聞
き
、
自
ら
の
意
思
決
定
に
役
立
て
る
こ
と
も

と
人
的
交
流
が
盛
ん
な
ア
ジ
ア
諸
国
等
に
対
し
積
極
的
な
国
際
協
力
を
進
め
る
上
で
、

外
務
省
等
と
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
。
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評
価
さ
れ
る
。

主
要
な
合
併
症
及
び
併
発
症

へ
の
対
応
の
強
化
　
　
　
し
‐
う

Ｈ
Ｉ
Ｖ
治
療
そ
の
も
の
の
進
展
に
伴
い
、
結
核
、
悪
性
腫
瘍
等
の
合
併
症
や
肝
炎

等
の
併
発
症
及
び
抗
Ｈ
ｉ
Ｖ
薬
の
投
与
に
よ
る
有
害
事
象
等
を
有
す
る
患
者

へ
の
治

療
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
治
療
に
関
す
る
研
究
を

行
い
、
そ
の
成
果
の
公
開
等
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
肝
炎
ウ
ィ

ノレ‐
ス‐
川
淵
割
剰
馴
翻
褐
ｕ
引
堕
∃
割
個
Ц
川
用
洲
「
耐
翻
劉
創
期
釧
引
割
期
留
側
『
引
創

ｄ
劉
相
相
「
潮
劉
倒
翻
赳
鳳
ｑ
劃
ｑ
ｑ
コ
矧
測
酬
劇
例
剰
脚
「
翻
劉
剰
躙
釧
倒
矧
「
国
厠

に
お
い
て
も
専
門
と
す
る
診
療
科
間
の
連
携
が
重
要
で
あ
り
、
今
後
当
該
研
究
の
み

潤
引
劉
劇
層
綱
コ
割
蹟
創
＝
州
ｑ
利
Ч
「
Ы
州
個
鋼
瀾
刊
司
瓢
冒
割
劉
劃
例
ｑ
■
ヨ
ロ
ー

湘
瀾
潤
測
「
洲
螂
州
剛
到
倒
ｄ
創
引
刻
劃
劉
側
日
綱
Ч
「
国
１
謝
酬
劃
瑚
到
響
劉
剛
相
側
国

学
的
介
入
に
よ
る
治
療
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
精
神
科
担
当
の
医
療
従
事
者

し

て
は
、
Ｈ
Ｉ

Ｖ
診
療

に

つ
い
て

の
研
修
等
を
実

施
す
る

こ
と

が

重
要

で
あ

る

情
報
ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
の
整
備

患
者
等
や
医
療
関
係
者
が
、
治
療
方
法
や
主
要
な
合
併
症
及
び
併
発
症
の
早
期
発

見
方
法
等
の
情
報
を
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
フ
ア
ク
シ

ミ
リ
に
よ
り
医
療
情
報
を
提
供
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、
診
療
機
関
の
医
療
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
を

期
し
た
上
で
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
診
療
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（Ａ
ｌ

ｎ
ｅ
ｔ
）
等
の
情

報
網
の
普
及
や
患
者
等
本
人
の
同
意
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
診
療
の
相
互
支
援
の

促
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
医
療
機
関
や
医
療
従
事
者
が
相
互
に

交
流
す
る
こ
と
は
、
医
療
機
関
、
診
療
科
、
職
種
等
を
超
え
た
連
携
を
図
り
、
ひ
い

て
は
、
患
者
等
の
医
療
上
の
必
要
性
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
等
に
つ
な
が
り
有
効

で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

長
期
療
養

・
在
宅
療
養
支
援
体
制
の
整
備

患
者
等
の
療
養
期
間
ｑ
長
期
化
Ц
州
劇
１
患
者
等
の
主
体
的
な
療
養
環
境
の
選
択

を
尊
重
す
る
た
め
、
長
期
療
養

。
在
宅
療
養
の
患
者
等
を
積
極
的
に
支
え
る
体
制
整

備
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、

具
体
的
な
症
例
に
照
ら
し
つ
つ
、
患
者
等
の
長
期
療
養

・
在
宅
療
養
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
に
配
慮
し
て
い
く
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

に
あ

つ
て

割

棚

割

Ⅱ

ｄ

判

劇

判

列

嘲

列

智

周

囲

倒

引

蜘

ヨ

倒

劉

測

測

携
に
よ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
下
、
連
絡
協
議
会
等
に
お
い
て
、
各
種
拠
点
病

嘲

刷

凶

品

割

劃

日

劇

到

測

冒

割

剰

判

１

３

同

国

側

冒

側

期
病
院
と
の
連
携
体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

治
療
薬
剤
の
円
滑
な
供
給
確
保

国
は
、
患
者
等
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
治
療
薬
剤
の
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円
滑
な
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
内
に
お
い
て
薬
事

法
（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
で
承
認
さ
れ
て
い
る
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
又
は

そ
の
随
伴
症
状
に
対
す
る
効
能
又
は
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
薬
剤
の
中
で
効
果

が
期
待
さ
れ
る
薬
剤
の
医
療
上
必
要
な
適
応
拡
大
を
行
う
と
と
も
に
、
海
外
で
承
認

さ
れ
た
治
療
薬
剤
が
い
ち
早
く
国
内
に
お
い
て
も
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
措

置
を
講
じ
、
海
外
と
の
格
差
を
是
正
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
人
材
の
育
成
及
び
活
用

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
関
す
る
教
育
及
び
研
修
を

受
け
、
翻
馴
劉
馴
別
目
日
「
釧
列
引
劉
引
創
劉
列
刈
割
湘
網
Ｕ
Ч
到
耐
冽
翻
悧
明
ｕ
却
欄
釧
Ｈ
引
到
人

材
を
育
成
し
、
効
率
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
材
の
育
成
に

よ
る
治
療
水
準
の
向
上
も
重
要
で
あ
る
。
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
引
き
続
き
、
医
療

従
事
者
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
中
核
拠
点
病
院
及
び
エ
イ
ズ
治
療
拠

点
病
院
の
エ
イ
ズ
治
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
拠
点
病
院
等
に
よ

る
出
張
研
修
等
に
よ
り
効
臭
的
な
爺
巖
峰
〒
７
界
匹
ｒ
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
劃
刑
刊
翻
淵
矧
到
刊
４
劉
型
国
倒
慟
「
明
ｑ
刷
劃
ｑ
ｌ
呵
例
側
劇
周
囲
同
到
＝

ｄ
測
劃
‐―
劃
引
劃
劇
川
И
訓
ン‐
劉
利
「
割
馴
晰
別
「
到
馴
固
剖
湖
瀾
刊
剛
付
劃
釧
謝
Ш
制
州
倒

研
修
を
強
化
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

〓
一　
個
別
施
策
層
に
対
す
る
施
策
の
実
施

個
別
施
策
層
に
対
し
て
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
特
性

を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
医
療
関
係
者

へ
の
研
修
、
対
応
手
引
書
の
作
成
等

の
機
会
に
個
別
的
な
対
応
を
考
え
て
い
く
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
個
別
施
策
層
が
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
感
染
の

拡
大
の
抑
制
に
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
割
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
、
各
種
拠
点
病
院
等
に
お
い
て
検
査
や
Ｈ
Ｉ
Ｖ
治
療
に
関
す
る
相
談

（情
報
提
供
を

含
む
。）
の
機
会
の
拡
十
べ

の
読
石
獄
窒
甲
化
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
外
国
人
に
対

す
る
医
療

へ
の
対
応
に
あ
た
っ
て
は
．
酬
当
「
副
糊
「
∃
側
劉
倒
判
劃
倒
呵
劉
到
「
国
劇

釧
引
――
洲
列
「
日
鼎
謝
留
日
四
劉
劇
呵
洲
劃
劇
ｄ
ョ
列
凋
刑
測
「
劃
引
Ｊ
日
鼎
コ
刊
司
口
川

刊
剌
利
樹
躙
自
引
劉
引
到
劃
劃
Ы
ｄ
「
ｄ
川
渕
日
「
劇
剛
利
Ц
ｌ
通
訳
等
の
確
保
に
よ
る
多

言
語
で
の
対
応
の
充
実
等
が
必
要
で
あ
る
。

四
　
日
常
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
保
健
医
療

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
強
化

患
者
等
の
療
養
期
間
の
長
期
化
に
伴
い
、
障
害
を
持
ち
な
が
ら
生
活
す
る
者
が
多
く

な
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
障
害
者
施
策
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、

専
門
知
識
に
基
づ
く
医
療
社
会
福
祉
相
談
（医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）や
ピ
ア
・
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
割
洲
網
脚
胤
悧
側
「
引
例
川
ｄ
刊
副
日
翻
翻
刷
矧
判
瑚
湖
剤
洲
淵
冽
「
日
欄
列
ｕ

た
圧
洋
彙
伸
談
支
繕
檎
当
イ
ロ
グ
ラ
ス
■
■
輩
準
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
―
■
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イ
ズ
治
療
拠
点
病
院
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
構
築
の
た
め
の
研
修
等
の
機
会
の
提
供
等

も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
患
者
及
び
そ
の
家
族
等
の
日
常
生
活
を
支
援
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
、
そ
の
地
域
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
体
制
、
社
会
資
源
の
活
用
等
に
つ
い
て
の

情
報
を
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

研
究
開
発
の
推
進

研
究
の
充
実

患
者
等

へ
の
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
等
を
充
実
し
て
い
く
た
め
に
は
、
国
及

び
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
研
究
結
果
が
感
染
の
拡
大
の
抑
制
や
よ
り
良
質
か
つ
適
切

な
医
療
の
提
供
に
つ
な
が
る
よ
う
な
研
究
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
各
種

治
療
指
針
等
の
作
成
等
の
た
め
の
研
究
は
、
国
に
お
い
て
優
先
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
当
該
研
究
を
行
う
際
に
は
、
感
染
症
の
医
学
的
側
面
や
自
然
科
学
的
側
面
の

み
な
ら
ず
、
社
会
的
側
面
や
政
策
的
側
面
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

劃

到

硼

謝

冽

馴

冽

罰

劉

劇

日

『

覇

劃

剖

Ｊ

馴

ョ

Ｊ

引

劉

謝

劇

洲

鋼

刹

劉

翻

赳

劃

劉

到

コ

当

ヨ

劃

「

ま―

「

引

翻

測

ｄ

呵

エ
ー

翻

剰

劃

副

劉

ｇ

利

刺

目

劉

剣

「

硼

冽

洲

酬

日

創

劉

対
策
を
示
す
研
究
、
特
に
個
別
施
策
層
に
あ
つ
て
は
、
人
権
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に

し
た
上
で
、
追
加
的
に
言
語
、
文
化
、
知
識
、
心
理
、
態
度
、
行
動
、
性
的
指
向

創
剛
劇
劉
「
引
訓
割
刷
副
倒
引
煽
ヨ
馴
響
コ
翻
到
創
副
引
り
当

側
劉
「
ゴ
∃
倒
翻
割
国
劃
倒
創
闊
Ｊ
州
ｄ
制
劇
到
Ч

効‐
利
剛
州

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
と
り
わ
け
、
患
者
等
の
う
ち
大
き
な
割
合
を
占
め
る

Ｍ
Ｓ
Ｍ
に
対
し
て
の
調
査
研
究
は
重
要
で
あ
る
。

併
せ
て
、
長
期
的
展
望
に
立
ち
、
継
続
性
の
あ
る
研
究
を
行
う
た
め
に
は
、
若
手
研

究
者
の
育
成
は
重
要
で
あ
る
。

一
一　
特
効
薬
等
の
研
究
開
発

国
は
、
特
効
薬
、
フ
ク
チ
ン
、
診
断
法
及
び
検
査
法
の
開
発
に
向
け
た
研
究
を
強
化

す
る
と
と
も
に
、
研
究
目
標
に
つ
い
て
は
戦
略
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
研
究
の
科
学
的
基
盤
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

も
、
関
係
各
方
面
の
着
手
研
究
者
の
参
入
を
促
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

〓
一　
研
究
結
果
の
評
価
及
び
公
開

国
は
、
研
究
の
充
実
を
図
る
た
め
、
各
種
指
針
等
を
含
む
調
査
研
究
の
結
果
に
つ
い

て
は
、
学
識
者
に
よ
る
客
観
的
な
評
価
等
に
よ
り
的
確
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、
研
究

の
性
質
に
応
じ
、
公
開
等
を
行
い
、
幅
広
く
患
者
等
か
ら
の
意
見
も
参
考
と
す
べ
き
で

あ
る
。

第
七
　
国
際
的
な
連
携

第
六
　
人
権
の
尊
重

一　
人
権
の
擁
護
及
び
個
人
情
報
の
保
護

保
健
所
、
医
療
機
関
、
医
療
保
険
事
務
担
当
部
門
、
障
害
者
施
策
担
当
部
門
等
に
お

い
て
は
、
人
権
の
尊
重
及
び
個
人
情
報
の
保
護
を
徹
底
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
所

要
の
研
修
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
人
権
や
個
人
情
報
の
侵
害
に
対
す
る
相
談

方
法
や
相
談
窓
口
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
相
談
に

当
た
つ
て
は
、
専
用
の
相
談
室
を
整
備
す
る
等
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
措
置
が
必
要

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
報
道
機
関
に
は
、
患
者
等
の
人
権
擁
護
や
個
人
情
報
保
護
の
観
点

に
立
っ
た
報
道
姿
勢
が
期
待
さ
れ
る
。

一
一　
偏
見
や
差
別
の
撤
廃

へ
の
努
力

患
者
等
の
就
学
や
就
労
を
始
め
と
す
る
社
会
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
患
者
等
の

個
人
の
人
権
の
尊
重
及
び
福
利
の
向
上
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の
感
染
に
関
す
る
正

し
い
知
識
や
患
者
等
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
個
人
や
社
会
全

体
に
お
い
て
、
知
識
や
理
解
が
深
ま
る
こ
と
は
、
個
人
個
人
の
行
動
に
変
化
を
も
た
ら

し
、
感
染
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
た
め
、

厚
生
労
働
省
は
、
文
部
科
学
省
、
法
務
省
等
の
関
連
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
と
と
も
に

「人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十

七
号
）
第
七
条
に
基
づ
く
人
権
教
育

・
啓
発
に
関
す
る
基
本
計
画
を
踏
ま
え
た
人
権
教

育

・
啓
発
事
業
と
連
携
し
、
患
者
等
や
個
別
施
策
層
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
の
撤
廃
の

た
め
の
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
偏
見
や
差
別
の
撤
廃
に
向
け
て

の
具
体
的
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
学
校
や
職
場
に
お
け
る
偏

見
や
差
別
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
川
司
同
国
、
引
樹
劉
劉
判
―こ―
川
ｕ
ｄ
ｌ
事
例
研

究
や
相
談
窓
口
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

〓
一　
個
人
を
尊
重
し
た
十
分
な
説
明
と
同
意
に
基
づ
く
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
検
査
、
診
療
、
相
談
、
調
査
等
の
保
健
医
療
サ

ー
ビ
ス
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
利
用
者
及
び
患
者
等
に
説
明
と
同
意
に
基
づ
く
保
健
医

療
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
希
望
す
る
者
に

対
し
て
は
容
易
に
相
談
の
機
会
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
七
　
普
及
啓
発
及
び
教
育
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一　
諸
外
国
と
の
情
報
交
換
の
推
進

国
劇
１
政
府
間
、
研
究
者
間
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
間
の
情
報
交
換
の
機
会
を
拡
大
し
、
感

染
の
予
防
、
治
療
法
の
開
発
、
患
者
等
の
置
か
れ
た
社
会
的
状
況
等
に
関
す
る
国
際
的

な
情
報
交
流
を
推
進
し
、
我
が
国
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
対
策
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

一う
。

一
一　
国
際
的
な
感
染
拡
大
の
抑
制

へ
の
貢
献

国
は
、
国
連
合
同
エ
イ
ズ
計
画
（Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
へ
の
支
援
、
我
が
国
独
自
の
二
国

間
保
健
医
療
協
力
分
野
に
お
け
る
取
組
の
強
化
等
の
国
際
貢
献
を
推
進
す
べ
き
で
あ

プハ）
。

〓
一　
国
内
施
策
の
た
め
の
ア
ジ
ア
諸
国
等

へ
の
協
力

厚
生
労
働
省
は
、
有
効
な
国
内
施
策
を
講
ず
る
た
め
に
も
、
諸
外
国
に
お
け
る
情
報

を
、
外
務
省
等
と
連
携
し
つ
つ
収
集
す
る
と
と
も
に
、
諸
外
国
に
お
け
る
感
染
の
拡
大

の
抑
制
や
患
者
等
に
対
す
る
適
切
な
医
療
の
提
供
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国

と
人
的
交
流
が
盛
ん
な
ア
ジ
ア
諸
国
等
に
対
し
積
極
的
な
国
際
協
力
を
進
め
る
上
で
、

外
務
省
等
と
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
。

一　
基
本
的
考
え
方
及
び
取
組

ゴ

割
馴
劉
翻
劉
剃
司
Ч
酬
ｄ
州
Ｊ
州
渕
瑠
引
劃
馴
引
劇
劇
利
利
Л
、
同

人
個
人
の
行
動
変
蓉
荘
葎
牙
ｉ
ア
素
霧
筆
考
Ｆ
あ
リ
ー
感
染
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
家
庭
、
地
域
、
学
校
及
び
職
場
等

へ
向

け
た
普
及
啓
発
及
び
教
育
に
つ
い
て
も
取
り
組
み
、
行
動
変
容
を
起
こ
し
や
す
く
す

る
よ
う
な
環
境
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

２
　
ま
た
、
普
及
啓
発
及
び
教
育
を
行
う
方
法
に
つ
い
て
は
、
国
民

一
般
を
対
象
に
Ｈ

Ｉ
Ｖ

・
エ
イ
ズ
に
係
る
情
報
や
正
し
い
知
識
を
提
供
す
る
も
の
と
、
個
別
施
策
層
等

の
対
象
と
な
る
層
を
設
定
し
行
動
変
容
を
促
す
も
の
と
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

対
象
者
の
年
齢
、
行
動
段
階
等
の
実
情
に
応
じ
た
内
容
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
住
民
に
身
近
な
地
方
公
共
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ

る
。

３
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、感
染
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
者
の
み
な
ら
ず
、

我
が
国
に
在
住
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
感
染
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
普

及
で
き
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
と
の
連
携
を
強
化
し
て
、
対
象
者
に

応
じ
た
効
果
的
な
教
育
資
材
を
開
発
す
る
等
に
よ
り
、
具
体
的
な
普
及
啓
発
活
動
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
患
者
等
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
実
施
す
る
性
行
動
等
に

お
け
る
感
染
予
防
の
た
め
の
普
及
啓
発
事
業
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
支
援
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二
　
患
者
等
及
び
個
別
施
策
層
に
対
す
る
普
及
啓
発
の
強
化

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
患
者
等
及
び
個
別
施
策
層
に
対
す
る
普
及
啓
発
及
び
教

育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
の
機
会
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
を
低
減
さ
せ
る
た
め

に
、
各
個
別
施
策
層
の
社
会
的
背
景
に
即
し
た
具
体
的
な
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
個
別
施
策
層
に
適
し
た
普
及
啓
発
用
資
材
等
を
患
者
等
と

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
共
同
で
開
発
し
、
普
及
啓
発
事
業
を
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特

に
、
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
の
実
情
に
応
じ
た
効
果
的
な
普
及
啓
発
事
業
の
定
着
を

図
る
日
ｄ
ｕ
に
、
刻
剖
割
副
ヨ
劃
訓
日
劉
剛
倒
剖
、
企
業
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
を
可
能

と
す
る
職
員
等
の
育
成
に
つ
い
て
も
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

〓
一　
医
療
従
事
者
等
に
対
す
る
教
育

研
修
会
等
に
よ
り
、
広
く
医
療
従
事
者
等
に
対
し
て
、
最
新
の
医
学
や
医
療
の
教
育

の
み
な
ら
ず
、
患
者
等
の
心
理
や
社
会
的
状
況
を
理
解
す
る
た
め
の
教
育
、
患
者
等
の

個
人
情
報
の
保
護
を
含
む
情
報
管
理
に
関
す
る
教
育
等
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

四
　
関
係
機
関
と
の
連
携

の
強
化

厚
生
労
働
省
は
、
具
体
的
な
普
及
啓
発
事
業
を
展
開
し
て
い
く
上
で
、
文
部
科
学
省
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人
権
の
尊
重

人
権
の
擁
護
及
び
個
人
情
報
の
保
護

保
健
所
、
医
療
機
関
、
医
療
保
険
事
務
担
当
部
門
、
障
害
者
施
策
担
当
部
門
等
に
お

い
て
は
、
人
権
の
尊
重
及
び
個
人
情
報
の
保
護
を
徹
底
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
所

要
の
研
修
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
人
権
や
個
人
情
報
の
侵
害
に
対
す
る
相
談

方
法
や
相
談
窓
国
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
相
談
に

当
た

つ
て
は
、
専
用
の
相
談
室
を
整
備
す
る
等
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
措
置
が
必
要

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
報
道
機
関
に
は
、
患
者
等
の
人
権
擁
護
や
個
人
情
報
保
護
の
観
点

に
立

っ
た
報
道
姿
勢
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
ｉ
下
事
雌
駅
ツ
舞
―
押
球
雰
］
ド
企
業
の
採
用

担
当
窓
口
及
び
企
業
内
に
お
い
て
も
、
人
権
の
尊
重
及
び
個
人
情
報
の
保
護
を
徹
底
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
一　
偏
見
や
差
別
の
撤
廃

へ
の
努
力

患
者
等
の
就
学
や
就
労
を
始
め
と
す
る
社
会
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
患
者
等
の

個
人
の
人
権
の
尊
重
及
び
福
利
の
向
上
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の
感
染
に
関
す
る
正

し
い
知
識
や
患
者
等
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
個
人
や
社
会
全

体
に
お
い
て
、
知
識
や
理
解
が
深
ま
る
こ
と
は
、
個
人
個
人
の
行
動
に
変
化
を
も
た
ら

し
、
感
染
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

，」
の
た
め
、

厚
生
労
働
省
は
、
文
部
科
学
省
、
法
務
省
等
の
関
連
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携

を
強
化
し
、
「人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（平
成
十
二
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
第
七
条
に
基
づ
く
人
権
教
育

・
啓
発
に
関
す
る
基
本
計
画
を
踏
ま
え

た
人
権
教
育

・
啓
発
事
業
と
連
携
し
、
患
者
等
や
個
別
施
策
層
に
対
す
る
偏
見
や
差
別

の
撤
廃
の
た
め
の
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
偏
見
や
差
別
の
撤
廃

に
向
け
て
の
具
体
的
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
制
剖
割
Ш
倒
刑
馴
引
引
司
綱
引
「
翻
幽
創
劃
Ｎ
Ч
Ｊ
細
倒
創
ｕ
劉
倒

き
続
け
る
た
め
に
、
学
校
や
職
場
に
お
け
る
偏
見
や
差
別
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る

ヽ

現
場
や
学
校
、
企
業
等
に
対
し
て
広
く
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症

へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
人

相
副
劃
引
欄
Ｊ
引
ｄ
ｄ
ｄ
Ы
日
１
事
例
研
究
や
相
談
窓
口
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

〓
一　
個
人
を
尊
重
し
た
十
分
な
説
明
と
同
意
に
基
づ
く
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

Ｈ
Ｉ
ｖ
感
染
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
検
査
、
診
療
、
相
談
、
調
査
等
の
保
健
医
療
サ

及
び
法
務
省
と
連
携
し
て
、
教
育
及
び
啓
発
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
報
道
機
関
等
を
通
じ
た
積
極
的
な
広
報
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
保
健
所

等
の
窓
口
に
外
国
語
で
説
明
し
た
冊
子
を
備
え
て
お
く
等
の
取
組
を
行
い
、
旅
行
者
や

外
国
人

へ
の
情
報
提
供
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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―
ビ
ス
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
利
用
者
及
び
患
者
等
に
説
明
と
同
意
に
基
づ
く
保
健
医

療
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
希
望
す
る
者
に

対
し
て
は
容
易
に
相
談
の
機
会
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
保
健
所
や
医
療
機
関
を
含
む
関
係

機
関
Ｌ

Ｎ
こ
あ
星
薬
雀
暉
悌
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

施
策
の
評
価
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携

施
策
の
評
価

厚
生
労
働
省
は
、
関
係
省
庁
間
連
絡
会
議
の
場
等
を
活
用
し
、
関
係
省
庁
及
び
地
方

公
共
団
体
が
講
じ
て
い
る
施
策
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
定
期
的
に
報
告
、
調
整
等
を

行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
総
合
的
な
エ
イ
ズ
対
策
を
実
施
す
る
べ
く
、
関
係
省
庁
の
連
携

を
よ
り

一
層
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
感
染
症
予
防
計
画
等
の
策
定
又
は
見
直
し
を
行
う
際
に
は
、

重
点
的
か
つ
計
画
的
に
偏
り
な
く
進
め
る
べ
き
①
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
、
②
保
健

所
等
に
お
け
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
及
び
③
医
療
提
供
体
制
の
確
保
等
に
関
し
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
施
策
目
標
等
を
設
定
し
、
実
施
状
況
等
を
複
数
年
に
わ
た
り
評

価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
施
策
の
目
標
等
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、

定
量
的
な
指
標
に
基
づ
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
域
の
実
情
及
び
施

策
の
性
質
等
に
応
じ
て
、
定
性
的
な
日
標
を
設
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
国
は
、
国
や
都
道
府
県
等

が
実
施
す
る
施
策

の
実
施
状
況
等
を

モ

ニ
タ
リ

ン

グ

し
、
ｄ
倒
制
剰

を
定
期
的

に
情
報
提
供
引
劉
ｄ
ｄ
Ы

Ｉこ―
、
回
剰
引
訓
柵
日
「
＝
判
劉
呵

応
ｉ
千
島
至
重
■
０
１
感
染
者

・
患
者

の
数
が
全
国
水
準
よ
り
高

い
な
ど

の
地
域
に
対
し

て
は
、

所
要

の
技
術
的
助
言
等
を
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
研
究
班
に
よ
り

矧
引
測
悧
網
劉
劃
倒
倒
鮒
割
∃
回
剖
硼
矧
劇
ヨ
当
嗣
日
期
判
到
Ⅵ
劇
釧
劇
引
到
劃
列
１
患
者

等
、
医
療
関
係
者
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等

の
関
係
者
と
定
期
的
に
意
見
を
交
換
す

べ
き

で
あ

る
。

一
一　
倒
硼
刻
列
ｌ

Ｎ
Ｇ
ｏ
等
と

の
連
携

県
等
は
、
総
合
的
な

エ
イ
ズ
対
策
を
実
施
す
る
際
に

Ｎ
こ
Λ
こ
■
負
〕
輝
携
が
量
薫
煮
ツ
Ъ
二
年
に
―
個
別
施
策
層
を
対
象
と
す
る
各
種
施
策
を

実
施
す
る
際
に
は
、
各
研
究
班
Ｉ
Ｎ
Ｇ
ｏ
等
″
鳥
麟
里
リ
ーこ
連
燿
竿
４
２
■
と
が
書
書
〓
ド
め

明
ｌ
ｄ
洲
硼
柵
期
劇
倒
躙
引
釧
刊
側
翻
到
司
Ц
嘲
１
ま
た
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
情
報
を
、
地
方

公
共
団
体
に
提
供
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
Ы
望
ま
れ
る
。

劃
剣
Ｊ
劇
馴
習
督
劉
『
劃
珊
ョ
ロ
引
釧
剣
覇
測
冒
劇
割

刻
樹

劉

引

馴

劉

測

樹

倒

劇

日

亦

Ｊ

樹

馴

瓢

判

到

到

ョ

要
で
あ
る
。

第
八
　
施
策
の
評
価
及
び
関
係
機
関
と
の
新
た
な
連
携

一　
施
策
の
評
価

厚
生
労
働
省
は
、
関
係
省
庁
間
連
絡
会
議
の
場
等
を
活
用
し
、
関
係
省
庁
及
び
地
方

公
共
団
体
が
講
じ
て
い
る
施
策
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
定
期
的
に
報
告
、
調
整
等
を

行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
総
合
的
な
エ
イ
ズ
対
策
を
実
施
す
る
べ
く
、
関
係
省
庁
の
連
携

を
よ
り

一
層
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
感
染
症
予
防
計
画
等
の
策
定
又
は
見
直
し
を
行
う
際
に
は
、

重
点
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
る
べ
き
①
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
、
②
保
健
所
等
に
お

け
る
検
査

・
相
談
体
制
の
充
実
及
び
③
医
療
提
供
体
制
の
確
保
等
に
関
し
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
施
策
の
目
標
等
を
設
定
し
、
実
施
状
況
等
を
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
施
策
の
目
標
等
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、
定
量
的
な
指
標
に
基
づ

く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
域
の
実
情
及
び
施
策
の
性
質
等
に
応
じ
て
、

定
性
的
な
日
標
を
設
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
国
は
、
国
や
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
施
策
の
実
施
状
況
等
を
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
し
、
週
冽
洲
測
を
定
期
的
に
情
報
提
供
ｕ
、
剣
劃
潤
樹
訓
別
月
¶
召
制
倒
Ы
日
１
感
染

者

・
患
者
の
数
が
全
国
水
準
よ
り
高
い
な
ど
の
地
域
に
対
し
て
は
、
所
要
の
技
術
的
助

言
等
を
行
う
こ
と
が
求
め
る
れ
る
。
ま
た
、
患
者
等
、
医
療
関
係
者
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
関

係
者
と
定
期
的
に
意
見
を
交
換
す
べ
き
で
あ
る
。

一
一　
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携

個
別
施
策
層
を
対
象
と
す
る
各
種
施
策
を
実
施
す
る
際
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
連
携
す

る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
―
ま
た
、
Ｎ
Ｇ
ｏ
等
の
情
報
を
、
地
方
公
共
団
体
に
提
供
で

き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 【目次 】(案 )

○エイズ発生動向調査の強化

○個別施策層に対する発生動向調査の実施

○国際的な発生動向の把握

○発生動向調査等の結果の公開及び提供

○基本的考え方

○性感染症対策との連携

○その他感染経路対策

O個別施策層に対する施策の実施
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後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針について

○厚生労働省告示 第八十九号

感染症の予防及 び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第十一条第一項

の規定に基づき、後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (平成十 一年厚生省告示第二百十七

号)の全部を次の ように改正し、平成十八年四月 一日から適用する。

平成十八年三 月二 日

厚生労働大臣 川崎 二郎

後天性免疫不全症候群や無症状病原体保有の状態 (HIV(ヒ ト免疫不全ウイルス)に感染 しているが

、後天性免疫不全 症候群を発症 していない状態をい う。)は、正 しい知識とそれに基づ く個人個人の注意

深い行動により、多 くの場合、予防することが可能な疾患である。また、近年の医学や医療の進歩により

、感染 しても早期 発見及び早期治療によつて長期間社会の一員 として生活を営むことができるようになっ

てきてお り、様々 な支援体制も整備されつつある。 しかしながら、我が国における発生の動向については

、国及び都道府県等 (都道府県、保健所を設置す る市及び特別区をいう。以下同じ。)がHIV感 染に関

する情報を収集及 び分析 し、国民や医師等の医療関係者に対 して情報を公表 している調査 (以下 「エイズ

発生動向調査Jと い う。)に よれば、他の多くの先進諸 ETIと は異なり、地域的にも、また、年齢的にも依

然 として広がりを見せており、特に、二十代から三十代までの若年層が多くを占めている。また、感染経

路別に見た場合、性的接触がほとんどを占めているが、特に、 日本人男性が同性間の性的接触によって国

内で感染する事例 が増加 している。こうした状況を踏まえ、今後とも、感染の予防及びまん延の防止を更

に強力に進めてい く必要があり、そのためには、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の役割分担を明

確にし、正しい知識の普及啓発及び教育並びに保健所等における検査・相談 (カ ウンセ リング)体制の充

実を中心に、連携 して重点的かつ計画的に取 り組むことが最も重要であるとともに、国、地方公共団体、

医療関係者、患者 団体を含む非営利組織又は非政府組織 (以下 「NGO等 」という。 )、 海外の国際機関

等との連携を強化 していくことが重要である。

また、我が国の既存の施策は全般的なものであったため、特定の集団に対する感染の拡大の抑制に必ず

しも結び付いてこなかった。こうした現状を踏まえ、国及び都道府県等は、個別施策層 (感染の可能性が

疫学的に懸念され ながらも、感染に関する正しい知識の入手が困難であったり、In~見 や差別が存在 してい

る社会的背景等か ら、適切な保健医療サービスを受けていないと考えられるために施策の実施において特

別な酉己慮を之、要 とする人々をいう。以下同じ。)に対 して、人権や社会的背景に最大限配慮したきめ細か

く効果的な施策を追力目的に実施することが重要である。個別施策層としては、現在の情報にかんがみれば

、性に関する意思決定や行動選択に係る能力の形成過程にある青少年、言語的障壁や文化的障壁のある外

国人及び性的指向の側面で配慮の必要な同性愛者が挙げられる。また、HIVは 、性的接触を介 して感染

することから、性風俗産業の従事者及び利用者も個別施策層 として対応する必要がある。なお、具体的な

個別施策層については、状況の変化に応じて適切な見直 しがなされるべきである。

さらに、施策の実施に当たつては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下 「

法」とい う。)の理念である感染症の予防と医療の提供を車の両輪のごとく位置付けるとともに、患者等

(患者及び無症状病原体保有者 (HIV感染者)をい う。以下同じ。)の人権を尊重 し、偏見や差別を解

消していくことが大切であるという考えを常に念頭に置きつつ、関係者が協力 していくことが必要である

本指針は、この ような認識の下に、後天性免疫不全症候群に応 じた予防の総合的な推進を図るため、国

、地方公共団体、医療関係者及びNGO等 が連携 して取 り組んでいくべき課題について、正しい知識の普

及啓発及び教育並びに保健所等における検査・相談体制の充実等による発生の予防及びまん延の防止、患

者等に対する人権 を尊重 した良質かつ適切な医療の提供等の観点から新たな取組の方向性を示すことを目

的とする。

なお、本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変

更していくもので ある。

― 原因の

― エイズ発生動向調査の強化

エイズ発生動向調査は、感染の予防及び良質かつ適切な医療の提供のための施策の推進に当たり

、最も基本的な事項である。このため、国及び都道府県等は、患者等の人権及び個人の情報保護に

配慮した上で、法に基づくエイズ発生動向調査の分析を引き続き強化するとともに、患者等への説



明と同意の上で行われる、病状に変化を生じた事項に関する報告である任意報告による情報の分析
も引き続き強化すべきである。

また、都道府県等は、正 しい知識の普及啓発等の施策を主体的かつ計画的に実施するため、患者

等の人権及び個人情報の保護に配慮 した上で、地域における発生動向を正確に把握することが重要
である。

二 個別施策層に対する施策の実施

国は、個別施策層に対 しては、人権及び個人情報の保護に配慮した上で、追加的に言語、文化、
知識、心理、態度、行動、感染率、社会的背景等を含めた疫学的調査研究及び社会科学的調査研究
を、当事者の理解 と協力を得て行 うことが必要である。さらに、これらの調査研究の結果について

は、公開等を行つていくとともに、迅速に国の施策に反映させることが重要である。

また、都道府県等においても、地域の実情に応 じて、個別施策層に対 し、人権及び個人情報の保

護に配慮 した上で、追加的に調査研究を実施することが望ましい。

三 国際的な発生動向の把握

国際交流が活発化し、多 くの 日本人が海外に長期又は短期間滞在 しているとともに、 日本国内に

多くの外国人が居住するようになつた状況にかんがみ、海外における発生動向も把握 し、我が国ヘ

の影響を事前に推定することが重要である。

二 発生の予防及びまん延の防

一 基本的考え方及び取組

1 後天性免疫不全症候群は、性感染症と同様に、個人個人の注意深い行動により、その予防が可
能な疾患であり、国及び都道府県等は、現在における最大の感染経路が性的接触であることを踏
まえ、①正しい知識の普及啓発及び②保健所等における検査・相談体制の充実を中心とした予防
対策を、重点的かつ計画的に進めていくことが重要である。また、保健所をこれらの対策の中核
として位置付けるとともに、所管地域における発生動向を正確に把握できるようその機能を強化
することが重要である。

2 普及啓発においては特に、科学的根拠に基づく正しい知識に加え、保健所等における検査・相
談の利用に係る情報、医療機関を受診する上で必要な情報等を周知することが重要である。

また、普及啓発は、近年の発生動向を踏まえ、対象者の実情に応じて正確な情報 と知識を、分
か りやすい内容と効果的な媒体により提供することを通 じて、個人個人の行動がHIVに 感染す
る危険性の低い又は無いものに変化すること (以下「行動変容Jと い う。)を促すことを意図し
て行われ る必要がある。

3 検査・相談体制の充実については、感染者が早期に検査を受診 し、適切な相談及び医療機関ヘ

の紹介を受けることは、感染症の予防及びまん延の防止のみならず、感染者個々人の発症又は重

症化を防止する観′点から極めて重要である。

4 このため、国及び都道府県等は、保健所等における検査・相談体制の充実を基本 とし、検査・

相談の機会を、個人個人に対 して行動変容を促す機会と位置付け、利用者の立場に立った取組を

講 じていくことが重要である。

二 性感染症対策との連携
り

現状では、最大の感染経路が性的接触であること、性感染症の罹患とHIV感 染の関係が深いこ

と等から、予防及び医療の両面において、性感染症対策とHIV感 染対策との連携を図ることが重

要である。 したがつて、性感染症に関する特定感染症予防指針 (平成十二年厚生省告示第十五号)

に基づき行われる施策とHIV感 染対策とを連携して、対策を進めていくことが必要である。具体
的には、性感染症の感染予防対策として、コンドームの適切な使用を含めた性感染症の予防のため
の正 しい知識の普及啓発等が挙げられる。

三 その他の感染経路対策

静注薬物の使用、輸血、母子感染、医療現場における事故による偶発的な感染 といった性的接触

以外の感染経路については、厚生労働省は、引き続き、関係機関 (保健所等に加え、国立国際医療
センターエイズ治療・研究開発センター (以 下「ACC」 という。)、 ェイズ治療拠点病院等)と
連携 し、予防措置を強化することが重要である。

四 検査・相談体制の充実

1 国及び都道府県等は、基本的な考え方を踏まえ、保健所における無料の匿名による検査・相談
体制の充実を重点的かつ計画的に進めていくことが重要である。



2 具体的 には、都道府県等は、個人情報の保護に配慮 しつつ、地域の実情に応 じて、利便性の高

い場所 と時間帯に配慮 した検査や迅速検査を実施するとともに、検査・相談を受けられる場所と

時間帯等 の周知を行 うなど、利用の機会の拡大に努めることが重要である。

また、 国は、都道府県等の取組を支援するため、検査・相談の実施方法に係る指f十や手引き等

(以 下 「指針等」という。)を作成等するとともに、各種イベント等集客が多く見込まれる機会

を利用す ること等により、検査・相談の利用に係る情報の周知を図ることが重要である。

3 また、検査受診者の うち希望する者に対 しては、検査の前に相談の機会を設け、必要かつ十分

な情報に基づく意思決定の上で検査が行われることが必要である。

さら|こ 、検査の結果、陽性であつた者には、適切な相談及び医療機関への紹介による早期治療
。発症予 防の機会を提供することが極めて重要である。 一方、陰性であった者についても、行動

変容を促 す機会として積極的に対応することが望ましい。

五 個別施策層 に対する施策の実施

国及び都道府県等は、引き続き、個別施策層 (特 に、青少年及び同性愛者)に対 して、人権や社

会的背景に最大限配慮したきめ細かく効果的な施策を追加的に実施することが重要である。

特に、都道府県等は、患者等や個別施策層に属する者に対 しては、対象者の実情に応 じて、検査

・相談の禾」用の機会に関する情報提供に努めるなど検査を受けやすくするための特段の配慮が重要

である。また、心理的背景や社会的背景にも十分に配慮した相談が必要であり、専門の研修を受け

た者による もののみならず、ピア・カウンセ リング (患者等や個別施策層の当事者による相互相談

をい う。以 下同じ。)を活用することが有効である。

六 保健医療相談体制の充実

国及び都道府県等は、HIV感 染の予防や医療の提供に関する相談窓口を維持するとともに、性

感染症に関する相談、妊娠時の相談といった様々な保健医療相談サービスとの連携を強化する必要

がある。特 に、個別の施策が必要である地域においては、相談窓口を増設することが必要である。

また、相談 の質的な向上等を図るため、必要に応 じて、その地域の患者等やNGO等 との連携を検

討すべきである。

= 医

― 総合的な医療提供体制の確保

1 国及び都道府県は、患者等に対する医療及び施策が更に充実するよう、国のHIV治 療の中核

的医療機 関であるACC、 地方ブロック拠点病院及びエイズ治療拠点病院の機能を引き続き強化

するとともに、新たに中核拠点病院制度を創設 し、エイズ治療拠点病院の中から都道府県ごとに

原員」として一か所指定し、中核拠点病院を中心に、都道府県内における総合的な医療提供体制の

構築を重点的かつ計画的に進めることが重要である。

具体的 には、ACCの 支援を原則 として受ける地方ブロック拠点病院が中核拠点病院を、中核

拠点病院がエイズ治療拠点病院を支援するという、各種拠点病院の役害」を明確にし、中核拠点病

院等を中心に、地域における医療水準の向上及びその地域格差の是正を図るとともに、一般の医

療機関においても診療機能に応 じた良質かつ適切な医療が受けられるような基盤作 りが重要であ

る。

2 また、高度化 したHIV治 療を支えるためには、専F5医等の医療従事者が連携 して診療に携わ

ることが重要であり、国は、外来診療におけるチーム医療、ケアの在 り方についての指針等を作

成 し、良質かつ適切な医療の確保を図ることが重要である。

また、都道府県等は、患者等に対する歯科診療の確保について、地域の実情に応 じて、各種拠

点病院と診療に協力する歯科診療所 との連携を進めることが重要である。さらに、今後は、専門

的医療 と地元地域での保健医療サービス及び福祉サービスとの連携等が必要であり、これ らの 「

各種保健 医療サービス及び福祉サービスとの連携を確保するための機能J(コーディネーション

)を強イとしていくべきである。

3 +分 な説明と同意に基づ く医療の推進

治療効果を高めるとともに、感染の拡大を抑制するためには、医療従事者は患者等に対 し、十

分な説明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、医療従事者は医療を

提供するに当たり、適切な療養指導を含む十分な説明を行い、患者等の理角旱が得 られ るよう継続

的に努めることが重要である。説明の際には、患者等の理解を助けるため、分かりやすい説明資



料を用意すること等が望ましい。また、患者等が主治医以外の医師の意見を聞き、自らの意思決
定に役立てることも評価される。

4 主要な合併症及び併発症への対応の強化
しゅよう

HIV治 療そのものの進展に伴い、結核、悪性 腫瘍 等の合併症や肝炎等の併発症を有する患

者への治療も重要であることから、国は、引き続きこれ らの治療に関する研究を行い、その成果
の公開等を行つていくことが重要である。

5 情報ネットワークの整備

患者等や医療関係者が、治療方法や主要な合併症及び併発症の早期発見方法等の情報を容易に

入手できるように、インターネットやファクシミリにより医療情報を提供できる体制を整備する
ことが重要である。また、診療機関の医療水準を向上させるために、個人情報の保護に万全を期
した上で、HIV診 療支援ネットワークシステム (A― net)等 の情報網の普及や患者等本人
の同意を前提として行われる診療の相互支援の促進を図ることが重要である。 さらに、医療機関

や医療従事者が相互に交流することは、医療機関、診療科、職種等を超えた連携を図 り、ひいて

は、患者等の医療上の必要性を的確に把握すること等につなが り有効であるため、これ らの活動
を推進す ることが望ましい。

6 在宅療養支援体制の整備

患者等の療養期間が長期化したことや患者等の主体的な療養環境の選択を尊重するため、在宅

の患者等を積極的に支える体制を整備 していくことが重要である。このため、国及び地方公共団

体は、具体的な症例に照らしつつ、患者等の在宅サービスの向上に配慮していくよう努めること
が重要である。

7 治療薬剤の円滑な供給確保

国は、患者等が安′かして医療を受けることができるよう、治療薬剤の円滑な供給を確保するこ

とが重要である。そのため、国内において薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)で承認され
ているがHIV感 染又はその随伴症状に対する効能又は効果が認められていない薬斉」の中で効果
が期待される薬剤の医療上Z、要な適応拡大を行うとともに、海外で承認された治療薬剤がいち早

く国内においても使用できるようにする等の措置を講 じ、海外 との格差を是正 していくことが重
要である。

二 人材の育成及び活用

良質かつ適切な医療の提供のためには、HIVに 関する教育及び研修を受けた人材が、効率的に

活用されることが重要であるとともに、人材の育成による治療水準の向上も重要であり、国及び都
道府県は、引き続き、医療従事者に対する研修を実施するとともに、中核拠点病院のエイズ治療の

質の向上を図るため、地方プロック拠点病院等による出張研修等により支援することが重要である

三 個別施策層に対する施策の実施

個別施策層に対して良質かつ適切な医療を提供するためには、その特性を踏まえた対応が必要で

あり、医療関係者への研修、対応手引書の作成等の機会に個別的な対応を考えていくこと等が重要
である。

例えば、個別施策層が良質かつ適切な医療を受けられることは、感染の拡大の抑制にも重要であ
る。 このため、都道府県は、地域の実情に応 じて、各種拠点病院等において検査やHIV治 療に関

する相談 (情報提供を含む。)の機会の増加を図るべきであり、特に外国人に対する医療への対応
にあたっては通訳等の確保による多言語での対応の充実等が必要である。

四 日常生活を支援するための保健医療サー ビスと福祉サービスの連携強化

患者等の療養期間の長期化に伴い、障害を持ちながら生活する者が多くなつたことにかんがみ、
保健医療サービスと障害者施策等の福祉サービスとの連携を強化することが重要である。具体的に

は、専門知識に基づく医療社会福祉相談 (医療 ソーシャルワーク)等のほか、ピア・カウンセ リン

グを積極的に活用することが重要である。また、患者及びその家族等の日常生活を支援するという
観点から、その地域のNGO等 との連携体制、社会資源の活用等についての情報を周知する必要が

ある。

四 研究開発の

一 研究の充実

患者等への良質かつ適切な医療の提供等を充実していくためには、国及び都道府県等において、



研究結果が感染の拡大の抑制やより良質かつ適切な医療の提供につながるような研究を行つていく

べきである。特に、各種治療指f十等の作成等のための研究は、国において優先的に考慮されるべき

であ り、当該研究を行 う際には、感染症の医学的側面や自然科学的側面のみならず、社会的側面や

政策的411面 にも配慮することが望ま しい。

二 特効薬等の研究開発

国は、特効薬、ワクチン、診断法及び検査法の開発に向けた研究を強化するとともに、研究目標

については戦略的に設定することが重要である。この場合、研究の科学的基盤を充実させることが

前提であり、そのためにも、関係各方面の若手研究者の参入を促すことが重要である。

三 研究結果の評価及び公開

回は、研究の充実を図るため、研究の結果を的確に評価するとともに、各種指金1-等 を含む調査研

究の結果については、研究の性質に応 じ、公開等を行っていくことが重要である。

1第五 国際的な連月

一 諸外国との情報交換の推進

政府間、研究者間及びNGO等 間の情報交換の機会を拡大し、感染の予防、治療法の開発、患者

等の置かれた社会的状況等に関する国際的な情報交流を推進 し、我が国のHIV対 策にいかしてい

くことが重要である。

二 国際的な感染拡大の抑制への貢献

国は、国連合同エイズ計画 (UNAIDS)へ の支援、我が国独 自の二国間保健医療協力分野に

おける取組の強化等の国際貢献を推進すべきである。

三 国内施策のためのアジア諸国等への協力

厚生労働省は、有効な国内施策を講ずるためにも、諸外国における情報を、外務省等と連携 しつ

つ収集するとともに、諸外国における感染の拡大の抑制や患者等に対する適切な医療の提供が重要

であることかじ、我が国と人的交流が盛んなアジア諸国等に対 し積極的な国際協力を進める上で、

外務省等との連携が重要である。

第六 人権の尊重

一 人権の擁護及び個人情報の保護

保健所、医療機関、医療保険事務担当部門、障害者施策担当部門等においては、人権の尊重及び

個人情報の保護を徹底することが重要であり、所要の研修を実施すべきである。また、人権や個人

情報の侵害に対する相談方法や相談窓口に関する情報を提供することも必要である。なお、相談に

当たつては、専用の相談室を整備する等の個人情報を保護する措置が必要である。 さらに、報道機

関には、患者等の人権擁護や個人情報保護の観点に立った報道姿勢が期待される。

二 偏見や差別の撤廃への努力

患者等の就学や就労を始めとする社会参加を促進することは、患者等の個人の人権の尊重及び福

利の向上だけでなく、社会全体の感染に関する正しい知識や患者等に対する理解 を深めることにな

る。また、個人や社会全体において、知識や理解が深まることは、個人個人の行動に変化をもたら

し、感染の予防及びまん延の防止に寄与することにもつながる。このため、厚生労働省は、文部科

学省、法務省等の関連省庁や地方公共団体とともに、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

」 (平成十二年法律第百四十七号)第七条に基づく人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえた人

権教育・啓発事業と連携 し、患者等や個別施策層に対する偏見や差別の撤廃のための正しい知識の

普及啓発を行 うとともに、偏見や差別の撤廃に向けての具体的資料を作成することが重要である。

特に、学校や職場における偏見や差別の発生を未然に防止するためには、学校や企業に対して、事

例研究や相談窓口等に関する情報を提供することが必要である。

三 個人を尊重 した十分な説明と同意に基づく保健医療サービスの提供

HIV感 染の特性にかんがみ、検査、診療、相談、調査等の保健医療サービスのすべてにおいて

、利用者及び患者等に説明と同意に基づく保健医療サービスが提供されることが重要であり、その

ためにも、希望する者に対しては容易に相談の機会が得られるようにしていくことが重要である。

七 普及啓発及び教

一 基本的考え方及び取組

1 普及啓発及び教育については、近年の発生動向等を踏まえた上で、

ことが必要であり、感染の危険性にさらされている者のみならず、

、学校及び職場等へ向けた普及啓発及び教育についても取り組み、

個人個人の行動変容を促す

それらを取 り巻 く家庭、地域

行動変容を起こしやすくする



ような環 境を醸成していくことが必要である。

2 また、普及啓発及び教育を行 う方法については、国民一般を対象にHIV・ エイズに係る情報

や正しい知識を提供するものと、個別施策層等の対象 となる層を設定 し行動変容を促すものとが

あ り、後 者については、対象者の年齢、行動段階等の実情に応 じた内容とする必要があることか

ら、住民 に身近な地方公共団体が中心となつて進めていくことが重要である。

3 国及び地方公共団体は、感染の危険性に さらされている者のみならず、我が国に在住するすべ

ての人々 に対 して、感染に関する正しい知識を普及できるように、学校教育及び社会教育との連

携 を強化 して、対象者に応じた効果的な教育資材を開発する等により、具体的な普及啓発活動を

行 うことが重要である。また、患者等やNGO等 が実施する性行動等における感染予防のための

普及啓発 事業が円滑に行われるように支援することが重要である。

二 患者等及び個別施策層に対する普及啓発の強化

国及び地方公共団体は、患者等及び個別施策層に対する普及啓発及び教育を行 うに当たっては、

感染の機会 にさらされる可能性を低減させるために、各個別施策層の社会的背景に即した具体的な

情報提供を積極的に行うZ、要がある。このため、個別施策層に適 した普及啓発用資材等を患者等と

NGO等 の共同で開発し、普及啓発事業を支援することが必要である。特に、地方公共団体は、地

方の実情に応 じた効果的な普及啓発事業の定着を図るとともに、教育委員会、医療関係者、企業、

NGO等 との連携を可能とする職員等の育成についても取 り組むことが重要である。

三 医療従事者等に対する教育

研修会等 により、広く医療従事者等に対して、最新の医学や医療の教育のみならず、患者等の心

理や社会的状況を理解するための教育、患者等の個人情報の保護を含む情+「管理に関する教育等を

行つていく ことが重要である。

四 関係機関 との連携の強化

厚生労働 省は、具体的な普及啓発事業を展開していく上で、文部科学省及び法務省と連携 して、

教育及び啓 発体制を確立することが重要である。また、報道機関等を通 じた積極的な広報活動を推

進す るとと もに、保健所等の窓口に外国語で説明した冊子を備えておく等の取組を行い、旅行者や

外国人への情報提供を充実させることが重要である。

人 施策の評価 及び関係機関との新たな及び関係機関との

一 施策の評価

厚生労働省は、関係省庁間連絡会議の場等を活用し、関係省庁及び地方公共団体が講じている施

策の実施状況等について定期的に報告、調整等を行 うこと等により、総合的なエイズ対策を実施す

るべく、関係省庁の連携をよリー層進める必要がある。

また、都道府県等は、感染症予防計画等の策定又は見直しを行う際には、重点的かつ計画的に進

めるべき①正しい知識の普及啓発、②保健所等における検査 。相談体制の充実及び③医療提供体制

の確保等に関し、地域の実情に応じて施策の目標等を設定し、実施状況等を評価することが重要で

ある。施策 の目標等の設定に当たっては、基本的には(定量的な指標に基づくことが望まれるとこ

ろであるが、地域の実情及び施策の性質等に応 じて、定性的な目標を設定することも考えられる。

なお、国 は、国や都道府県等が実施する施策の実施状況等をモニタリングし、進捗状況を定期的

に情報提供 し、必要な検討を行うとともに、感染者 .患者の数が全国水準より高いなどの地域に対

しては、コ斤要の技術的助言等を行うことが求められる。また、患者等、医療関係者、NGO等の関

係者 と定期 的に意見を交換すべきである。

二 NGO等 との連携

個別施策層を対象とする各種施策を実施する際には、NGO等 と連携することが効果的である。

また、NGO等 の情報を、地方公共団体に提供できる体制を整備することが望まれる。
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